
中
近
世
村
落
に
お
け
る
宮
座
の
変
質
と
再
編
結
衆
長
男
衆
そ
し
て
神
楽
講
　
薗
部
寿
樹

弓
庁
⑫
口
累
5
鳥
σ
酋
目
曽
註
e
目
⇔
日
島
図
6
0
『
賊
即
巳
N
9
ざ
目
o
『
宴
目
望
曽
N
飴
」
目
吟
庁
6
＜
熔
庁
・
q
o
Φ
o
『
呂
6
島
o
ぐ
即
一
飴
5
島
国
胃
ξ
寓
o
島
o
『
ロ
輪
即
唱
飴
5

は

じ
め
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
宮
座
の
家
格
制
と
家
株

0服
部
神
楽
講
の
現
況
と
文
書
の
伝
来
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

②

宮
座
の

社会
的
機
能
の
変
質

②宮
座
の
変
質
ー
結
衆
か
ら
長
男
衆
へ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
宮
座
の
再
編
－
長
男
衆
か
ら
神
楽
講
へ
ー

（1
）
　
結
衆
（
一
四
～
一
六
世
紀
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
長
男
衆
一
二
人
体
制
（
一
八
世
紀
後
期
）

（2
）
　
長
男
衆
（
一
七
・
一
八
世
紀
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
神
楽
講
へ
の
転
換
（
一
九
世
紀
前
期
）

（3
）
　
変
質
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
わ
り
に

［論
文
要旨
］

　
本
論
文は
、
中
世
・
近
世
に
お
け
る
大
和
国
平
群
郡
服
部
郷
（
現
奈
良
県
生
駒
郡
斑
鳩
町
大
字
服
　
　
　
　
深
刻
化
す
る
。
そ
し
て
宮
出
入
の
結
果
、
氏
神
修
復
田
支
配
に
村
方
が
介
入
す
る
よ
う
に
な
り
、
さ

部
）
宮
座
の
変
質
・
再
編
と
そ
の
背
景
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
論
文
の
素
材
は
、
服
　
　
　
　
ら
に
は
氏
神
牛
頭
天
王
社
や
新
福
寺
の
主
導
権
も
村
方
に
奪
わ
れ
て
し
ま
う
。
こ
れ
と
並
行
し
て
、

部素
箋
鳴
神
社
に
お
け
る
服
部
神
楽
講
に
伝
来
し
た
文
書
二
二
五
点
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
福
寺
長
男
衆
は
一
八
世
紀
後
期
に
牛
頭
天
王
社
「
宮
座
」
と
な
り
、
一
九
世
紀
前
期
に
は
「
神
楽

　
服
部
郷
では
、
一
四
世
紀
か
ら
新
福
寺
社
宮
牛
頭
天
王
社
に
お
け
る
「
結
衆
」
の
宮
座
が
史
上
に
　
　
　
講
」
へ
と
変
わ
る
。
こ
の
時
期
、
本
座
で
あ
る
「
拾
四
人
組
講
」
に
対
し
て
村
方
の
圧
力
を
背
景
に

みえ
は
じ
め
る
。
こ
の
結
衆
が
一
七
世
紀
に
長
男
衆
に
変
わ
る
。
結
衆
の
宮
座
と
村
方
の
非
宮
座
成
　
　
　
　
持
つ
新
座
「
九
人
組
講
」
が
結
成
さ
れ
、
宮
座
が
二
座
体
制
と
な
っ
た
。
こ
の
新
座
に
対
し
て
本
座

員
と
が
対
立
し
、
「
ア
ラ
ト
ウ
」
と
い
う
新
規
宮
座
加
入
者
や
「
脇
座
」
の
設
置
な
ど
、
両
者
の
妥
　
　
　
　
は
、
龍
田
神
社
（
龍
田
新
宮
）
の
三
里
八
講
祭
祀
で
あ
る
「
神
楽
」
を
強
く
意
識
し
た
「
神
楽
講
」

協
が
は
か
ら
れ
た
。
し
か
し
宮
座
内
差
別
に
よ
り
、
両
者
の
壁
は
結
果
的
に
強
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
　
　
　
　
と
い
う
名
称
を
採
用
し
た
。
こ
こ
に
は
、
龍
田
神
社
の
権
威
を
用
い
て
新
座
に
対
す
る
優
越
性
を
誇

り
、
宮
座
は
家
を
単
位
と
す
る
組
織
で
あ
る
「
長
男
衆
」
に
変
質
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
　
　
　
　
示
す
る
狙
い
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
新
座
は
村
方
の
圧
力
を
背
景
と
し
て
牛
頭
天
王
社
の

宮
座
を
中
核
と
す
る
家
格
制
が
形
成
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
こ
れ
に
と
も
な
い
、
宮
座
の
村
　
　
　
　
後
身
で
あ
る
素
箋
鳴
神
社
に
密
着
し
、
そ
の
伝
統
的
な
行
事
で
あ
る
結
鎮
を
強
く
意
識
し
た
ケ
イ
チ

落

全
体を
統
括
す
る
機
能
が
消
滅
し
、
近
世
宮
座
の
機
能
は
祭
礼
・
法
会
な
ど
宗
教
的
機
能
と
身
分
　
　
　
　
ン
講
へ
と
発
展
し
た
と
思
わ
れ
る
。
宮
座
変
質
の
帰
結
で
あ
る
こ
の
再
編
に
よ
っ
て
、
宮
座
内
差
別

規制
に
限
局
さ
れ
て
い
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
強
く
固
定
化
さ
れ
る
一
方
、
宮
座
行
事
の
主
導
権
が
神
楽
講
か
ら
村
方
の
力
を
背
景
と
す
る
ケ
イ

　
一
八
世
紀
後
期
に
長
男
衆
は
二
六
人
体
制
か
ら
一
二
人
体
制
と
な
り
、
村
方
と
の
対
立
が
再
燃
し
　
　
　
　
チ
ン
講
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

1
9

1
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は
じ
め
に

　
本
論
文
は
、
奈
良
県
生
駒
郡
斑
鳩
町
大
字
服
部
に
あ
る
素
菱
鳴
神
社
の
宮
座
、
服

部
神
楽
講
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
服
部
神
楽
講
に
伝
来
す
る
二
二
五
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
↓

の

文
書
は
、
近
年
、
大
宮
守
友
氏
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
服
部

は
、
法
隆
寺
の
近
く
に
あ
り
、
平
安
中
期
に
は
近
隣
の
五
百
井
と
と
も
に
興

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

福
寺
領
服
荘
に
属
し
て
い
た
。
鎌
倉
中
期
に
は
、
興
福
寺
花
林
院
領
服
荘
（
の
ち
の

東
服
荘
か
）
及
び
興
福
寺
一
条
院
領
服
荘
（
の
ち
の
西
服
荘
か
）
と
な
っ
た
。
そ
し

て

室

町
期
に
は
、
興
福
寺
大
乗
院
領
進
官
方
の
東
服
荘
（
五
百
井
）
、
興
福
寺
大
乗

院
領
の
西
服
荘
（
五
百
井
と
服
部
の
中
間
地
域
）
そ
し
て
興
福
寺
一
乗
院
領
の
西
服

荘
（
服
部
西
部
）
に
分
属
し
て
い
た
。
江
戸
期
の
服
部
村
は
、
当
初
、
竜
田
藩
領
で

あ
っ
た
が
、
一
七
世
紀
中
期
か
ら
園
城
寺
円
満
院
（
二
〇
〇
石
）
と
天
領
（
一
時
、

興
富
藩
領
。
三
八
～
四
八
石
余
）
の
相
給
支
配
と
な
っ
た
。

　
服
部
神
楽
講
文
書
に
お
い
て
服
部
は
、
「
服
」
ま
た
は
「
服
郷
」
と
呼
ば
れ
て
い

（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

た
。
　
「
服
部
村
」
の
呼
称
が
み
ら
れ
る
の
は
、
一
六
六
四
年
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で

本
論
文
で
は
、
中
世
の
服
部
を
「
服
部
」
、
近
世
の
服
部
を
「
服
部
村
」
と
表
記
す

る
。

　

ま
た
服
部
は
、
五
百
井
・
丹
後
と
と
も
に
法
隆
寺
の
鎮
守
と
さ
れ
る
龍
田
神
社
を

中
核
と
し
て
営
ま
れ
た
三
里
八
講
を
構
成
し
て
い
た
。
従
来
の
研
究
に
お
い
て
も
服

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

部

は
、
こ
の
三
里
入
講
と
の
関
連
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
た
地
域
な
の
で
あ
る
。

0
服
部
神
楽
講
の
現
況
と
文
書
の
伝
来

　
ま
ず
は
じ
め
に
服
部
神
楽
講
の
現
状
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
服
部
神
楽
講
は
、
か
つ
て
牛
頭
天
王
社
と
呼
ば
れ
て
い
た
素
菱

鳴
神
社
の
宮
座
で
あ
る
。
た
だ
し
素
菱
鳴
神
社
宮
座
に
は
、
二
つ
の
座
が
あ
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

の
ひ

と
つ
が
「
ケ
イ
チ
ン
講
」
で
あ
る
。
ケ
イ
チ
ン
講
は
三
六
軒
で
構
成
さ
れ
、
素

菱
鳴
神
社
の
「
ゴ
ク
ト
ウ
ヤ
・
ミ
キ
ト
ウ
ヤ
」
を
勤
仕
す
る
。
も
う
一
つ
の
座
が
「
神

楽
講
」
で
、
一
二
軒
の
家
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
神
楽
講
は
年
一
回
二
月
二
三
日
に

ト
ウ
ヤ
宅
で
総
会
・
宴
会
を
お
こ
な
う
だ
け
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
「
立
田
参
り
」
と
呼
ば
れ
る
龍
田
神
社
へ
の
ト
ウ
ヤ
渡
し
は
、
神
楽
講

の

メ
ン
バ
ー
が
お
こ
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
慣
行
は
、
農
地
改
革
で
講
田
が
消

滅

し
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
現
在
は
廃
絶
し
て
い
る
。
「
立
田
参
り
」
は
、
か
つ
て
の

三
里
八
講
の

名
残
と
い
う
べ
き
慣
行
で
あ
る
。
ま
た
服
部
神
楽
講
文
書
を
伝
来
し
た

の

は
神
楽
講
で
あ
り
、
ケ
イ
チ
ン
講
は
一
八
〇
〇
（
寛
政
一
二
）
年
以
降
の
比
較
的

新
し
い
文
書
し
か
所
持
し
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
み
て
、
現
在
の
一
二
軒
神

楽
講
が
服
部
に
お
け
る
古
来
か
ら
の
中
核
的
宮
座
組
織
の
直
接
の
後
身
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
か
ら
服
部
神
楽
講
文
書
の
分
析
を
通
し
て

議
論
し
た
い
。

　

こ
の
よ
う
に
現
在
の
服
部
神
楽
講
は
素
菱
鳴
神
社
の
宮
座
な
の
で
あ
る
が
、
文
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

に
は
一
四
四
九
（
文
安
六
）
年
に
「
服
郷
新
福
寺
一
結
衆
等
」
と
し
て
登
場
す
る
。

ま
た
服
部
神
楽
講
文
書
に
は
、
多
数
の
「
新
福
寺
算
用
帳
」
が
伝
来
し
て
い
る
。
こ

の

こ
と
か
ら
神
楽
講
は
、
も
と
も
と
新
福
寺
の
座
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ

が
い

つ
頃
ど
の
よ
う
な
経
過
と
背
景
に
よ
り
、
牛
頭
天
王
社
（
素
菱
鳴
神
社
）
の
座

に
な
っ
た
の
か
、
こ
の
こ
と
も
考
察
し
て
み
た
い
。

　

さ
て
「
服
郷
新
福
寺
一
結
衆
等
」
は
、
正
月
一
九
日
ま
た
は
二
〇
日
に
「
ケ
チ
ン

（ケ
ツ
チ
ン
）
」
、
二
月
一
日
に
「
フ
ク
ノ
モ
チ
」
、
九
月
二
二
日
に
「
マ
ツ
リ
」
を
お

　
　
　
　
　
（
8
）

こ
な
っ
て
い
た
。
こ
の
う
ち
の
九
月
二
二
日
の
「
マ
ツ
リ
」
と
は
、
応
永
二
五
年
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

月
六
日
三
里
条
々
規
式
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
五
百
井
・
丹
後
と
と
も
に
「
三
里
」

と
し
て
お
こ
な
っ
て
い
た
龍
田
神
社
の
祭
祀
な
の
で
あ
る
。
龍
田
社
頭
郷
役
を
、
三

里
三

ケ
所
（
服
部
・
五
百
井
・
丹
後
）
が
集
会
し
て
勤
仕
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

服
部
神
楽
講
文
書
に
は
、
こ
の
三
里
条
々
規
式
を
は
じ
め
と
し
て
、
数
多
く
の
三

里
関
係
文
書
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
六
七
九
（
延
宝
七
）
年
に

120
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三
里
帳
箱
丹
後
・
五
百
井
長
男
相
対
二
而
、
服
部
一
膓
へ
預
ケ
置
申
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
と
な

と
い
う
よ
う
に
、
一
括
し
て
服
部
（
宮
座
の
一
老
長
男
）
に
預
け
ら
れ
た
も
の
な
の

　
　
（
1
0
）

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
村
落
宮
座
文
書
の
伝
来
の
あ
り
か
た
を
考
え
る
う
え
で
、

非
常
に
示
唆
的
で
あ
る
。

　
ま
た
こ
の
よ
う
に
し
て
伝
来
し
た
服
部
の
三
里
関
係
文
書
の
な
か
に
は
、
次
の
よ

う
な
記
述
が
み
え
る
（
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
。
以
下
同
じ
）
。

　
　
　
（
1
1
）

【史
料
A
】

　
　
定
　
龍
田
社
頭
郷
役
井
三
里
条
々
規
式
等
事

　
　
　
　
　
合

　
　
右
三
里
三
ケ
所
者
、
其
名
ハ
難
為
各
別
、
社
頭
役
ヲ
キ
テ
ハ
三
里
集
會
シ
テ
可

　
　
　
　
　
　
（
解
、
以
下
同
じ
）

　
　
入
分
済
ヲ
結
僻
シ
テ
人
数
二
配
分
シ
テ
各
々
出
合
せ
勤
仕
せ
シ
ム
ル
事
、
昔
ヨ

リ
定
タ
ル
法
儀
也
、
但
於
人
数
者
、
上
座
方
ハ
十
七
、
庇
座
ハ
十
八
ヲ
定
二
八

　
　
月
ノ
神
楽
ノ
集
會
二
勘
定
シ
テ
勤
仕
せ
シ
ム
ル
事
、
尤
為
先
規
上
者
、
向
後
更

　
　
不
可
有
異
儀
者
也

　
史
料
A
に
よ
る
と
、
一
四
一
八
（
応
永
二
五
）
年
の
三
里
に
は
「
上
座
方
」
一
七

人
・
「
庇
座
」
一
八
人
と
い
う
構
成
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
三
里
の
上
座
方
・

庇
座

は
い
ま
ま
で
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
従
来
の
研
究
で
指
摘
さ
れ
た
三
里
の
「
ヲ
ト

ナ
衆
」
や
五
百
井
の
「
大
百
姓
」
、
そ
れ
に
後
述
す
る
服
部
の
「
長
人
」
（
お
と
な
）

な
ど
と
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
の
か
、
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
本
論
文
で

は
、
服
部
の
宮
座
に
議
論
を
集
中
し
、
三
里
に
関
し
て
は
服
部
に
関
連
す
る
限
り
に

お
い
て
ふ
れ
る
に
と
ど
め
る
。
上
座
方
・
庇
座
な
ど
三
里
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
後

考
を
期
し
た
い
。

　
以
上
の

よ
う
に
宮
座
構
成
の
あ
り
か
た
や
宮
座
と
新
福
寺
・
牛
頭
天
王
社
（
素
菱

鳴
神
社
）
と
の
関
係
な
ど
を
軸
と
し
て
、
中
近
世
に
お
け
る
服
部
村
宮
座
の
変
遷
と

そ
の
背
景
や
意
義
に
つ
い
て
、
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

②
宮
座
の
変
質
－
結
衆
か
ら
長
男
衆
へ
ー

　
（
1
）
　
結
衆
（
一
四
～
一
六
世
紀
）

　

前
述
し
た
よ
う
に
服
部
神
楽
講
文
書
に
は
、
一
四
四
九
（
文
安
六
）
年
に
「
服
郷

新
福
寺
一
結
衆
等
」
が
登
場
す
る
。
こ
れ
以
前
＝
二
六
九
（
応
安
二
）
年
に
書
か
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

た
「
新
福
寺
縁
起
」
の
な
か
に
は
、
「
當
寺
一
結
之
善
友
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
一
四
世
紀
申
期
に
は
結
衆
が
成
立
し
て
い
た
も
の
と

思
わ

れ
る
。

　

こ
の
結
衆
は
、
一
六
七
四
（
延
宝
二
）
年
以
降
「
ね
は
ん
講
」
を
開
催
す
る
な
ど
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

仏
教
集
団
的
な
面
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
よ
り
は
や
く
一
六
世
紀
後
期
に
は
「
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

ツ
リ
キ
ン
ジ
」
や
「
ケ
チ
ン
」
な
ど
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
結
衆
を
全
く
の
仏
教
的

集
団
と
す
る
こ
と
も
難
し
い
。
そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
新
福
寺
の
「
社
宮
牛
頭

　
（
1
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

天
王
」
で
あ
る
。
こ
の
牛
頭
天
王
社
は
、
近
世
に
は
「
新
福
寺
氏
神
牛
頭
天
王
し
や
」

と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
結
衆
は
、
こ
の
新
福
寺
の
社
宮
・
氏
神
で
あ
る
牛
頭
天
王
社

と
関
連
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
こ
の
結
衆
の
内
部
構
造
を
み
て
み

よ
う
。

　

こ
の
結
衆
に
は
、
「
お
と
な
」
が
い
た
。
一
五
一
二
（
永
正
九
）
年
の
史
料
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

五
百
井
・
服
・
丹
後
三
ケ
所
の
「
長
人
方
」
が
み
え
る
。
こ
の
「
長
人
」
が
一
五
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

紀
後
期
の
三
里
関
係
文
書
に
み
え
る
「
三
ケ
所
ソ
ウ
シ
ウ
・
ヲ
ト
ナ
」
の
「
ヲ
ト
ナ
」

に
相
当
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
「
ヲ
ト
ナ
」
と
の
関
連
で
、
同
じ
く
一
五
世

紀
後
期
の
三
里
関
係
文
書
に
お
け
る
次
の
史
料
記
載
が
注
目
さ
れ
る
。

　
　
　
（
1
9
）

【史
料
B
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
僧
衆
）

　
　
一
九
月
十
三
日
三
ケ
所
ソ
ウ
シ
ウ
・
ヲ
ト
ナ
シ
ユ
ン
シ
ノ
ト
キ
、
カ
リ
ヤ
ニ
テ
、

　
　
　
ヨ
キ
サ
ケ
五
舛
、
エ
ハ
ウ
ヨ
リ
ト
リ
ナ
ス
ヘ
シ
、
此
代
ハ
三
サ
ト
ヨ
リ
下
行

　
　
　
ナ
リ
、
タ
・
シ
、
サ
カ
ナ
ハ
、
ハ
ス
、
エ
タ
マ
メ
以
下
御
ク
ウ
ノ
ア
マ
リ
ヲ
、

　
　
　
ト
リ
ア
ワ
セ
一
、
ト
リ
ア
ワ
セ
テ
せ
ラ
ル
・
ナ
リ
、
ヨ
ク
モ
ア
シ
ク
モ
、
ミ

　
　
　
≧
　
〉
へ
　
≧
　
㌔
〈
　
〉
へ
　
≧
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サ

ト
・
シ
テ
、
イ
ラ
ン
ニ
ヲ
ヨ
フ
ヘ
カ
ラ
ス
、

　
（
男
役
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
他
所
）

伍
所
定
如
件

一

ヲ
ト
コ
ヤ
ク
ニ
ツ
キ
候
テ
、
ヨ
ソ
ヨ
リ
キ
タ
リ
候
ハ
ン
ス
ル
モ
ノ
ハ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
里
）
　
　
（
公
事
）

ニ

ナ
リ
候
ハ
・
、
ミ
サ
ト
ノ
ク
シ
ヲ
イ
タ
ス
ヘ
シ
、

ヨ
ミ
ア
ヰ
ヨ
リ
サ
キ
ニ
三
年
ニ
ア
タ
リ
候
ハ
・
、

タ
メ
如
件
、

明
雁
三
年
押
八
月
舟
日
サ
タ
メ

イ
セ
ン
ノ
キ
、
マ
キ
レ
候
ニ
ヨ
リ
ソ
ロ
テ
、
カ
ク
ノ
コ
ト
ク
サ
タ
メ
ヲ
カ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
（
親
）
　
　
（
三
里
（
カ
）
公
事
致
す
者
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
子
X
幼
き

・

ナ
リ
、
ナ
ヲ
く
ヲ
ヤ
三
サ
ケ
ク
シ
イ
タ
ス
モ
ノ
ナ
ラ
バ
、
ソ
ノ
コ
ヲ
サ

　
　
時
）
（
他
　
国
）

ナ
キ
ト
キ
タ
コ
ク
ツ
カ
マ
ツ
リ
候
ト
モ
、
カ
エ
リ
ツ
キ
候
ハ
・
、
シ
ヤ
ウ
サ

　

　

　

　

　

　

　

三
年

　
モ
シ
マ
タ
、
ミ
サ
ト
ノ

ソ
ノ
ハ
ウ
ス
ト
ル
ヘ
キ
サ

　
　

　
ハ
十
七
マ
ウ
ト
ハ
十
八
ヨ
リ
イ
タ
ス
ヘ
キ
ナ
リ

　
文
意
が
不
明
確
な
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
ま
ず
第
一
に
注
目
し
た
い
の
は
、
他
地
域

か

ら
帰
っ
て
き
た
者
の
「
ヲ
ト
コ
ヤ
ク
」
「
ミ
サ
ト
ノ
ク
シ
」
勤
仕
に
関
し
て
、
「
シ

ヤ

ウ
サ
ハ
十
七
マ
ウ
ト
ハ
十
八
ヨ
リ
イ
タ
ス
ヘ
キ
ナ
リ
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
点
で

あ
る
。
「
シ
ヤ
ウ
サ
」
（
上
座
）
、
「
マ
ウ
ト
」
（
間
人
力
）
の
間
で
公
事
勤
仕
に
関
し

て

差

別
的
な
扱
い
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
れ
が
な
ぜ
差
別
的

な
規
定
で
あ
る
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
十
七
」
や
「
十
八
」
は
年
齢
で
あ
ろ
う
。
三
里
公
事
を
果
た
し
た
親
の
子
供
で

幼
少
の
頃
に
他
郷
に
い
た
「
シ
ヤ
ウ
サ
」
の
子
は
、
帰
還
後
「
十
七
」
歳
か
ら
公
事

勤
仕
を
認
め
ら
れ
た
。
同
じ
く
「
マ
ウ
ト
」
の
子
は
、
「
十
八
」
歳
か
ら
勤
仕
す
る

事
を
認
め
ら
れ
た
。
一
七
歳
か
ら
公
事
勤
仕
を
認
め
ら
れ
た
「
シ
ヤ
ウ
サ
」
の
子
は
、

一
八
歳
か

ら
勤
仕
す
る
「
マ
ウ
ト
」
よ
り
も
薦
次
が
高
く
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
規
定
の
背
景
に
は
、
藺
次
階
梯
的
な
秩
序
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
注
目
し
た
い
の
は
、
「
ヲ
ト
ナ
シ
ユ
ン
シ
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
ヲ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

ナ
」
の
「
出
仕
」
ま
た
は
「
順
事
」
（
「
順
次
」
）
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
者

の

意
味
に
と
れ
ば
、
順
事
・
順
次
は
順
番
に
勤
め
る
役
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
「
ヲ

ト
ナ
シ
ユ
ン
シ
」
は
「
ヲ
ト
ナ
」
ま
た
は
「
ヲ
ト
ナ
」
に
な
る
者
が
勤
め
る
頭
役
を

意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
の

点
か
ら
、
三
里
に
お
い
て
は
薦
次
階
梯
的
な
シ
ス
テ
ム
が
あ
り
、
公
事
や

頭
役
を
勤
仕
し
藺
次
を
の
ぼ
る
こ
と
に
よ
り
「
ヲ
ト
ナ
」
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら

れ

る
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
服
部
に
お
い
て
も
、
少
な
く
と
も
一
五
七
四
（
天
正
二
）
年
以
降
、
「
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

ト
ナ
ニ
ナ
ル
」
す
な
わ
ち
「
ヲ
ト
ナ
成
」
の
慣
行
が
あ
っ
た
こ
と
が
史
料
上
わ
か
る
。

ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
、
近
世
の
服
部
村
で
も
、
変
質
し
て
は
い
る
も
の
の
年
齢
階

梯

的
な
秩
序
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
中
世
服
部
の
結
衆
に

お

い
て

も
藺
次
階
梯
的
な
秩
序
に
基
づ
い
て
「
長
人
」
が
存
在
し
て
い
た
も
の
と
い

え
よ
う
。

　
一
五
六
九
（
永
禄
一
二
）
年
か
ら
、
「
服
新
福
寺
一
結
衆
座
」
の
「
座
帳
」
が
記

　
　
　
　
（
2
2
）

さ
れ
は
じ
め
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
結
衆
は
二
結
衆
座
」
と
い
う
座
の
組
織
な
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
新
福
寺
結
衆
の
内
実
は
、
新
福
寺
「
社
宮
牛
頭
天
王
」
の
宮

座
組
織
で
あ
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

　
以
上
の

点
か
ら
、
少
な
く
と
も
一
四
世
紀
中
期
か
ら
一
六
世
紀
に
か
け
て
、
服
部

に
は
新
福
寺
社
宮
牛
頭
天
王
社
を
拠
点
と
す
る
宮
座
組
織
と
し
て
結
衆
が
存
在
し
て

い

た
も
の
と
い
え
よ
う
。

（
2
）
　
長
男
衆
（
一
七
・
一
八
世
紀
）

次

に
、
史
料
C
を
み
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

【史
料
C
】
（
寛
永
三
年
1
1
一
六
二
六
年
）

　

一
服
部
村
お
い
て
、
あ
ん
せ
つ
衆
し
う
り
う
成
仕
候
二
付
、
長
男
衆
6
出
入
御

　
　

座
候
間
、
笠
目
小
右
衛
門
殿
色
々
御
あ
つ
か
い
被
成
、
壱
人
二
付
八
木
五
斗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
交
）
　
　
　
拾
六
人
⑳

　
　

つ
・
長
男
衆
へ
出
し
申
候
、
以
上
か
う
衆
分
○
き
わ
め
申
候
、
以
来
御
談
合

　
　

次
第
二
可
仕
候
、
伍
後
日
状
如
件

　
　
　

寛
永
三
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弥
左
衛
門
（
⑩

　
　
　
　

ヨ
ノ
ニ
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
善
右
衛
門
⑳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
又
右
衛
門
㊥
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長
男
衆

　
　
　
　
　
ま
い
る

　

こ
の
文
書
で
ま
ず
注
意
し
た
い
の
は
、
そ
の
宛
先
が
「
長
男
衆
」
と
な
っ
て
い
る

点
で
あ
る
。
こ
の
「
長
男
」
は
、
同
一
の
文
書
で
「
ヲ
ト
ナ
」
と
同
様
に
用
い
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

て

い

る
こ
と
か
ら
、
「
お
と
な
」
と
訓
ま
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
文
書
以
降
「
お

と
な
」
は
、
漢
字
表
記
で
は
「
長
男
」
と
書
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
一
七
世
紀
前
期
、

「長
人
」
が
「
長
男
」
に
変
化
し
た
の
で
あ
る
。

　
「
長
人
」
か
ら
「
長
男
」
へ
の
変
化
は
、
単
に
表
記
方
法
が
か
わ
っ
た
だ
け
な
の

で

あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
も
う
一
度
、
史
料
C
を
み
て
み
た
い
。
こ
の
文
書
の
な
か
に
、

「拾
六

人
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
。
文
脈
か
ら
み
て
、
こ
の
「
拾
六
人
」
は
「
長
男

衆
」
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。
長
男
衆
は
、
拾
六
人
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
「
拾
六
人
」
と
い
う
表
記
に
ひ
と
つ
の
印
が
捺
さ
れ

て

い

る
点
で
あ
る
。
こ
の
印
は
、
署
判
者
の
一
人
で
あ
る
弥
左
衛
門
の
印
と
同
じ
で

あ
る
。
そ
し
て
弥
左
衛
門
以
下
五
人
の
署
判
者
は
、
長
男
衆
を
代
表
す
る
者
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

し
ば
し
ば
登
場
す
る
「
六
人
衆
」
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
「
六
人
衆
」
は
、
長
男
衆

の
一
老
か
ら
六
老
ま
で
の
最
上
位
六
人
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
文
書
で
は
一
人
欠
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

て

い

る
が
、
何
ら
か
の
支
障
か
ら
署
判
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
長
男
衆
が
「
拾
六
人
」
と
自
称
し
て
い
る
の
は
、
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
自
明
な
こ
と
だ
が
、
長
男
衆
が
一
六
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ

で
次
の
史
料
に
注
目
し
た
い
。

【史
料
D
】

　
　
モ
リ
ヰ
・
ノ

　
　
へ
道
泉
房

　
　

タ
ツ
ノ
年
九
月
十
四
日
ヰ
ト
ナ
ム

　
　
　
マ
ツ

リ
サ
ニ
入
春
松

　
　
　
　
　
　
キ
ノ
ト
ノ

　
　
天
正
三
年

　
　
　
　
　
　
ヰ
ノ
ト
シ

甚
左
衛
門
（
花
押
）

長
右
衛
門
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
リ
ヰ
・
ノ

　

ケ
チ
ン
　
キ
ン
シ
　
ヲ
ト
ナ
ニ
ナ
ル
　
四
郎
三
郎

同
ヒ
ノ
ト
ノ
ウ
シ
ニ
月
一
日

　

フ
ク
ノ
モ
チ
　
イ
ト
ナ
ム
　
キ
ン
シ
　
モ
ロ
モ
チ
ヰ
　
四
郎
三
郎

天
正
七
年
ヒ
ノ
ト
の
ノ
ト
シ
九
月
十
三
日
キ
ン
シ
　
ワ
キ
サ
　
ア
ラ
ト
ウ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

郎
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ツ
ク
ル

慶

長
三
整
月
＋
九
日
ケ
ツ
チ
・
キ
・
シ
ヲ
ト
ナ
ニ
ナ
ル
藤
徳

助
四
郎

ナ
カ
ヤ
ノ

左
平
殿

キ
ノ
エ
　
九
月
十
四
日

　
マ
ツ
リ
　
キ
ン
シ
　
ヲ
ト
ナ
ニ
ナ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
ツ
ノ
ヘ

　
　

ツ
チ
ノ
ヘ
タ
ツ
　
　
　
　
　
　
元
亀
三
年
　
　
　
　
九
月
十
三
日
春
藤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
ル

　
　
　

フ

ク
ツ
ノ
モ
チ
　
キ
ン
シ
　
脇
座
ア
ラ
ト
ウ
　
マ
ツ
リ
　
イ
ト
ナ
ミ

　
　
　
天
正
六
年
賊
ケ
チ
ン
　
キ
ン
シ
　
ヲ
ト
ナ
ニ
ナ
ル
　
春
藤

　
　
　
天
正

＋
再
九
月
＋
三
日

　
　
〔

　
　
　

マ

ツ
リ
　
キ
ン
シ
　
ア
ラ
ト
ウ
　
脇
座
ヰ
ト
ナ
ム

　
　
｛

　
　
　

惣
エ
ア
ツ
ク
ル
　
春
藤

　
史
料
D
は
、
永
禄
一
二
年
（
一
五
六
九
）
正
月
服
新
福
寺
一
結
衆
座
帳
（
一
二
号

文
書
）
の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
文
書
で
は
、
た
と
え
ば
「
道
泉
房
」
と
い
う
結
衆
・

長
男
衆
の
名
前
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
道
泉
房
の
項
に
は
、
年
月
日
、
「
マ

ツ

リ
」
と
か
「
ヲ
ト
ナ
ニ
ナ
ル
」
な
ど
の
関
係
記
事
、
そ
し
て
道
泉
房
の
座
の
継
承

者

と
思
わ
れ
る
「
春
松
」
の
よ
う
な
名
前
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
前
者
を
「
大
見
出

し
の
名
前
」
、
後
者
を
「
小
見
出
し
の
名
前
」
と
仮
称
し
て
、
こ
の
座
帳
の
全
体
を

ま
と
め
た
も
の
が
、
表
1
で
あ
る
。
こ
の
表
に
は
、
合
計
三
八
の
大
見
出
し
の
名
前

と
そ
の
項
に
記
さ
れ
た
小
見
出
し
の
名
前
、
そ
し
て
項
の
初
出
年
と
最
終
年
な
ど
を

ま
と
め
た
。
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表

1
に
み
え
る
大
見
出
し
の
名
前
を
、
初
出
年
代
ご
と
に
ま
と
め
た
も
の
が
表
2

で

あ
る
。
こ
の
大
見
出
し
の
者
の
座
は
、
小
見
出
し
の
者
に
よ
っ
て
何
代
か
に
わ

た
っ
て
継
承
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
、
結
衆
や
長
男
衆
の
同
時
代

に
お
け
る
総
数
を
知
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
こ
の
文
書
の
な
か
の
比
較
的
早

い
段
階
す
な
わ
ち
一
六
世
紀
後
期
・
一
七
世
紀
前
期
に
初
出
し
た
大
見
出
し
の
人
数

が
い
ず
れ
も
一
一
人
で
あ
る
の
は
、
注
目
す
べ
き
数
字
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
は

初
出
者
の
数
で
あ
る
か
ら
、
同
時
期
の
座
衆
は
実
際
に
は
一
一
人
よ
り
数
人
は
多

か
っ

た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
「
結
衆
」
時
代
の
最
後
で
あ
る
一
六
世
紀
後
期

か

ら
「
長
男
衆
」
時
代
に
は
い
っ
た
一
七
世
紀
前
期
の
座
衆
が
、
一
一
人
＋
数
人
の

規
模
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
長
男
衆
の

「
拾
六

人
」
と
い
う
自
称
に
適
合
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
さ
ら
に
、
長
男
衆
の
「
拾
六
人
」
と
い
う
自
称
で
問
題
な
の
は
、
「
拾
六
人
」
と

い

う
限
定
し
た
人
数
そ
の
も
の
を
呼
称
と
し
て
用
い
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
呼
称

は
、
一
六
人
以
外
の
長
男
衆
は
認
め
な
い
と
い
う
排
除
の
論
理
に
基
づ
い
て
い
る
も

の

と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
以
下
、
長
男
衆
一
六
人
体
制
と
呼
ぶ
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
、

長
男
衆
が
一
六
人
体
制
を
と
っ
て
他
者
排
除
の
姿
勢
を
示
し
た
背
景
に
つ
い
て
考
え

て

み
た
い
。

【史
料
E
】

　
　
　
猶
々
官
途
仕
候
者
、
庄
や
年
寄
中
二
相
尋
、
近
年
之
こ
と
く
可
仕
候
、
初
た

　
　
　

る
儀
仕
候
者
、
曲
事
二
可
被
仰
付
候
間
、
其
段
か
た
く
可
申
渡
候
、
以
上

　
　
急
度
令
申
候
、
其
村
諸
百
姓
衆
官
途
之
事
、
往
古
よ
り
有
来
候
こ
と
く
二
可
仕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
藩
主
片

　
　
候
、
若
無
承
引
新
儀
成
官
途
之
仕
様
候
者
　
雲
州
様
へ
申
上
、
曲
事
二
可
申
付

　
　
倒
、
謹
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蛭

川
次
右
衛
門

　
　
　
　
七

月
廿
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
口
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
舟
橋
覚
兵
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
口
（
花
押
）

服
部
村庄

や
　
弥
九
郎
殿

上

田
六
右
衛
門

　
　
　
　
長
次

（花
押
）

其
外
百
姓
中

※

【史
料
F
】

　
　
（
包
紙
）

　
　
「
片
桐
市
正
様
御
内

　
　

御
奉
行
折
紙
」

　

巳
上

　

和
州
平
群
郡
服
部
村
官
途
成
之
事
、

※

※

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

自
往
古
如
有
来
二
可
仕
候
、
若
所
之
背
法

　
　
度
非
例
之
族
申
者
於
在
之
者
、
公
儀
得
　
御
意
、
曲
事
二
可
申
付
状
、
伍
如
件

　
　
　
　
元
和
四
年
　
　
　
　
　
　
　
入
木
六
左
衛
門
尉

　
　
　
　
　
　
八
月
廿
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
服
部
村
庄
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弥
九
郎
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
寄

　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
姓
中

　
史
料
E
・
F
は
、
後
者
が
一
六
一
八
（
元
和
四
）
年
八
月
二
八
日
片
桐
且
元
内
八

木
六
左
衛
門
尉
書
下
、
前
者
が
同
じ
く
元
和
四
年
と
推
定
さ
れ
る
七
月
二
九
日
上
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

六
右
衛
門
等
連
署
書
状
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
「
新
儀
官
途
成
」
を
規
制

し
た
領
主
の
命
令
書
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
点
が
二
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、

こ
の
文
書
が
い
ず
れ
も
庄
屋
・
年
寄
・
百
姓
中
あ
て
に
だ
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
こ
の
「
新
儀
官
途
成
」
が
「
所
之
背
法
度
非
例
之
族
申
者
」
に
よ

る
も
の
で
あ
る
点
で
あ
る
。
領
主
は
決
し
て
官
途
成
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い
る
の

で

は
な
い
。
「
往
古
よ
り
有
来
候
こ
と
く
」
に
官
途
成
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
命
じ
て

い

る
の
で
あ
る
。

　
官
途
成
を
古
来
か
ら
規
制
し
て
い
る
の
は
、
長
男
衆
で
あ
る
。
一
七
世
紀
後
期
の
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表1　結衆・長男衆一覧

1伏見出し） n 田 w V v
［ 胃 田 R X X

l
粗 X口 XIV 初出 最終 長男衆一覧

三 教善房

2 モリイ・ノ道泉房 春松 四郎三郎OWA 藤徳0 1574 1598

3 助四郎

4 ナカヤノ左平殿0 春藤OWA 1566 1582

5 新三郎（抹消） 中ヤ当長0 九八A 少二郎0 竹蔵AOS 長松AOS 伊兵衛AOS 六之助S 1604 1702 伊兵衛

6 孫三郎 市邸0 与平次S 長右衛門S 五郎八〇 勘治郎SO 1705 1710 与平次、長右衛門、五郎八

7 孫五郎 二郎WAO ヲサフ0 小六AO 甚太郎S 庄吉0 甚介SO 吉十郎SO 長吉S 新太郎SO 清兵へ0 甚兵へS 次郎作S 長太郎0 15碍 1701 庄吉、甚介、甚兵衛

8 大ヤノ弥七〇 ヲウヤ竹次WAS 1579 1583

9 藤二郎 甚二郎OA 藤五郎OWS フチマサOS シンボウ0 1567 1616

1
0

藤四郎 御松0 ソウニ郎SAW ッルチヨOS 藤千代OS 1573 1612

1
1

宗二郎 利右衛門0 理右衛門 卯吉0 善吉OS 善兵衛S 権兵衛0 1622 1712 善兵衛

1
2

弥五郎A マコ四郎OAWS ヲサフ0 ヨスケS 五郎作0 1573 1629

1
3

又二郎A ヲサフOAS 御モリOS ヲノロロ0 1575 1615

1
4

弥九郎WS ヨ九郎OW 太郎ハウ0 ヲクマAO コクマA 1567 1600 弥九郎

1
5

清三郎WAS 助三郎OAWS テカイ噺三郎AOS 竹松0 1567 1614

1
6

北コウヤ 甚二郎 金蔵AOS 善助0 猪之介OS 宗兵衛S 虎之介0 長吉OS 1633 1711 宗兵衛、長吉

1
7

ヨ九郎 九郎次郎WS モリカツOS ヲマツ0 与八郎S 藤虎0 久二郎S 竹蔵0 1597 1645

1
8

弥九郎小熊 コクマS 弥蔵0 力蔵S 三蔵0 お七〇S 太郎兵衛S 傳子0 ノ佐衛門AO 1602 1662 太郎兵衛

1
9

藤五郎 シンホS 善助0 兵介S お六AO 新蔵AO 1608 1680

2
0

弥十郎 太郎衛門尉AO 藤勝AO 市松ASO 茂左衛門S 弥九郎OS 1612 ］740 茂左衛門、弥九郎

2
1

源七郎OS〔孫四郎アッケトウトル） 伊右衛門尉S 彦十郎0 伊左衛門SO 庄九郎0（少螂） 又助SO 左介S 小市0 小十郎0 小兵衛AO 教俊S（一老） 1621 1757 小十郎、小兵衛

2
2

モリイノ宗十郎 春辰AO 与蔵SO 源蔵AO 六兵衛SO 与平治子平六SO 与兵治後弥兵衛S 平八〇 与平治子茂査S 幾松0 与平治S 乙松0 1628 1777 与平治、弥兵衛

2
3

藤右衛門尉 新蔵SO（名代ヲトナ） 十平S 小兵衛0 左太郎SO 十助SO 藤五郎AO 左次兵衛S 孫太郎0 佐太郎0 新右衛門S 1633 1773 左次兵衛、藤五郎

2
4

ニシノロ治部 竹松S 長三郎0 1640 1641

2
5

伊兵衛 藤松SO 八郎兵衛SO 太郎右衛門0 平兵衛S 新次郎0 勘七S 伊兵衛0 1651 1721 伊兵衛、蜘右衛門、新次郎、

2
6

螂兵衛 九郎兵へSO（家主） 善榔SO 又太郎SO 太郎兵衛S 清右衛門子甚助0 1666 1728 善太郎、又太郎、清右衛門、甚助

2
7

甚右衛門 弥七郎OS 甚助S 佐太郎0 弥七郎SO 1704 1772 甚右衛門、甚助、佐太郎、弥七郎

田 茂左衛門次男加兵衛 加兵へSO 彦五郎OS 亀太郎OS 1674 1759 茂左衛門、加兵衛、彦五郎

2
9

甚兵衛 甚兵衛S 三四郎0 庄吉0 長太郎SO 吉十郎0 甚七〇 17】0 1758 甚兵衛、三四郎、庄吉、長榔

3
0

宗右衛門シソン忠右衛門 七助SO 市賄0 忠兵衛SO 五郎兵衛S 喜兵衛0 1681 1750 七助、忠兵衛、五郎兵衛、喜兵衛

3
1

平兵衛 平七〇 平兵衛S 小兵衛S（平兵衛株譲受） 1623 1763 平兵衛、平七、小兵衛

3
2

甚兵衛かぶ清兵衛 清兵衛S 清七〇 清八〇 清太郎0 1730 1781 甚兵衛、清兵衛

3
3

南清右衛門 清右衛門S 与次兵衛OS 弥三郎0 1734 1776 清右衛門、与次兵衛

3
4

五郎兵衛 五郎兵衛S 新治郎0 弥九郎OS 坂治郎S 弥ノWS 伊兵衛SO 1741 1766 五郎兵衛、新治郎、弥九郎、伊兵衛

3
5

小兵衛 武八S 小兵衛S 1768 ］771 小兵衛

3
6

彦五郎 彦五郎S 清六S 1759 1769 彦五郎

3
7

森井ノ弥兵衛

鵠 森井平八 吉松S 1779 1779

注（1）「1（大見出し）」欄には、出典史料中の「大見出しの名前」を示した。「n」以降の欄には、小見出しの名前を示した。

　　ただしn、皿…の順は史料記載の順番に過ぎず、また複数回にわたって記載されている名前も初出時の順番にまとめて示した。

　②　「初出」欄・「最終」欄には、その項（「大見出し」）の初出年と最終年を西暦で示した。

　（3）「長男衆一覧」欄には、表4「長男衆一覧」（1）にもみえる名前を摘記した。

　（4）名前に付した記号で、Aは「アラトウ」、　Wは「脇座」、　Oは「ヲトナニナル」、　Sは「ソウエアツクル」を示す。

【出典】　服部神楽講文書12号：永禄12年正月服新福寺一結衆座帳
崎9
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表2　結衆・長男衆初出年代一覧

年　　　代 結　　衆　　者　　名 人数

16世紀後期

②モリヰ・ノ道泉房、④ナカヤノ左平殿、⑦孫五郎、

⑧大ヤノ弥七、⑨藤二郎、⑩藤四郎、⑫弥五郎、⑬又二郎、

⑭弥九郎、⑮清三郎、⑰ヨ九郎

11

17世紀前期

⑤新三郎（抹消）、⑪宗二郎、⑯北コウヤ、⑬弥九郎小熊、

⑲藤五郎、⑳弥十郎、⑳源七郎、⑳モリヰノ宗十郎、

⑳藤右衛門尉、⑳ニシノロ治郎、⑳平兵衛

11

17世紀後期
⑳伊兵衛、⑳九郎兵衛、⑳茂左衛門次男加兵衛、

⑳宗右衛門シソン忠右衛門
4

18世紀前期
⑥孫三郎、⑳甚右衛門、⑳甚兵衛、⑳甚兵衛かぶ清兵衛、

⑳南清右衛門、⑭五郎兵衛
6

18世紀後期 ⑳小兵衛、⑯彦五郎、⑱森井平八 3

注（1）本表は、出典史料中の結衆・長男衆（大見出し）を初出年代ごとに示したものである。

　（2）結衆者名の前の○数字は、大見出しの記載順を示す。

【出典】服部神楽講文書12号：永禄12年正月服新福寺一結衆座帳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

こ
と
で
あ
る
が
、
服
部
村
宮
座
で
「
受
領
成
」
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
受
領

成

の
費
用
は
米
「
五
舛
」
で
、
そ
の
代
銀
が
「
弐
匁
七
分
五
り
（
厘
）
」
で
あ
っ
た
。

こ
の
受
領
成
の
記
載
か
ら
み
て
も
、
「
往
古
よ
り
有
来
候
こ
と
く
」
「
所
之
法
度
」
を

保
持

し
て
い
た
の
は
、
長
男
衆
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
「
新
儀
官
途
成
」
を
お
こ
な
う
「
所
之
背
法
度
非
例
之
族
申
者
」
と

は

何
者
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
示
唆
す
る
の
が
、
第
一
に
あ
げ
た
点
で
あ
る
。
支
配

関
係
の
文
書
で
あ
る
か
ら
命
令
の
受
取
者
が
庄
屋
・
年
寄
・
百
姓
中
で
あ
る
と
い
う

の

は
、
当
然
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
前
述
し
た
よ
う
に
、
官
途
成
を
運
営
・

規
制
し
て
い
る
の
は
、
長
男
衆
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
官
途
成
に
関
す
る
領
主

の

命
令
は
、
長
男
衆
に
む
け
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
庄
屋
・
年
寄
・
百
姓
中

に
だ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
新
儀
官
途
成
」
を
し
て
い
る
者
が
長
男
衆
以

外
の

村
落
民
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
文
書
の
な
か
に
「
其
村
諸
百
姓
衆
官

途
之
事
」
と
い
う
文
言
が
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
長
男
衆
と
非
座
衆
の
村
落
民
と
の
間
に
官
途
成
を
め
ぐ
っ
て
の

軋
礫
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
官
途
成
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
官
途
名
は
、
長
男
衆

と
非
座
衆
と
を
明
確
に
区
分
す
る
、
も
っ
と
も
顕
著
な
身
分
標
識
で
あ
る
。
中
近
世

移
行
期
に
こ
の
よ
う
な
身
分
標
識
を
堅
持
す
る
存
在
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
年
寄

衆
・
座
衆
身
分
が
み
ら
れ
る
。
服
部
村
に
お
い
て
は
、
長
男
衆
が
こ
の
年
寄
衆
・
座

　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

衆
身
分
に
相
当
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
身
分
標
識
を
め
ぐ
る
対
立
と
は
、
本
質
的

に

は
長
男
衆
と
非
座
衆
と
を
差
別
す
る
村
落
内
身
分
そ
の
も
の
に
対
す
る
、
非
座
衆

村
落
民
の
異
議
申
し
立
て
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
新
儀
官
途
成
を
規
制
し
た
文
書
が
だ
さ
れ
た
一
六
一
八
（
元
和
四
）
年
の
八

年
後
に
、
「
拾
六
人
」
長
男
衆
の
呼
称
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
も
は
や
長
男
衆
が

「
拾
六

人
」
と
自
称
し
た
意
図
は
容
易
に
察
せ
ら
れ
よ
う
。
長
男
衆
は
、
非
座
衆
を

排
除
す
る
姿
勢
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
「
拾
六
人
」
を
自
称
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
事
態
は
、
非
座
衆
を
排
除
す
る
だ
け
で
は
収
ま
ら
な
か
っ
た
。

　
前
掲
史
料
D
・
永
禄
一
二
年
正
月
服
新
福
寺
一
結
衆
座
帳
の
小
見
出
し
の
名
前
に

は
、
「
マ
ツ
リ
」
だ
け
で
は
な
く
、
「
ア
ラ
ト
ウ
」
、
「
脇
座
」
、
「
ヲ
ト
ナ
ニ
ナ
ル
」
、

「
ソ

ウ
エ
ア
ツ
ク
ル
」
な
ど
諸
種
の
事
柄
が
記
さ
れ
て
い
る
。
表
1
の
小
見
出
し
の

名
前
の
欄
を
み
て
み
た
い
。
こ
こ
に
付
し
た
A
、
W
、
0
、
S
と
い
う
記
号
は
、
そ

れ

ぞ
れ

「
ア
ラ
ト
ウ
」
、
「
脇
座
」
、
「
ヲ
ト
ナ
ニ
ナ
ル
」
、
「
ソ
ウ
エ
ア
ツ
ク
ル
」
と
い

う
記
載
が
そ
の
名
前
に
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
表
3
は
、
こ
の
「
ア
ラ
ト
ウ
」
及
び
「
脇
座
」
と
い
う
記
載
の
あ
る
小
見
出
し
の

名
前
が
各
時
代
に
ど
れ
ほ
ど
の
頻
度
で
み
ら
れ
た
か
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
ま
ず
「
ア
ラ
ト
ウ
」
に
注
目
し
た
い
。
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「
ア

ラ
ト
ウ
」
と
は
、
「
新
頭
」
（
「
新
当
」
）
す
な
わ
ち
新
し
く
頭
役
を
勤
め
た
者

を
さ
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
「
ア
ラ
ト
ウ
」
が
、
こ
れ
ま
で
入
座
実
績
の
な
い

家
の

新
規
入
座
の
頭
人

な
の
か
、
そ
れ
と
も
座
を
休
ん
で
い
た
者
の
復
帰
な
の
か
は
、

こ
れ
だ
け
で
は
区
別
が
つ
か
な
い
。
そ
こ
で
表
3
を
み
て
み
た
い
。
こ
の
表
に
よ
る

と
「
ア
ラ
ト
ウ
」
は
一
六
世
紀
後
期
か
ら
一
七
世
紀
後
期
ま
で
み
ら
れ
る
。
そ
し
て

一
七
世
紀

が
一
〇
～
＝
％
な
の
に
対
し
て
、
一
六
世
紀
は
三
〇
％
に
の
ぼ
る
の
で

あ
る
。
こ
の
比
率
の
高
さ
か
ら
み
て
、
「
ア
ラ
ト
ウ
」
の
多
く
が
座
の
復
帰
者
で
あ

る
と
考
え
る
こ
と
は
不
自
然
で
あ
ろ
う
。
「
ア
ラ
ト
ウ
」
の
大
部
分
は
、
非
座
衆
の

家
か
ら
で
た
頭
人
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
の
は
、
「
脇
座
」
で
あ
る
。
「
脇
座
」
は
本
座
に
対
す
る
も

の

で
、
格
下
の
座
で
あ
る
。
「
脇
座
」
の
成
員
は
、
本
座
の
者
よ
り
身
分
が
低
く
、

座

に
新
規
加
入
し
た
者
と
思
わ
れ
る
。
表
3
に
よ
る
と
「
脇
座
」
は
、
一
六
世
紀
後

期
の
み
に
み
ら
れ
、
そ
の
比
率
は
三
三
％
に
の
ぼ
る
。
そ
し
て
前
述
し
た
よ
う
に
同

時
期
の
「
ア
ラ
ト
ウ
」
も
三
〇
％
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
「
ア
ラ
ト
ウ
」
の
者

が

「脇
座
」
を
構
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
永
禄
一
二
年
正
月
服
新
福
寺
一
結

衆
座
帳
を
み
る
と
、
一
六
世
紀
後
期
の
「
ア
ラ
ト
ウ
」
勤
仕
者
の
ほ
と
ん
ど
に
「
脇

座
」
の
記
載
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の

点
か
ら
、
こ
の
時
期
、
長
男
衆
と
非
座
衆
の
村
落
民
と
の
対
立
と
、
非
座

衆
の
村
落
民
に
よ
る
入
座
攻
勢
と
い
う
、
二
つ
の
動
向
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
に
対
し
て
長
男
衆
は
、
長
男
衆
「
拾
六
人
」
と
し
て
長
男
衆
と
非
座
衆
と
の
差

別
を
明
確
に
す
る
姿
勢
を
と
る
と
と
も
に
、
宮
座
に
脇
座
を
設
け
る
形
で
非
座
衆
の

入
座
を
一
定
度
許
容
す
る
と
い
う
懐
柔
策
も
と
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
も
う
一
度
、
表
3
を
み
て
み
よ
う
。
脇
座
は
、
一
六
世
紀
後
期
の
み
で

一
七
世
紀
以

降
に
は
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
こ
れ
は
、
脇
座

と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
一
七
世
紀
以
降
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ

の
一
方
ア
ラ
ト
ウ
は
一
七
世
紀
に
も
、
一
〇
～
一
一
％
の
比
率
で
は
あ
る
が
、
継
続

し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
脇
座
と
い
う
新
入
座
者
吸
収
の
シ
ス
テ
ム
が
消
滅

表3　アラトウ・脇座一覧

年　　代 全項目数 アラトウ アラトウの比率 脇　座 脇座の比率

16世紀後期 46 14 30％ 15 33％

17世紀前期 65 7 11 0 0

17世紀後期 70 7 10 0 0

18世紀前期 56 0 0 0 0

18世紀後期 39 0 0 0 0

全　期　間 276 28 10％ 15 5％

注（1）「全項目数」には、出典史料中の小項目の数を示した。同一人が複数回、頭

　　役などを勤仕しているので、祭祀等勤仕者の延べ人数に相当する。

　②　「アラトウ」・「脇座」には、それぞれが記載された小項目の数を示した。

　（3）「アラトウの比率」・「脇座の比率」には当該年代の「全項目数」に対するア

　　ラトウ及び脇座それぞれの比率を示した。アラトウ・脇座記載は1人につき一

　　回なのに対して、全項目数は勤仕者の延べ人数であるので、これらの数値は実

　　際の比率よりやや低めとなる。

【出典】　服部神楽講文書12号：永禄12年正月服新福寺一結衆座帳

し
た
後
に
も
ア
ラ
ト
ウ
が
い
る
と
い
う
事
態
を
、
ど
う
み
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
、
表
4
を
み
て
み
た
い
。
表
4
ω
～
③
は
、
元
禄
五
年
九
月
二
日
御
供
次

第
付
り
結
衆
汰
帳
（
六
一
号
）
な
ど
を
も
と
に
、
一
六
九
二
（
元
禄
五
）
年
以
降
の

各
年
の
長
男
衆
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
表
4
ω
・
②
に
は
、

各
年
の
長
男
衆
全
員
が
表
示
し
て
あ
る
。
こ
の
表
4
ω
の
人
数
の
合
計
欄
を
み
て
み

る
と
、
当
初
は
二
四
や
二
五
な
ど
の
数
字
が
目
立
つ
。
一
七
世
紀
末
期
か
ら
一
八
世

紀
初
頭
の
長
男
衆
は
、
だ
い
た
い
二
四
人
か
ら
二
五
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

【史
料
G
】
（
寛
永
二
一
年
‖
一
六
四
四
年
）

　
　
長
男
衆
廿
四
人
二
究
り
申
候
へ
共
、
他
所
江
参
候
て
廿
四
人
二
た
り
不
申
候
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ハ
・
、
末
ノ
衆
営
入
可
申
候
、
若
他
所
よ
り
罷
帰
役
儀
調
候
ハ
・
、
末
二
営
入

　

申
候
人
や
す
み
可
申
候
、
長
男
惣
中
談
合
申
、
如
此
二
候
、
已
上

　
　
　

寛
永
廿
壱
年

　
　
　
　

申
九
月
十
四
日
　
　
　
　
　
　
　
　
久
善

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
谷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

左
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
　
　
　
　
　
　
※
　
　
　
　
　
　
※

【史
料
H
】

　
　
一
ヨ
ミ
ヤ
サ
ノ
入
用
壱
斗
三
舛
五
合
、
但
餅
米
・
酒
五
舛
也
、
酒
ノ
代
米
八
舛

　
　
納
舛

お
と
な
衆
廿
四
人
二
究
り
申
候
へ
と
も
、
他
所
へ
参
候
て
廿
四
人
二
た
り

　
　
不
申
候
ハ
・
、
す
ゑ
の
衆
い
と
な
み
入
申
候
、
若
他
所
6
罷
帰
り
や
く
き
調
候

　
　
ハ
・
、
す
ゑ
に
い
と
な
み
入
申
候
人
や
す
み
可
申
候
、
お
と
な
惣
中
談
合
申
如

　
　
此
候
、
以
上

　
　
　
　
寛
永
廿
壱
年

　
　
　
　
申
九
月
十
四
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
久
善
（
略
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

左
近
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
　
　
　
　
　
　
※
　
　
　
　
　
　
※

【史
料
1
】
（
正
保
二
年
1
1
一
六
四
五
年
）

　
　
一
ヲ
ト
ナ
衆
弐
拾
五
人
ニ
キ
ワ
マ
リ
申
候
、
シ
カ
レ
ハ
、
ソ
ノ
ウ
チ
甚
介
殿
・

　
　
　
長
七
郎
殿
御
カ
エ
リ
ソ
ロ
バ
・
、
ア
ト
ニ
ヰ
ト
ナ
ミ
申
候
モ
ノ
、
ウ
エ
ノ
カ

　
　
　
ケ
マ
ウ
ス
マ
テ
不
出
、
マ
チ
マ
ウ
ス
ヘ
ク
ソ
ロ
事

　
　
正
保
弐
年
酉
ノ
九
月
十
二
日

　
一
七
世
紀
中
期
の
史
料
G
～
1
に
は
、
「
長
男
衆
廿
四
人
二
究
り
申
候
」
ま
た
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

「
ヲ
ト
ナ
衆
弐
拾
五
人
ニ
キ
ワ
マ
リ
申
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
既
に
一

七
世
紀
中
期
に
は
長
男
衆
は
、
一
六
人
か
ら
二
四
～
二
五
人
に
増
加
し
て
い
る
こ
と

が

わ
か
る
。
そ
し
て
表
4
で
み
た
よ
う
に
、
そ
の
後
も
二
四
～
二
五
人
の
レ
ベ
ル
を

維
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
史
料
G
～
1
に
「
長
男
衆
廿
四
人
二
究
り
申
候
」
・
「
ヲ
ト
ナ
衆
弐

拾
五

人
ニ
キ
ワ
マ
リ
申
候
」
と
記
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
一
七
世
紀
中
期
に
は
長
男

衆
一
六
人
体
制
か
ら
長
男
衆
が
「
廿
四
人
」
ま
た
は
「
弐
拾
五
人
」
の
体
制
へ
と
移

行

し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
以
下
、
こ
れ
を
「
長
男
衆
二
四
人
体
制
」
と
呼
ぶ
こ
と

に
す
る
。

　
長
男
衆
二
四
人
体
制
の
背
景
に
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
ア
ラ
ト
ウ
が
継
続
し
て
い

る
一
方
、
脇
座
を
廃
止
し
た
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
も
は
や
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。
脇
座
に
入
座
し
て
い
た
ア
ラ
ト
ウ
も
、
長
男
衆
に
組
み
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
ア
ラ
ト
ウ
は
古
来
か
ら
の
長
男
衆
と
ま
っ
た
く
同
等
な
立
場
を
勝
ち

得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
史
料
G
～
1
を
も
う
一
度
み
て
み
る
と
、

　
　
他
所
江
参
候
て
廿
四
人
二
た
り
不
申
候
ハ
・
、
末
ノ
衆
営
入
可
申
候
、
若
他
所

　
　

よ
り
罷
帰
役
儀
調
候
ハ
・
、
末
二
営
入
申
候
人
や
す
み
可
申
候

と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
こ
か
ら
次
の
二
点
が
確
認
で
き
る
。

　
第
一
点
は
、
長
男
衆
の
正
規
の
メ
ン
バ
ー
が
他
所
へ
移
っ
た
折
に
限
っ
て
、
「
末

ノ
衆
」
は
入
座
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
新
参
者
の
入
座
は
い
つ

で
も
可
能
な
わ
け
で
は
な
く
、
欠
員
が
で
き
た
場
合
に
限
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
点
は
、
長
男
衆
の
正
規
の
メ
ン
バ
ー
が
帰
参
し
た
場
合
、
「
末
ノ
衆
」
は
「
座

を
休
む
」
す
な
わ
ち
退
座
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
新
参
者
は
、
あ
く
ま
で
も
補

充
要
員
と
し
て
扱
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
規
定
は
、
実
際
に
実
行
さ
れ
て
い
た
。
史
料
H
で
は
、
正
規
の
長
男

衆
で

あ
る
甚
介
殿
・
長
七
郎
殿
が
帰
参
し
た
場
合
、
末
衆
は
「
ウ
エ
ノ
カ
ケ
マ
ウ
ス

マ
テ

不
出
」
す
な
わ
ち
新
た
な
欠
員
が
生
じ
る
ま
で
退
座
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

と
し
て
い
る
。
表
4
ω
で
も
、
た
と
え
ば
七
番
の
佐
次
兵
衛
が
一
七
〇
六
年
に
七

老
で
退
座
（
多
分
死
亡
し
た
の
で
あ
ろ
う
）
し
翌
年
に
子
息
と
思
わ
れ
る
佐
次
兵
衛

が
二
三
老
で
入
座
し
て
い
る
一
方
、
二
七
番
の
藤
五
郎
は
一
七
〇
六
年
に
二
四
老
に

据
え
置
か
れ
た
ま
ま
退
座
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
藤
五
郎
よ
り
も
あ
と
に
入
座

し
た
二
八
番
太
郎
兵
衛
は
、
藤
五
郎
を
飛
び
越
し
て
い
き
な
り
二
一
老
に
な
っ
て
お

正28



ひ
自

長男衆一覧（D表4

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 計

　　　　　　　　名

　　　　　　　　前

西暦・年号

玄
秀

善
弥

長
右
衛
門

五
郎
兵
衛

甚
右
衛
門

善
兵
衛

正
圓

宗
兵
衛

茂
左
衛
門

八
郎
兵
衛

弥
兵
衛

佐
次
兵
衛

甚
兵
衛

太
郎
右
衛
門

加
兵
衛

小
兵
衛

喜
兵
衛

七
助

吉
兵
衛

伊
兵
衛

新
太
郎

宇
兵
衛

彦
五
郎

善
太
郎

又
太
郎

平
兵
衛

藤
五
郎

太
郎
兵
衛

小
十
郎

彦
七

清
兵
衛

宗
意
③
カ

了
玄
⑨
カ

五
郎
右
衛
門

甚
介

弥
七
郎

教
西
⑤

与
平
治

三
四
郎

新
次
郎

長
吉

弥
九
郎

善
祐
⑭

庄
吉

彦
右
衛
門

左
太
郎

教
雲

清
右
衛
門

忠
兵
衛

平
七

長
太
郎

五
郎
八

玄
祐
⑮

教
春

平
六

1692 申 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25

1693 酉 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24

1694 戌 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23

1695 亥 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 21 24

1696 子 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 20 24 24

1697 丑 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 20 24 24

1698 寅 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 19 23 21 23

1699 卯 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 19 24 21 23 24

1700 辰 1 2 3 4 20 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22 19 24 21 23 24

1701 巳 1 2 3 4 19 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 18 23 20 22 23

1702 午 1 2 3 4 19 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24 20 23 21 22 24

1703 未 1 3 4 19 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24 20 23 21 22 2 24

1704 申 1 3 4 19 17 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 24 20 23 21 22 2 5 24

1705 酉 1 3 4 19 17 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 24 20 23 21 22 2 5 24

1706 戌 1 3 4 19 17 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 24 20 23 21 22 2 5 24

1707 亥 1 3 4 19 17 6 23 8 9 10 11 12 13 14 15 18 20 22 21 2 5 7 16 23

1708 子 1 3 4 19 17 6 24 8 9 10 11 12 13 14 15 18 20 23 22 2 5 7 16 21 24

1709 丑 2 3 18 16 5 23 7 8 9 lO 11 12 13 14 17 19 22 21 1 4 6 15 20 23

1710 宝永7 13 3 17 15 5 22 7 8 9 10 11 12 16 18 23 21 1 4 6 14 19 2 20 23

1711 正徳1 11 2 15 13 20 5 6 7 8 9 10 22 14 16 21 19 1 3 4 12 17 18 22

1712 正徳2 11 2 15 13 20 5 6 7 8 9 10 23 14 16 21 19 1 3 4 12 18 17 22 24 24

1713 正徳3 11 2 15 13 21 5 6 7 8 9 10 14 16 20 19 1 3 4 12 18 17 22 23 23

1714 正徳4 10 13 19 4 5 6 7 8 9 22 12 14 18 17 1 2 3 11 16 15 20 21 23 23

1715 正徳5 10 13 19 4 5 6 7 8 9 22 12 14 18 17 1 2 3 11 16 15 20 21 23 23

1716 享保1 8 11 16 3 4 5 6 7 18 10 12 17 13 1 2 9 15 14 19 19

1717 享保2 7 10 15 3 4 5 6 17 8 11 16 12 1 2 9 14 13 18 18

1718 享保3 7 10 16 3 4 5 6 17 9 11 15 14 1 2 8 13 12 18 18

1719 享保4 6 9 15 2 3 4 5 16 8 10 14 工3 1 7 12 11 17 18 18

1720 享保5 6 9 15 2 3 4 5 17 8 10 14 13 7 12 11 16 19 1 18 19

1721 享保6 5 8 14 2 3 13 15 17 7 9 12 6 11 10 16 19 1 18 4 20 20

1722 享保7 4 7 13 1 2 12 14 16 6 8 11 5 10 9 15 18 17 3 19 19

1723 享保8 4 7 13 18 2 12 15 17 6 11 5 10 9 16 20 3 21 1 8 14 19 21

1724 享保9 4 12 17 2 11 14 16 6 10 5 9 8 15 19 3 20 1 7 13 18 21 21

1725 享保10 4 12 17 2 11 14 16 6 10 5 9 8 15 19 3 20 1 7 13 18 21 22 22

1726 享保11 4 11 16 2 10 13 15 5 9 8 7 14 18 3 19 1 6 12 17 20 21 21

1727 享保12 4 11 16 2 10 13 15 5 9 8 7 14 18 3 19 1 6 12 17 20 21 21

1728 享保13 4 11 16 2 10 13 15 5 9 20 8 7 14 18 3 19 1 6 12 17 21 22 22

1729 享保14 3 13 10 15 9 12 14 4 19 8 20 7 6 17 2 18 5 11 16 21 22 1 22

1730 享保15 2 11 9 13 8 12 3 17 7 18 6 5 15 16 4 10 14 19 20 1 20

1731 享保16 2 11 9 13 12 3 17 7 18 6 5 15 8 16 4 10 14 19 20 1 20

1732 享保17 2 11 9 13 17 12 3 7 18 6 5 15 8 16 4 10 14 19 20 1 20

1733 享保18 10 8 12 16 11 2 6 17 5 4 14 7 15 3 9 13 18 19 1 20 20

備
考

二
代

二
代

二
代

二
代

二
代

二
代

三
代

三
代

二
代

二
代

二
代

二
代

注（D　名前の表記にはぶれがある（たとえば善介と善助など）が、本表では初出時の表記に統一した。
　②　名前の下の○数字は、出家以前の名の番号を示す。たとえば「宗意③カ」は宗意の俗名が簡3の長右衛門である可能性が高いことを示す。
　（3）表中の1から25までの数字は、その年における名前の記載順（藤次）である。これは、史料中に「一老」・「二老」・「三老」とあるように、その者の薦次を意味する。

　（4）藤次の変化から代替りしたと思われる箇所を、太い罫線で示した。また代替り数を備考欄に記した。

【出典】　服部神楽講文書61号：元禄5年9月2日御供次第付り結衆汰帳



O
口

長男衆一覧②表4
No 54 56 48 38 36 31 45 12 49 4 23 13 26 42 46 16 35 51 52 55 56 57 58 5 59 40 50 60 61 17 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 20 76 77 11 78 79 80 81 82 83 84 計

　　名
　　前
西暦・年万

教
春

休
清
⑳
カ

清
右
衛
門

与
平
次

弥
七
郎

清
兵
衛

彦
右
衛
門

佐
次
兵
衛

忠
兵
衛

五
郎
兵
衛

彦
五
郎

甚
兵
衛

平
兵
衛

弥
九
郎

左
太
郎

小
兵
衛

甚
助

長
太
郎

五
郎
八

平
六

孫
太
郎

清
八

清
七

甚
右
衛
門

教
秋
⑱

新
治
郎

平
七

吉
十
郎

平
八

喜
兵
衛

新
右
衛
門

教
閑

⑫

亀
太
郎

吉
次
郎

弥
杢
聾

坂
次
郎

左
兵
衛

清
六

玄
信
⑳

甚
七

与
次
兵
衛

幾
泰

宗
味
⑬

莞
信
⑰
※

伊
兵
衛

玄
鉄
⑳

武
八

弥
兵
衛

善
教
⑫

弥
三
郎

向
西
⑫

乙
松

佐
次
郎

勘
次
郎

玄
正

1734 享保19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20
1735 享保20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 15 20

1736 元文1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 15 20

1737 元文2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 15 20
1738 元文3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 15 20
1739 元文4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19 20 15 18 21 21

1740 元文5 1 2 13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 18 20 14 17 19 3 20
1741 寛保1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 18 20 14 17 19 3 1 20

1742 寛保2 2 13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 18 20 14 17 19 3 1 20

1743 寛保3 14 11 3 4 5 6 7 8 9 10 13 16 18 12 15 17 2 1 18

1744 延享1 14 11 3 4 5 6 7 8 9 10 13 16 17 12 15 2 1 17

1745 延享2 13 10 3 4 5 6 7 8 9 12 15 16 11 14 2 1 17 17

1746 延享3 13 10 3 4 5 6 7 8 9 12 15 16 11 14 2 1 17 18 18

1747 延享4 12 9 2 3 4 5 6 7 8 11 14 15 10 13 1 16 17 17

1748 寛延1 12 9 2 3 4 5 6 7 8 11 14 15 10 13 1 16 17 18 18

1749 寛延2 12 9 2 3 4 6 5 7 8 11 14 15 10 13 1 16 17 18 19 19

1750 寛延3 12 9 2 3 4 6 5 8 11 14 15 13 1 16 17 18 19 7 10 19

1751 寛延4 12 15 9 2 4 5 6 8 11 14 13 1 16 17 18 19 7 10 3 20 20

1752 宝暦2 12 15 9 2 4 5 6 8 11 14 18 13 1 16 17 7 10 3 19 20 21 21

1753 宝暦3 11 14 9 2 4 5 6 8 13 12 1 16 20 7 10 3 19 18 15 17 20

1754 宝暦4 11 14 9 2 4 5 6 8 13 12 1 19 7 10 3 18 17 15 16 19

1755 宝暦5 11 14 8 4 5 6 10 13 12 1 19 7 9 3 17 18 15 16 2 19

1756 宝暦6 8 11 7 10 5 4 6 18 1 14 16 17 9 3 15 12 13 2 18

1757 宝暦7 8 11 7 10 5 4 6 20 17 19 1 14 18 16 9 3 15 12 13 2 20
1758 宝暦8 8 11 7 10 5 4 6 20 17 19 1 14 18 16 9 3 15 12 13 2 21 21

1759 宝暦9 8 10 7 9 5 4 6 18 16 20 1 17 15 3 13 14 11 12 2 19 20

1760 宝暦10 8 10 7 9 5 4 6 18 16 20 1 13 17 15 3 14 11 2 19 12 20

1761 宝暦11 10 6 8 2 3 5 17 9 19 1 15 16 4 7 14 11 13 18 12 19

1762 宝暦12 10 6 8 3 2 5 20 17 9 19 1 15 16 4 7 14 11 13 18 12 21

1763 宝暦13 10 6 8 2 3 5 20 17 9 19 1 15 16 4 7 14 11 13 18 12 20

1764 明和1 9 5 7 1 2 15 4 18 16 8 17 13 14 3 6 12 11 10 19 19

1765 明和2 9 5 7 1 13 15 4 18 16 8 17 13 14 3 6 12 11 10 19 2 19

1766 明和3 9 5 7 1 13 15 4 19 16 8 18 13 14 6 12 11 10 20 2 3 17 20
1767 明和4 9 5 7 1 13 15 4 19 16 8 18 13 14 6 12 11 10 20 2 3 17 20

1768 明和5 8 17 6 13 16 3 19 15 7 18 4 14 5 12 11 10 20 2 9 21 1 21

1769 明和6 7 16 5 12 15 2 18 14 6 17 3 13 4 11 10 9 19 8 20 1 20

1770 明和7 7 14 5 13 2 16 12 6 15 3 11 4 10 9 8 17 18 1 18

1771 明和8 6 13 5 12 2 16 11 15 3 10 4 9 8 7 17 18 1 14 18

1772 明和9 6 13 5 12 2 16 11 15 3 10 4 9 8 7 17 18 1 14 18

1773 安永2 17 13 5 12 2 16 11 15 3 10 4 9 8 7 18 1 14 6 18

1774 安永3 16 12 4 11 1 15 10 14 2 9 3 8 7 6 17 13 5 17

1775 安永4 17 13 4 12 1 16 7 15 2 11 3 10 9 6 8 14 5 17

1776 安永5 17 12 4 11 1 16 7 15 2 10 13 9 6 8 14 5 3 18 18

1777 安永6 15 12 4 11 7 14 2 10 9 8 6 13 5 3 16 1 17 17

1778 安永7 17 12 4 11 7 15 2 10 9 8 6 14 5 3 18 1 19 13 16 19

1779 安永8 16 11 3 10 6 14 2 9 8 7 5 13 4 17 1 18 12 15 18

1780 安永9 16 11 10 6 14 2 9 8 7 5 13 4 17 1 18 12 15 3 19

備
考

二
代

三
代

三
代

二
代

二
代

二
代

二
代

二
代

二
代

二
代

二
代

二
代

二
代

注（1）「長男衆一覧」（1）の注（D～（4）に同じ。※M75菟信は、勧信・勧心と同一人とみなした。

　②　「No」欄の数字は、「長男衆一覧」（1）「M」欄の数字と連動している。

　〔3）「備考」欄の代表は、「長男衆一覧」（2）の範囲内のカウントであり、（1）表の代数は含んでいない。

【出典】服部神楽講文書107号：享保19年9月14日長男人数改帳



表4　長男衆一覧（3）

恥 54 48 38 36 31 45 5 12 59 4 23 13 77 42 62 11 72 16 20 69 66 61 13 82 79 57 85 46 83 86 79 87 81 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 58 98 99 30 100 101 102 103

　　　　名
　　　　前

西暦・年号

教
俊

清
右
衛
門

与
平
次

弥
七
郎

清
兵
衛

彦
右
衛
門

甚
右
衛
門

佐
次
兵
衛

教
秋
⑱

五

郎
兵
衛

彦
五
郎

甚
兵
衛

玄
哲

弥
九
郎

新
右
衛
門

弥
兵
衛

与
次
兵
衛

小
兵
衛

伊
兵
衛

清
六

弥
八

平
八

甚
兵
衛

佐
次
郎

武
八

清
八

清
太
郎

佐
太
郎

勘
次
郎

勘
六

弥
三
郎

乙
次
郎

乙
奏

五

郎
助

彦
六

杢
左
衛
門

藤
兵
衛

佐
七

藤
吉

喜
市

清
助

真
浄

惣
左
衛
門

清
七

周
蔵

庄
七

彦
七

平
治

宗
治
郎

嘉
市

武
兵
衛

備　　　　考 出　　　　　典

1737 元文2 1 2 3 4 5 6 算用帳の署判（六人衆）・

署判順は表（2洞年上位6
人に同じ

11（房：元文元年11月

5日新福寺算用帳

1738 元文3 1 2 3 4 5 6 同上 111号：元文2年11月
5日新福寺算用帳

1740 元文5 1 2 4 5 3 6 同上 114号：元文4年11月
5日新福寺算用帳

1741 寛保1 2 4 5 3 6 1 同上 115号：元文5年11月
5日新福寺算用帳

1743 寛保3 3 4 2 5 1 6 同上 116号：寛保2年11月
5日新福寺算用帳

1744 寛保4 3 4 2 5 1 6 同上 117号：寛保3年11月
5日新福寺算用帳

1745 延享2 3 2 4 1 5 6 同上 U8号：延享元年11月
5日新福寺算用帳

1746 延享3 3 2 4 1 5 6 同上 119号：延享2年11月
5日新福寺算用帳

1747 延享4 2 1 3 4 5 6 同上 120号：延享3年11月
5日新福寺算用帳

1773 安永2 5 3 1 2 4 6 「宮座早（総）代」（六

人衆）・署判順は表②同
年上位6人に同じ

139号：安永2年11月
5日堂畑定免預り証
文

1774 安永3 4 2 1 3 5 6 「座中拾弐人衆内六人衆一老支配」・署判順は表

②同年上位6人に同じ

141号：安永3年3月
服部村新福寺付近絵
図奥書

1775 安永4

亘

20 13 4 2 1 3 5 6 7 8 9 10 11 12竺
塞
竺
題
竺
導
三
塞
竺
芭

19

⑪
三
塞
竺
塞
竺
塞
竺
塞
㌘
塞

「宮座中弐拾六人連
印」・署判順は表②同年
と14番以降が相違。（）
数字はその順番。（無）

は表2同年にないことを
示す

143号：安永4年9月1
8
日
宮
座
中
申
合
条
々
一
札

1789 寛政1 「立田座拾弐軒」 154号：寛政元年6月
服部村百姓立田座十二軒惣代返答書

1816 文化13 7 8 10 9 3 14 4 5 6 11 12 13 1 2 「座衆」「神講」「入帳」 155号：文化13年正月

26日龍田座二付当村
座衆講

1818 文政1 4 6 9 8 14 3 1 2 5 7 10 11 12 13 「惣座中」 157号：文化15年正月

座中頼母子掛銭帳

1820 文政3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 宛名「其（御）衆中」14
人

159号：文政3年3月
田地譲り渡し証文

1820 文政3 「拾弐軒株講田衆中」 1〔腸：文政3年4月
3日十二軒株講田小
作証文

1820 文政3 2 3 7 5 1 6 8 9 11 10 13 4 12 14 「拾弐軒株連印」（署判
順）

162号：文政3年4月
3日十二軒株連印定
書

注（1）「長男衆一覧」（1）の注（1）～（4）に同じ。

　②　「Nα」欄の数字は、「長男衆一覧」（1×2）「恥」欄の数字と連動している。
一
コ
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り
、
そ
の
後
も
順
調
に
昇
格
し
て
い
る
。

　

こ
の
藤
五
郎
の
事
例
か
ら
、
さ
ら
に
第
三
の
問
題
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な

わ
ち
、
新
参
者
は
何
年
た
っ
て
も
藺
次
を
上
げ
て
も
ら
え
な
い
と
い
う
差
別
待
遇
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
表
4
ω
に
は
、
藤
五
郎
以
外
に
も
二
四
番
善
太
郎
、
二
五
番
又

太
郎
、
三
九
番
三
四
郎
、
四
一
番
長
吉
な
ど
、
低
い
藤
次
の
ま
ま
比
較
的
短
期
間
で

退
座

し
て
い
る
者
が
何
人
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
者
た
ち
が
す
べ
て
新
参
者
で
あ
る
と

は
断
言
で
き
な
い
が
、
差
別
的
な
待
遇
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
一
七
世
紀
中
期
に
お
け
る
長
男
衆
二
四
人
体
制
は
、
新
参
者
を
表
面
的
に
は
同
じ

長
男
衆
と
し
て
受
け
入
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
し
た
。
こ
れ
は
、
そ
れ
以
前
の

「拾
六

人
」
体
制
時
に
新
参
者
を
脇
座
と
い
う
形
で
明
確
に
差
別
し
た
こ
と
に
対
す

る
、
村
方
・
非
座
衆
の
反
発
が
あ
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
新
参
者
の
長
男
衆
に
対
し
て
は
、
実
際
に
は
単
な
る
補
充
要
員
と
し
て
の

待
遇
し
か
与
え
な
か
っ
た
。
脇
座
と
い
う
露
骨
な
形
の
差
別
を
撤
回
す
る
か
わ
り
に
、

長
男
衆
内
部
で
末
衆
と
い
う
形
の
宮
座
内
差
別
を
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た

め
、
表
面
的
に
は
長
男
衆
と
村
方
・
非
座
衆
と
の
対
立
は
緩
和
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、

実
際
に
は
長
男
衆
に
よ
る
身
分
差
別
が
長
期
に
渡
り
温
存
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

　
表
4
ω
・
②
を
も
う
一
度
み
て
み
よ
う
。
長
男
衆
の
人
数
は
、
当
初
の
二
四
～
五

人
か

ら
二
三
、
二
〇
と
漸
減
し
一
七
～
八
の
レ
ベ
ル
ま
で
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

か

る
。
こ
れ
は
、
村
方
・
非
座
衆
か
ら
の
反
発
と
そ
れ
へ
の
対
応
か
ら
二
四
人
体
制

に
な
っ
た
も
の
の
、
新
参
者
を
末
衆
と
し
て
表
面
上
取
り
込
み
つ
つ
、
実
は
少
し
ず

つ
排
除

し
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
一
七
～
八
人
と
い
う
の
は
、

も
と
の
一
六
人
体
制
に
近
い
数
字
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
「
ア
ラ
ト
ウ
」
の
消
長
と
関
連
し
て
い
る
。
ま
た
表
3
を
み
て
み

よ
う
。
ア
ラ
ト
ウ
は
一
七
世
紀
で
も
み
ら
れ
た
が
、
数
は
一
六
世
紀
よ
り
半
減
し
て

い

た
。
そ
し
て
一
六
九
五
（
元
禄
八
）
年
の
藤
五
郎
（
一
二
号
文
書
）
を
最
後
に
ア

ラ
ト
ウ
は
消
滅
し
た
。
ア
ラ
ト
ウ
の
消
滅
と
は
す
な
わ
ち
、
新
規
の
頭
役
負
担
制
度

の

停
止
で
あ
り
、
非
座
衆
の
「
ア
ラ
ト
ウ
」
入
座
ル
ー
ト
を
閉
鎖
し
た
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。
長
男
衆
を
漸
減
さ
せ
た
原
因
の
ひ
と
つ
に
ア
ラ
ト
ウ
の
廃
止
が
あ
っ
た

も
の
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
長
男
衆
の
数
が
漸
減
し
再
び
一
六
人
に
近
い
数
に
戻
っ
て
い
る
こ
と

は
、
長
男
衆
と
村
方
・
非
座
衆
と
の
差
別
構
造
が
少
な
く
と
も
一
八
世
紀
ま
で
水
面

下

で
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
二
四
人
長
男
衆
の
内
の
末
衆
と
い
う
形

で
の

懐
柔
策
は
、
両
者
の
対
立
を
解
消
さ
せ
た
の
で
は
な
く
て
、
身
分
差
別
を
み
え

に
く
い
形
に
か
え
た
だ
け
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
の

よ
う
な
結
衆
・
長
男
衆
と
非
座
衆
と
の
確
執
に
は
、
宮
座
に
お
け
る
村
落

財
政
の
変
動
と
い
う
経
済
的
な
背
景
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
中
近
世
移
行
期
、

検
地

に
よ
る
神
田
へ
の
課
税
な
ど
へ
の
対
応
と
し
て
、
村
落
財
政
を
維
持
す
る
た
め

に
、
宮
座
は
非
座
衆
に
も
家
役
な
ど
を
課
し
た
。
こ
の
家
役
の
負
担
を
基
盤
と
し
て
、

非
座
衆
の
発
言
権
が
増
大
し
て
い
く
と
い
う
状
況
が
、
一
般
的
に
は
み
ら
れ
る
（
前

掲
注
29

薗
部
著
書
な
ど
）
。
服
部
村
に
お
け
る
、
こ
の
よ
う
な
村
落
財
政
上
の
問
題

に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　
（
3
）
　
変
質
の
意
義

①
宮
座
の
家
格
制
と
家
株

　
結
衆
か
ら
長
男
衆
へ
の
移
行
。
そ
れ
は
、
一
六
人
ま
た
は
二
四
人
長
男
衆
と
い
う

よ
う
な
、
村
落
内
身
分
差
別
を
め
ぐ
る
場
当
た
り
的
な
対
応
だ
け
だ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
で
は
、
な
に
ゆ
え
に
「
結
衆
」
か
ら
「
長
男
衆
」
へ
と
呼
称
が
か
わ
っ
た

の

で
あ
ろ
う
か
。

　
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
「
お
と
な
」
の
あ
り
か
た
で
あ
る
。
結
衆
に
お
け
る
「
長

人
」
（
お
と
な
）
は
、
結
衆
の
中
の
薦
次
の
高
い
者
の
呼
称
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

「長
男
（
衆
）
」
は
宮
座
組
織
の
総
称
で
あ
り
、
座
の
構
成
員
す
べ
て
が
「
お
と
な
」

な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
「
長
男
」
は
確
か
に
「
ヲ
ト
ナ
」
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か

132



薗部寿樹［中近世村落における宮座の変質と再編］

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

し
、
一
六
八
五
（
貞
享
二
）
年
の
長
男
衆
の
算
用
状
に
次
の
よ
う
な
記
載
が
み
え
る
。

　
　
一
拾
七
匁
五
分
　
長
右
衛
門
6
伊
兵
衛
長
男
下
行

こ
れ
は
、
長
右
衛
門
か
ら
伊
兵
衛
の
長
男
す
な
わ
ち
「
長
子
」
に
銀
が
渡
さ
れ
た
意

味
に

と
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
「
長
男
」
の
語
は
「
長
子
」
ま
た
は
「
嫡
子
」

の

意
味
で
使
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
「
下
行
」
と
い
う
文
言
の
存
在
や
一
六
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

九

（元
禄
二
）
年
の
同
じ
く
算
用
帳
に

　
　
一
廿
壱
匁
　
米
五
斗
代
　
長
男
下
行
　
弥
兵
衛
6

と
い
う
表
現
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
（
伊
兵
衛
）
長
男
」
が
絶
対
「
長
男
衆
」
を
意
味

し
た
も
の
で
は
な
い
と
は
い
い
き
れ
な
い
。

　

そ
こ
で
、
も
う
ひ
と
つ
事
例
を
あ
げ
た
い
。
さ
き
ほ
ど
か
ら
何
度
も
用
い
て
い
る

永
禄
一
二
年
正
月
服
新
福
寺
一
結
衆
座
帳
に
お
け
る
加
兵
衛
の
項
目
の
前
半
部
分
は
、

次
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

【史
料
J
】

　
　
　
　
　
　
次

　
　
茂
左
衛
門
自
男

　
　
加
兵
衛
　
≧

　
　
延
賓
二
年
寅
ノ
九
月
十
三
日

　
　
マ

ツ
リ
　
イ
ト
ナ
ミ
　
ソ
ウ
ヘ
ア
ツ
ク
ル
　
加
兵
へ

　
　
同
同
日

　
　
マ

ツ
リ
　
キ
ン
ヂ
　
代
納
五
斗
出
シ
　
ヲ
ト
ナ
ニ
ナ
ル
　
加
兵
衛

こ
の
記
載
か
ら
、
ふ
た
つ
の
こ
と
が
導
か
れ
る
。
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
「
ヲ
ト

ナ
」
「
長
男
」
の
記
載
が
あ
る
文
書
に
「
次
男
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
次

男
」
は
第
二
子
の
意
味
以
外
に
は
と
り
よ
う
が
な
く
、
ま
た
次
男
と
と
も
に
用
い
る

言
葉

と
し
て
の
「
長
男
」
は
「
第
一
子
」
を
必
然
的
に
意
味
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
し

た

が
っ

て

こ
の
文
書
の
な
か
で
「
長
男
」
は
、
「
ヲ
ト
ナ
」
の
意
と
と
も
に
、
潜
在

的
に
「
長
子
」
の
意
味
も
担
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
少
な
く
と
も
こ
の
文
書

の

な
か
で
は
、
「
長
男
」
は
「
お
と
な
」
と
「
長
子
」
の
両
義
を
も
つ
言
葉
な
の
で

あ
る
。

　
も
う
ひ
と
つ
は
、
な
ぜ
こ
の
加
兵
衛
だ
け
が
茂
左
衛
門
の
「
次
男
」
で
あ
る
と
注

記
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
事
実
と
し
て
加
兵
衛
が
茂
左
衛

門
の
次
男
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
疑
う
必
要
は
な
い
。
問
題
は
な
ぜ
加
兵
衛
だ
け
に

こ
の
注
記
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
注
記
は
、
そ
の
あ
り
か

た
が
通
例
で
な
い
こ
と
か
ら
付
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
＝
ハ
七
四

（延
宝
二
）
年
の
段
階
で
、
親
か
ら
座
を
引
き
継
ぐ
者
は
「
長
男
」
（
長
子
）
で
あ
る

の

が
通

例
で
、
加
兵
衛
の
よ
う
に
次
男
が
継
承
す
る
の
は
異
例
で
あ
っ
た
こ
と
を
意

味
す
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
一
七
世
紀
後
期
に
は
「
長
男
」
（
長
子
ま

た
は
嫡
子
）
が
座
を
継
承
す
る
慣
行
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

前
述
し
た
と
お
り
、
宮
座
の
総
称
と
し
て
「
長
男
衆
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ

た
の
は
、
一
六
二
六
（
寛
永
三
）
年
（
史
料
C
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
加
兵
衛
の
事
例

よ
り
も
約
半
世
紀
は
や
い
。
長
子
・
嫡
子
に
よ
る
座
継
承
慣
行
は
、
は
た
し
て
一
七

世
紀
前
期
に
さ
か
の
ぼ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
永
禄
一
二
年
正
月
服
新
福
寺
一
結
衆
座
帳
に
お
け
る

「
ソ
ウ
エ
ア
ツ
ク
ル
」
記
載
で
あ
る
。
こ
の
「
ソ
ウ
エ
ア
ツ
ク
ル
」
と
は
、
別
に
「
惣

ヘ
ア

ツ
ク
ル
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
よ
う
に
、
座
を
一
時
「
お
と
な
惣
中
」
（
長
男

衆
）
へ
預
け
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
ソ
ウ
エ
ア
ツ
ク
ル
」
記
載
は
、
表
1
の
な
か

で

「
S
」
と
い
う
記
号
で
示
し
て
あ
る
。
そ
こ
で
表
1
を
み
る
と
ほ
と
ん
ど
の
項
目

で
一
回
か
二
回
は
こ
の
記
載
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
表
1
の
小
見
出
し
名
前
は
同

一
名
複
数
の
場
合
は
表
示
を
省
略
し
て
い
る
の
で
、
実
際
の
記
載
数
は
も
っ
と
多
い
。

　
そ
こ
で
、
表
5
を
み
て
み
よ
う
。
「
ソ
ウ
エ
ア
ツ
ク
ル
」
記
載
は
全
項
目
の
四
一

％

に
の
ぼ
り
、
年
代
的
に
も
一
六
世
紀
後
期
か
ら
一
八
世
紀
後
期
ま
で
ま
ん
べ
ん
な

く
記
載
が
あ
る
。

　

こ
れ
だ
け
頻
繁
に
「
惣
へ
預
け
る
」
の
は
、
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
直
接
知
り

う
る
史
料
上
の
徴
証
は
な
い
が
、
座
の
継
承
に
際
し
て
支
障
が
あ
る
際
に
一
時
的
に

惣
へ
預
け
た
も
の
と
一
般
的
に
は
推
測
で
き
よ
う
。
さ
き
に
史
料
G
～
1
で
み
た
よ

う
に
、
正
規
の
長
男
衆
で
あ
れ
ば
、
座
を
離
れ
て
も
ま
た
戻
っ
て
く
る
こ
と
が
可
能

で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
支
障
と
は
何
か
。
註
（
2
6
）
で
ふ
れ
、
ま
た
後
掲
史
料
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K
に
み
る
よ
う
に
、
病
気
・
出
家
・
他
家
奉
公
な
ど
の
「
差
合
」
も
そ
の
ひ
と
つ
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
史
料
K
の
善
右
衛
門
の
場
合
に
は
、
わ
ざ
わ
ざ
文
書
を
作
成
し
て

い

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
の
後
の
規
範
と
な
る
べ
き
先
例
的
な
事
例
だ
っ
た
か
ら

な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
や
は
り
「
ソ
ウ
エ
ア
ツ
ク
ル
」
記
載
の
一
般
的
な
背
景
と

な
る
も
の
と
は
言
い
難
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
考
え
て
み
た
い
の
は
、

「
長
男
」
（
長
子
・
嫡
子
）
継
承
と
の
関
連
で
あ
る
。
正
統
的
な
座
の
継
承
者
で
あ
る

「
長
男
」
（
長
子
・
嫡
子
）
に
恵
ま
れ
な
い
場
合
に
一
時
、
座
を
惣
へ
預
け
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
多
く
の
「
ソ
ウ
エ
ア
ツ
ク
ル
」
記
載
の
背
景
に
は
、
「
長
男
」

（長
子
・
嫡
子
）
に
よ
る
座
の
継
承
と
い
う
条
件
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
「
ソ
ウ
エ
ア
ツ
ク
ル
」
記
載
の
初
見
は
、
一
五
七
九
（
天
正
七
）
年
（
大
ヤ
ノ
弥

七

と
清
三
郎
）
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
に
「
長
男
」
（
長
子
・
嫡
子
）
に
よ
る
座
の
継

承
慣
行
が
お
こ
な
わ
れ
は
じ
め
、
そ
れ
が
「
長
男
衆
」
が
形
成
す
る
下
地
と
な
っ
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
長
男
」
（
長
子
・
嫡
子
）
に
よ
る
座
の
継
承
慣
行
を
起
点
と
し
て

結
衆
か
ら
長
男
衆
へ
移
行
し
た
の
だ
と
す
る
と
、
こ
の
こ
と
は
、
宮
座
及
び
宮
座
座

表5　惣預け一覧

年　　代 全項目数 惣預け数 惣預けの比率

16世紀後期 46 7 16％

17世紀前期 65 24 37

17世紀後期 70 30 43

18世紀前期 56 33 59

18世紀後期 39 20 51

全　期　間 276 114 41％

注（1）「全項目数」には、出典史料中の小項目の数を示

　　した。同一人が複数回、頭役などを勤仕しているの

　　で、祭祀等勤仕者の延べ人数に相当する。

　（2＞「惣預け数」欄には、「ソウ（惣）エアツクル」記

　　載のある小項目の数を示した。これ以外にも単に

　　「アツクル」と記されたものなどが若干あるが、参

　　入していない。

　（3）「惣預けの比率」欄には当該年代の「全項目数」

　　に対する惣預け記載の比率を示した。

【出典】　服部神楽講文書12号：永禄12年正月服新福

　　　寺一結衆座帳

衆
各
人
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
史

料

K
に
注
目
し
た
い
。

　
　
　
（
3
3
）

【史
料
K
】

　
　
（
一
）

　
　
口
服
服
部
村
長
男
結
衆
之
内
、
善
右
衛
門
法
名
正
圓
、
頃
日
身
躰
お
と
ろ
へ
、

　
　
　
は
ち
を
ひ
ら
き
被
申
二
付
、
座
拝
江
遠
慮
可
申
与
理
り
被
申
候
、
就
其
、
中

　
　
　
間

　
　
　
相
談
致
シ
候
、
段
々
以
後
ハ
身
躰
を
と
ろ
へ
、
は
ち
を
ひ
ら
き
申
欺
、
又
ハ

　
　
　
奉
公
ヲ
致
シ
、
主
人
を
頼
申
も
の
、
或
ハ
見
苦
敷
病
人
二
成
り
候
ハ
・
、
座

　
　
　
拝
江
遠
慮
可
被
申
事
、
乍
去
、
祝
言
ひ
ろ
め
、
九
月
十
一
日
ノ
餅
つ
き
、
宵

　
　
　
宮
座
ノ
餅
御
供
わ
け
、
右
之
分
膳
お
く
り
可
申
事

　
　
一
は
ち
を
ひ
ら
き
申
欺
、
又
ハ
奉
公
致
シ
申
欺
、
又
ハ
見
苦
敷
病
人
ハ
、
座
拝

　
　
　
江
遠
慮
可
被
申
候
、
勿
論
か
ミ
六
人
ハ
は
つ
れ
平
井
廿
四
人
ノ
結
衆
ハ
ち
か

　
　
　
い

申
間
敷
候
事

　
　
一
正
圓
儀
か
ミ
六
人
之
内
三
老
に
て
候
へ
共
、
右
之
理
り
故
、
遠
慮
被
申
二
付
、

　
　
　
其
次
二
さ
し
、
正
圓
ハ
ひ
ら
な
ミ
ノ
結
衆
二
入
置
申
候
事

　
　
右
之
通
、
相
談
と
し
て
為
後
代
相
定
者
也

　
　
　
　
元

禄
五
年
　
　
　
　
　
　
　
　
一
老
　
森
井

　
　
　
　
　
申
霜
月
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
玄
秀
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
老

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

善
弥
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣
中

　

こ
の
文
書
に
よ
る
と
、
一
六
九
二
（
元
禄
五
）
年
当
時
、
長
男
衆
に
は
「
か
ミ
六

人
」
と
「
ひ
ら
な
ミ
ノ
結
衆
」
と
い
う
区
分
が
あ
っ
た
。
「
か
ミ
六
人
之
内
三
老
」

と
い
う
表
現
か
ら
す
る
と
、
薦
次
の
高
い
者
す
な
わ
ち
一
老
か
ら
六
老
ま
で
の
者
が

「か

ミ
六
人
」
と
思
わ
れ
る
。
さ
き
に
史
料
C
と
の
関
連
で
若
干
ふ
れ
た
が
、
上
六

人

は
「
六
人
衆
」
と
も
い
い
、
長
男
衆
の
算
用
な
ど
を
差
配
す
る
な
ど
長
男
衆
を
統

括
代
表
す
る
存
在
で
あ
っ
た
。
一
方
、
「
ひ
ら
な
ミ
ノ
結
衆
」
は
史
料
J
の
別
な
箇

所
で
「
平
井
廿
四
人
ノ
結
衆
」
と
も
よ
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
の
年
の
長
男
衆
は
二
五
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人

な
の
で
（
表
4
ω
）
、
実
際
に
は
二
五
人
か
ら
六
人
を
差
し
引
い
た
一
九
人
、
膓

次
で
い
え
ば
七
老
か
ら
二
五
老
の
長
男
衆
が
「
ひ
ら
な
ミ
」
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ

れ

で

は
、
な
ぜ
上
位
六
人
と
そ
れ
以
下
の
長
男
衆
を
「
上
」
「
平
並
」
と
い
う

よ
う
に
区
別
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
表
4
ω
・
②
を
通
覧
す
る
と
、
よ
く
わ

か

る
。
表
4
に
お
け
る
長
男
衆
の
中
に
は
、
さ
き
に
み
た
藤
五
郎
の
よ
う
に
二
〇
老

前
後
で
低
迷
し
て
い
る
末
衆
以
外
に
も
、
一
〇
老
代
の
膓
次
や
六
老
以
前
で
退
座
し

て

い

る
者
が
数
多
く
み
ら
れ
る
。
六
老
以
前
の
八
老
・
九
老
で
退
座
し
て
い
る
者
は

死
亡

に
よ
り
や
む
な
く
退
座
し
た
者
も
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
一
〇
老
代
の
薦

次
で
退
座

し
て
い
る
者
の
多
く
は
、
上
六
老
に
昇
格
で
き
な
い
者
で
あ
っ
た
可
能
性

が
高
い
。
こ
れ
は
、
末
衆
を
差
別
す
る
の
み
な
ら
ず
、
も
と
も
と
の
長
男
衆
の
中
で

も
上
六
人
に
昇
格
で
き
る
者
と
そ
う
で
は
な
い
者
と
の
区
別
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し

て

い

る
。
上
六
人
に
対
し
て
、
そ
れ
以
外
の
長
男
衆
を
こ
と
さ
ら
に
「
平
並
」
と
命

名
し
た
意
図
は
、
こ
う
し
た
差
別
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
内
部
差
別
は
、
薦
次
階
梯
的
な
秩
序
が
十
全
に
機
能
し
て
い
る
場
合
に

は
本
来
的
に
は
お
こ
ら
な
い
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
座
衆
個
人
そ
れ
ぞ
れ
の

事
情
に
だ
け
依
拠
し
て
藤
次
階
梯
が
営
ま
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
藺
次
の
上
下
の
区
別

に
加
え
て
、
こ
う
し
た
差
別
的
な
秩
序
を
こ
と
さ
ら
に
設
け
る
意
味
は
な
い
。
藺
次

階
梯
的
な
秩
序
に
加
え
て
、
上
六
人
・
平
並
と
い
う
差
別
を
設
け
た
の
は
、
座
衆
の

背
景
に
座
衆
の
家
の
存
在
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
長
男
衆
が
そ
れ
ぞ
れ
の
座
衆
の
家
の
代
表
と
し
て
入
座
す
る
シ
ス
テ
ム
を
と
る
と

い
う
こ
と
は
、
宮
座
が
座
衆
の
家
を
単
位
と
す
る
組
織
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

そ
し
て
そ
の
家
の
格
に
基
づ
い
て
、
繭
次
階
梯
の
運
営
に
差
別
的
な
扱
い
が
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
家
の
格
は
、
諸
々
の
要
素
す
な
わ
ち
家
産
の
多
寡
、
そ
の
村

落
に
定
着
し
て
い
る
期
間
、
荘
園
諸
職
の
就
任
な
ど
に
よ
り
、
中
世
を
通
じ
て
醸
成

さ
れ
て
き
た
各
家
に
対
す
る
社
会
的
な
評
価
に
基
づ
く
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
宮
座

が
家
を
単
位
と
す
る
組
織
に
な
っ
た
際
に
、
こ
の
よ
う
な
家
に
対
す
る
評
価
基
準
が

家
格
と
し
て
宮
座
内
部
に
持
ち
込
ま
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

は
五
一
％
と
や
や
下
が
る
が
、
そ
れ
で
も
五

〇

％

を
超
す
高
率
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

「
ソ
ウ
エ
ア
ツ
ク
ル
」
記
載
が
時
が
た
つ
に

つ
れ
増
え
て
い
く
の
は
、
宮
座
組
織
に
よ
る

家
格
制
秩
序
維
持
の
規
制
が
強
化
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

い

っ

た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
表
6
を
み
て
み
た
い
。
こ
れ
は
、
永
禄
一

二
年
正
月
服
新
福
寺
一
結
衆
座
帳
に
み
え
る

女
性
の
長
男
衆
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

事
例
は
お
七
・
お
六
・
傳
子
の
三
人
・
五
例

で
、
年
代
は
い
ず
れ
も
一
七
世
紀
前
期
で
あ

　
本
来
は
非
座
衆
の
家
の
者
で
あ
る
末
衆
は
、
全
く
の
補
充
要
員
的
な
形
で
扱
わ
れ
、

膓
次
も
最
末
端
の
ま
ま
で
正
規
の
長
男
衆
が
帰
座
す
れ
ば
座
か
ら
排
除
さ
れ
る
。
正

規
の
長
男
衆
の
な
か
に
も
上
六
人
に
昇
格
す
る
こ
と
が
困
難
、
い
や
事
実
上
認
め
ら

れ

な
い
家
が
あ
る
。
そ
の
上
位
に
、
本
人
が
短
命
で
さ
え
な
け
れ
ば
、
上
六
人
と
な

る
こ
と
が
で
き
る
長
男
衆
の
家
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
身
分
秩
序
は
、
ま
さ
に
家
格

制
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
長
男
衆
と
い
う
宮
座
組
織
が
家
格
制
を
維
持

す
る
権
威
機
構
で
あ
る
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。

　
宮
座
が
家
を
単
位
と
す
る
組
織
に
か
わ
り
、
宮
座
が
そ
れ
ぞ
れ
の
家
格
を
決
定
し

そ
の
秩
序
を
規
制
し
て
権
威
づ
け
る
組
織
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
結
衆
か
ら
長
男

衆
へ
と
移
行
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
も
う
一
度
、
表
5
を
み
て
み
る
。

「
ソ

ウ
エ
ア
ツ
ク
ル
」
記
載
は
、
一
六
世
紀

後
期
の
一
六
％
か
ら
、
一
七
世
紀
前
期
三
七

％
、
一
七
世
紀
後
期
四
三
％
、
そ
し
て
一
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帳

世

紀
前
期
五
九
％
と
次
第
に
そ
の
比
率
を
高
　
　
　
　
　
纏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
結

く
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
八
世
紀
後
期
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
覧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寺

表6　女性の長男衆一

年　　代 名前 記　　　　事 大見出しの名前

1630（寛永7） お七 マッリ　キンシ　ソウエアツクル 弥九郎小熊

1632（寛永9） お七 マツリ　キンシ　ヲトナニナル 弥九郎小熊

1642（寛永19） お六 マツリ　アラトウ　ヰトナミ 藤五郎

1646（正保3） お六 マツリ　キンシ　ヲトナニナル 藤五郎

1649（慶安2） 傳子 マッリ　キンシ　ヲトナニナル 弥九郎小熊

注（1）記事の日付は、いずれも9月13日である。

【出典】　服部神楽講文書12号二永禄12年正月服新福
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る
。
こ
の
時
期
に
わ
ず
か
で
は
あ
れ
女
性
の
長
男
衆
が
い
た
こ
と
じ
た
い
注
目
す
べ

き
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
一
六
四
九
（
慶
安
二
）
年
を
最
後
に
女
性
の
長
男
衆

が
消
滅
し
た
点
に
着
目
し
た
い
。
こ
の
時
期
を
最
後
に
女
性
の
長
男
衆
が
い
な
く

な
っ
た
の
は
、
や
は
り
「
長
男
」
（
長
子
・
嫡
子
）
に
よ
る
座
の
継
承
慣
行
が
成
立
し
、

家
格
制
が
形
成
・
深
化
し
て
い
っ
た
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
村
落
社
会
一
般
に

お
い
て
女
子
の
家
継
承
そ
の
も
の
は
否
定
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
前
述
し
た
よ

う
に
「
差
合
」
を
強
く
忌
避
す
る
宮
座
に
お
い
て
は
女
子
に
よ
る
座
の
継
承
は
厳
し

く
制
限
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
長
男
衆
に
お
け
る
家
格
制
維
持

の
姿
勢
は
、
時
が
た
つ
に
つ
れ
深
ま
り
、
強
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
宮
座
に
よ
る
家
格
制
規
制
強
化
の
は
て
に
登
場
し
た
の
が
、
「
座
株

（家
株
）
」
で
あ
る
。
永
禄
一
二
年
正
月
服
新
福
寺
一
結
衆
座
帳
の
一
七
四
六
（
延
享

三
）
年
平
七
の
項
（
大
見
出
し
は
平
兵
衛
）
に
は
、

　
　
延
享
三
寅
年
九
月
十
三
日
　
　
　
（
ナ
脱
）

　
　

　
マ
ツ
リ
　
キ
ン
シ
　
ヲ
ト
ニ
ナ
ル
　
平
七

　
　
　
但
平
兵
衛
か
ぶ
ゆ
す
る
　
小
兵
衛

と
あ
る
。
ま
た
同
じ
文
書
の
一
七
三
〇
（
享
保
一
五
）
年
清
兵
衛
（
大
見
出
し
名
）

に
は
、

　
　
甚
兵
衛
か
ぶ

　
　
清
兵
衛

と
書
か
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
一
八
世
紀
前
期
に
は
、
長
男
衆
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
が
「
某
の
株
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

と
い
う
形
で
座
株
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
一
九
世
紀
前
期
の
文
書

に
「
家
株
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
よ
う
に
、
長
男
衆
の
家
の
株
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
家
格
制
の
行
き
着
く
先
が
、
長
男
衆
の
座
の
家
株
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

②
宮
座
の
社
会
的
機
能
の
変
質

　
結
衆
か
ら
長
男
衆
へ
の
移
行
は
、
宮
座
の
結
衆
原
理
の
み
で
は
な
く
、
宮
座
の
も

つ
社
会
的
機
能
に
も
変
化
が
あ
っ
た
。

　
　
　
（
3
6
）

【史
料
L
】

（端
裏
書
）
「
バ
ク
チ
ノ
ア
ン
モ
ン
」

禁
制
　
博
突
条
々
之
事

一
於
博
突
沙
汰
可
為
三
里
之
置
、

難
然
、
不
雁
成
敗
於
仁
躰
者
、
地
主
事
申
分
、

　
自
地
主
家
可
被
放
事

一
於
知
晧
輩
者
、
設
難
為
博
変
人
数
、

右
博
突
之
旨
、
所
定
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
ト
戊

　
　永
正
六

年
三
月
廿
六
日
ノ
ー
浄
真

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ヲ
ヰ 取

三
里
棟
別
一
貫
文
可
為
勧
賞
事

在
判

道
法
　
在
判

タ
ン
コ

　
　
　
ロ
寛

在
判

　
一
五
〇
九
（
永
正
六
）
年
、
　
　
　
　
　
　
　
五
百
井
・
丹
後
と
と
も
に
三
里
と

と
し
て
博
突
を
禁
制
し
た
。
中
世
の
宮
座
組
織
で
あ
る
結
衆
に
は
、
こ
の
よ
う
な
政

治
的
・
法
的
な
規
制
を
お
こ
な
う
機
能
が
あ
っ
た
。

　
も
う
一
点
、
生
産
活
動
に
関
し
て
、
次
の
史
料
に
注
目
し
た
い
。

　
　
　
（
3
7
）

【史
料
M
】

一
マ

メ
ノ
ハ
、
ナ
、
タ
イ
コ
ン
、
ヲ
チ
ホ
、
サ
・
キ
ノ
ハ
、
エ
ン
ト
ウ
、
タ
リ

ヤ

ウ
ニ
テ
ト
リ
タ
レ
ト
モ
、
ミ
サ
ト
エ
入
ヘ
カ
ラ
ス

　
　
　
此

タ
ク
ヰ
、
ケ
カ
シ
タ
ラ
ン
ト
モ
カ
ラ
ハ
、
百
文
ツ
・
ノ
ト
カ
ニ
ヲ
ト
シ
テ
、

　
　
　

ソ
ノ
ハ
ウ
ノ
三
ケ
所
ノ
サ
タ
人
ト
シ
テ
ヲ
ト
シ
、
サ
ト
く
ニ
テ
、
キ
フ
ク

　
　
　
ト
リ
ツ
メ
、
サ
タ
ニ
ン
エ
ト
ラ
ス
ヘ
シ
、
萬
一
サ
タ
人
フ
サ
タ
候
ハ
・
、
サ

　
　
　

タ
人
ヲ
百
文
ノ
ト
カ
ニ
ヲ
ト
シ
、
三
ケ
所
ヘ
メ
サ
ル
ヘ
キ
、
サ
タ
メ
ヲ
カ
・

　
　
　
ル
物
也

　
　
　
　
　明
鷹
七
年
絨
十
月
八
日

　

こ
れ
も
三
里
に
よ
る
規
制
で
あ
る
が
、
三
里
三
ケ
所
で
は
「
マ
メ
ノ
ハ
、
ナ
、
タ

イ
コ
ン
、
ヲ
チ
ホ
、
サ
・
キ
ノ
ハ
、
エ
ン
ト
ウ
」
の
類
を
栽
培
し
た
り
、
他
所
か
ら

持
ち
込
む
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。
こ
の
禁
制
に
は
何
ら
か
の
宗
教
的
な
理
由
が
あ
る
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と
思
わ
れ
る
が
、
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
こ
れ
が
神
田
な
ど
の
限
定
さ
れ
た
田
地
で

は
な
く
、
三
里
三
ケ
所
全
体
に
む
け
ら
れ
た
規
定
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

三
里
が
生
産
活
動
全
般
に
関
す
る
指
導
権
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
、
三
里
の
一
員
で
あ
る
服
部
の
結
衆
が
有
し
て
い
た
権
限
で

も
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
以
上
の

よ
う
に
中
世
宮
座
の
結
衆
に
は
、
政
治
的
・
法
的
・
経
済
的
な
諸
機
能
が

あ
り
、
そ
れ
ら
を
も
っ
て
村
落
全
般
を
統
括
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
そ
れ
で
は
、
近
世
の
長
男
衆
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
近
世
の
長
男
衆
に
お
い

て

も
、
博
変
の
禁
制
が
み
ら
れ
る
。
史
料
N
を
み
て
み
よ
う
。

　
　
　
（
3
8
）

【史
料
N
】

　
　
　
（
包
紙
）

　
　

「安
永
四
未
九
月
十
入
日
二
宮
座
中
相
談
之
上
相
定
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

服
部
村

　
　
　
　
連
印
一
札
壱
通
入
　
　
　
　
　
　
宮
座
中
」

　
　
　
　
宮
座
中
申
合
之
事

　
　
一
博
変
勝
負
井
宿
一
切
致
間
敷
蔓

　
　
一
宮
座
中
何
角
悪
蔓
出
来
不
仕
候
様
、
互
二
無
遠
慮
気
を
附
、
吟
味
合
可
致
事

　
　
一
座
中
之
内
実
子
無
之
候
而
、
養
子
致
候
ハ
・
、
里
之
筋
目
得
と
聞
糺
、
氏
能

　
　
　
人
之
子
を
養
子
二
可
致
候
、
尤
養
子
不
所
存
二
而
身
持
悪
敷
、
博
突
勝
負
致

　
　
　
候
ハ
・
、
早
速
里
元
江
相
返
シ
可
申
候
、
勿
論
実
子
二
而
も
身
持
悪
敷
、
博

　
　

変
勝
負
致
候
ハ
・
、
其
家
名
跡
相
績
致
さ
セ
申
間
敷
候
、
中
老
之
人
二
而
も
、

　
　

右
躰
之
儀
有
之
候
ハ
・
、
宮
座
刎
可
申
候
事

　

右
之
通
、
宮
座
不
残
相
談
之
上
、
相
定
申
候
、
無
相
遠
相
慎
可
申
候
、
為
其
座

　

中
連
印
伍
而
如
件

　
　
　

安
永
四

年
未
九
月
十
八
日
　
　
弥
九
郎
㊥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

甚
右
衛
門
⑩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
右
衛
門
㊥

　
　
　
　
（
弥
九
郎
の
紙
継
目
印
）
　
　
清
兵
衛
⑳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弥
兵
衛
㊥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
次
兵
衛
㊥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
兵
衛
㊥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
兵
衛
㊥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
六
㊥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弥
八
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
八
㊥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
甚
兵
衛
㊥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弥
七
郎
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
次
郎
㊥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
武
八
（
略
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
八

（花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
太
郎
（
花
押
「
人
ト
」
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
太
郎
⑳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勘
次
郎
⑳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
与
平
次
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勘
六
（
勘
次
郎
と
同
じ
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弥
三
郎
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
乙
次
郎

（花
押

「辻
」
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
乙

黍

（花
押
）

　
　
前
書
之
通
毎
年
九
月
神
事
出
座
　
　
宇
兵
衛
㊥

　
　
之
節
惣
連
中
江
讃
聞
セ
可
申
事
　
　
五
郎
助
㊥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合
弐
拾
六
人

　

こ
れ
は
、
一
七
七
入
（
安
永
七
）
年
の
長
男
衆
に
よ
る
博
突
禁
制
で
あ
る
。
こ
の

本
文
を
よ
く
読
む
と
、
こ
れ
は
宮
座
中
（
宮
座
の
惣
連
中
）
に
対
す
る
規
制
な
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
宮
座
内
部
に
む
け
て
の
自
己
規
制
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
社
会
的

広
が
り
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
「
博
突
勝
負
井
宿
一
切
致
間
敷
蔓
」
と
あ
る
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だ

け
で
、
処
罰
規
定
も
な
い
。

　
一
方
、
前
掲
の
史
料
L
を
み
る
と
、
結
衆
の
博
突
禁
制
は
、
宮
座
衆
で
は
な
い
者

へ
の

処
罰
規
定
も
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
成
敗
に
従
わ
な
い
地
主
に
は
そ
の

家
を
没
収
す
る
と
ま
で
規
定
し
て
い
る
。
同
じ
博
突
禁
制
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
内
実

に
大
き
な
違
い
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
ま
た
史
料
M
で
み
た
よ
う
な
、
生
産
活
動
に
関
す
る
機
能
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
（
3
9
）

【史
料
0
】

　
　
（
表
紙
）

　
　

「　
元
禄
五
年

　
　
　
新
福
寺
長
男
中
間
掟
書
帳

　
　
　
　
申
霜
月
　
日
　
　
　
　
」

　
　
　
　
　
覚
書

　
　
　
　

（中
略
）

　
　
一
元
禄
十
七
申
春
迄
堂
西
屋
敷
本
帳
上
畑
壱
畝
分
米
壱
斗
弐
舛
六
合
新
福
寺
名

　
　
前
二
候
へ
共
、
上
六
人
相
談
之
上
、
銀
弐
百
三
拾
五
匁
中
間
へ
請
取
、
八
兵
衛

　
　
方
へ
永
代
も
ら
か
し
申
候
、
右
之
銀
、
新
福
寺
算
用
帳
へ
出
シ
申
候
、
為
後
日

　
　

中
間
書
如
件

　
　
　
　
　
元
禄
十
七
年
　
　
　
　
　
　
　
一
老

　
　
　
　
　
　
　
　
　
申
三
月
十
二
日
　
　
　
　
玄
秀
㊥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
老

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宗
意
⑳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
甚
右
衛
門
⑳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
善
兵
衛
㊥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
茂
左
衛
門
㊥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
次
兵
衛
⑳
（
下
略
）

　

こ
れ
は
、
長
男
衆
が
管
理
し
て
い
る
田
地
に
関
す
る
文
書
で
あ
る
。
新
福
寺
名
義

の

堂
西
屋
敷
の
上
畑
を
長
男
衆
六
人
衆
が
八
兵
衛
に
売
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

近
世
の
長
男
衆
も
、
こ
の
よ
う
に
宮
座
の
仏
神
田
（
宮
田
）
に
対
し
て
一
定
の
権
限

を
有
し
て
い
る
。
毎
年
の
宮
座
の
算
用
状
に
は
、
宮
田
の
耕
作
者
や
作
徳
、
そ
れ
に

か
か

る
租
税
な
ど
に
関
す
る
記
事
が
あ
る
。
し
か
し
重
要
な
こ
と
は
、
長
男
衆
が
宮

田
以
外
の
田
地
に
全
く
関
与
し
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
生
産
活
動
の
面
で
も
、
宮
座

内
部
に
対
す
る
規
制
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
以
外
の
社
会
的
な
広
が
り
を
も
っ
た
規
制

を
長
男
衆
は
お
こ
な
っ
て
い
な
い
。

　
史
料
0
は
表
紙
に
「
掟
書
」
と
あ
る
が
、
史
料
N
と
同
様
に
、
そ
の
掟
は
す
べ
て

宮
座
の
長
男
衆
に
む
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
他
の
村
方
・
非
座
衆
を
規
制
す

る
も
の
で
は
な
い
。
結
衆
と
比
べ
て
、
長
男
衆
の
も
つ
機
能
は
内
向
き
で
、
か
つ
限

定
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
宮
座
の
機
能
が
限
定
さ
れ
て
き
て
、
長
男
衆
に
残
さ
れ
た
も
の
は
、

結

局
、
祭
祀
に
関
す
る
機
能
だ
け
と
な
る
。
そ
の
た
め
に
、
長
男
衆
は
信
仰
集
団
と

し
て
の
面
を
強
く
押
し
出
し
て
、
そ
の
存
在
意
義
を
示
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
そ

の
傾
向
は
い
ろ
い
ろ
な
形
で
顕
れ
て
く
る
が
、
一
例
と
し
て
算
用
帳
の
問
題
を
指
摘

し
て
お
き
た
い
。
長
男
衆
の
帳
簿
は
、
当
初
、
単
に
「
算
用
日
記
」
（
二
二
号
・
寛

文
元
年
一
〇
月
八
日
丑
ノ
年
算
用
日
記
）
や
「
算
用
状
」
な
ど
と
称
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
史
料
0
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
「
新
福
寺
算
用
帳
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

る
。
実
際
に
「
新
福
寺
算
用
帳
」
と
い
う
表
題
を
も
つ
も
の
は
、
一
七
二
四
（
享
保

九
）
年
（
九
六
号
文
書
）
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
史
料
0
の
記
載
か
ら
み
て
、
少

な
く
と
も
一
七
〇
四
（
元
禄
一
七
）
年
ご
ろ
か
ら
は
、
「
新
福
寺
算
用
帳
」
と
い
う

呼
称
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
「
新
福
寺
算
用
帳
」
は
、
新
福
寺
そ
の
も
の

の

収
支
決
算
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
長
男
衆
の
算
用
帳
な
の
で
あ
る
。
長
男
衆
の

算
用
帳
を
「
新
福
寺
算
用
帳
」
と
呼
び
は
じ
め
た
こ
と
の
背
景
に
は
、
新
福
寺
と
一

体
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
村
落
内
に
お
け
る
長
男
衆
の
ス
テ
ー
タ
ス
を
誇
示
ま
た
は

維
持
す
る
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
家
格
制
の
維
持
組
織
と
し
て
の
権
威
を
保
つ
た
め
に
、
新
福
寺
と
一
体
化
し
て
信

仰
集
団
と
し
て
の
位
置
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
、
長
男
衆
が
こ
れ
か
ら
生
き
残
っ
て

い
く
唯
一
の
道
な
の
で
あ
っ
た
。
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③
宮
座
の
再
編
－
長
男
衆
か
ら
神
楽
講
へ
ー

（
1
）
　
長
男
衆
一
二
人
体
制
（
一
八
世
紀
後
期
）

　
一
八
世
紀
後
期
に
は
い
る
と
、
ま
た
動
き
が
み
ら
れ
る
。

　
　
（
4
0
）

【史
料
P
】

　
　
　

乍
恐
奉
指
上
一
札
之
事

　
　
一
私
儀
今
度
明
神
牛
頭
天
王
社
地
二
有
之
候
神
木
之
末
伐
り
落
候
二
付
、
宮
座

　
　

拾
弐
人

6
御
願
被
申
上
候
二
付
、
被
寄
召
御
吟
味
之
上
、
蒙
　
御
察
當
、
私

　
　

不
調
法
之
段
、
迷
惑
仕
恐
入
候
、
此
以
後
拾
弐
人
へ
不
相
断
、
不
法
二
神
木

　
　

二
手

指
仕
間
敷
候
間
、
何
卒
此
度
心
得
遠
不
調
法
之
段
、
御
免
被
成
下
候

　
　

ハ
・

、
難
有
奉
存
候
、
伍
而
一
札
奉
指
上
候
、
以
上

　
　
　
　

明
和
九
年
　
　
　
　
　
　
　
　
服
部
村
百
姓

　
　
　
　
　

辰
十
一
月
廿
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
久
兵
衛
　
印

　
　
　

御
殿

　
　
　
　

御
役
人
中
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
　
　
　
　
　
　
　
※
　
　
　
　
　
　
　
※

　
　
（
4
1
）

【史
料
Q
】

　

此
図
ハ
新
福
寺
冶
牛
頭
天
王
明
神
様
迄
往
来
井
境
内
田
地
に
間
数
相
改
、
此
通

　

給
図
二
写
、
新
福
寺
重
物
二
い
た
し
置
候

　
　
　

安
永
三
年

　
　
　
　

午
ノ
三
月
　
　
　
　
　
　
弥
九
郎

　
　
　
　
　
　園
　
　
　
　
甚
右
衛
門

　
　
　
　
　
　

拾
弐
人
衆
　
　
　
　
　
新
右
衛
門

　
内

六
人
衆

一
老
支
配

い
ず
れ
も
］
八
世
紀
後
期
の
文
書
だ
が
、

清
兵
衛

弥
兵
衛

与
次
兵
衛

　
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は

「宮
座
拾
弐

人
」
や
「
座
中
拾
弐
人
衆
」
と
い
う
記
載
で
あ
る
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
一
七
世
紀
中
期
に
一
六
人
体
制
か
ら
二
四
人
体
制
へ
移
行
し

て

か

ら
、
長
男
衆
は
実
質
的
に
は
漸
減
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
二
四
人
体

制
の
な
か
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
一
八
世
紀
後
期
に
な
っ
て
、
「
宮
座
拾

弐
人
」
や
「
座
中
拾
弐
人
衆
」
と
称
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
座
衆
数
漸
減
と
い
う
事
態
の
、
単
な
る
追
認
で
は
な
い
。
史
料
Q

の

「座
中
拾
弐
人
衆
」
は
、
明
ら
か
に
長
男
衆
の
自
称
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
座

中
拾
弐
人
衆
」
は
、
長
男
衆
に
よ
る
一
二
人
体
制
の
宣
言
と
も
い
う
べ
き
も
の
な
の

で

あ
る
。
す
な
わ
ち
一
八
世
紀
後
期
に
至
っ
て
長
男
衆
は
、
一
六
人
体
制
か
ら
二
四

人
体
制
へ
と
か
え
た
村
方
・
非
座
衆
懐
柔
策
を
撤
回
し
て
、
以
前
の
一
六
人
よ
り
も

さ
ら
に
厳
し
い
一
二
人
へ
と
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
を
限
定
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
座
外
の
村
方
・
非
座
衆
を
切
り
離
し
た
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
表

4
②
に
よ
る
と
、
一
七
八
〇
年
ま
で
実
際
に
は
一
七
～
一
九
人
の
長
男
衆
が
い
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
長
男
衆
は
＝
一
人
体
制
を
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
明
ら
か
に
、
現
に
座
中
に
い
る
新
参
者
を
も
、
本
来
の
長
男
衆
で
は
な
い
と

し
て
切
り
捨
て
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
長
男
衆
の
姿
勢
は
、
「
長
男
成
」
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
「
長
男
成
」

と
は
、
通
常
は
「
お
と
な
な
り
」
す
な
わ
ち
村
落
の
指
導
者
格
に
な
る
た
め
の
儀
礼

で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
近
世
の
服
部
村
で
は
状
況
が
異
な
る
。
永
禄
一
二
年
正
月
服

新
福
寺
一
結
衆
座
帳
の
「
ヲ
ト
ナ
ニ
ナ
ル
」
と
い
う
記
載
は
、
「
長
男
ニ
ナ
ル
」
と

も
表
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
近
世
の
服
部
村
に
お
け
る
「
ヲ
ト
ナ
ニ
ナ

ル
」
す
な
わ
ち
「
長
男
成
」
と
は
、
長
男
衆
の
仲
間
入
り
を
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
入

座
の

儀
礼
な
の
で
あ
る
。
こ
の
「
長
男
成
」
に
際
し
て
、
四
斗
五
升
か
ら
五
斗
の
代

米
（
一
例
の
み
七
斗
）
を
納
入
す
る
制
度
が
あ
っ
た
。

　
表
7
は
、
永
禄
一
二
年
正
月
服
新
福
寺
一
結
衆
座
帳
に
み
え
る
長
男
成
と
そ
の
代

米
納
入
者
の
数
な
ど
を
年
代
ご
と
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
全
体

と
し
て
、
代
米
納
入
に
よ
る
長
男
成
は
通
常
の
長
男
成
の
約
二
割
で
あ
る
こ
と
が
わ
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か

る
。
そ
こ
で
、
こ
の
代
米
納

入

に
よ
る
長
男
成
と
い
う
シ
ス

テ

ム

の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
。

　
表
8
は
、
長
男
成
代
米
納
入

者
の

詳
細
を
ま
と
め
た
も
の
で

あ
る
。
代
米
納
入
者
は
全
二
四

人
で

あ
る
。
こ
の
な
か
で
表
4

②
の
年
代
と
合
致
す
る
の
が
、

一
二
番
及
び
一
四
番
～
二
四
番

の
一
二
人
で
あ
る
。
こ
の
一
二

人

の
座

に
お
け
る
動
向
を
み
て

み

る
と
、
そ
の
多
く
で
萬
次
の

昇
格
が
著
し
く
遅
い
こ
と
が
わ

か
る
。

表7　長男成・同代米納入者の推移

年　　代 長男成数 代米納入者数 代米納入者比率

16世紀後期 20人 0人 0％

17世紀前期 28 4 14

17世紀後期 35 13 37

18世紀前期 25 7 28

18世紀後期 16 0 0

合　　計 124 24 19

注（1）「代米納入者比率」欄は、同年代の「長男成数」における

　　「代米納入者数」の比率を示した。

【出典】服部神楽講文書12号：永禄12年正月服新福寺一結

　　　衆座帳

　

こ
の
点
を
も
う
少
し
詳
し
く
み
て
み
よ
う
。
藺
次
が
早
い
か
遅
い
か
は
相
対
的
な

問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
比
較
す
る
基
準
と
し
て
表
4
の
三
番
長
右
衛
門
の
二
代
目

を
あ
げ
た
い
。
二
代
目
長
右
衛
門
は
、
一
七
一
〇
（
宝
永
七
）
年
に
一
三
老
で
入
座
、

二
三
年
間
座
中
に
い
て
、
一
七
三
二
（
享
保
一
七
）
年
二
老
で
退
座
し
て
い
る
。
彼

は
二
三
年
間
で
一
二
老
昇
格
し
て
お
り
、
平
均
す
る
と
一
、
九
年
に
一
老
の
割
で
昇

格

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
こ
れ
よ
り
遅
い
者
（
「
率
」
欄
の
数
字
が
一
、

九

よ
り
大
き
い
者
）
を
表
8
か
ら
捜
す
と
、
一
二
、
一
四
、
一
五
、
一
七
、
一
八
、

一
九
、
二
一
、
二
二
、
二
四
番
の
九
名
と
な
る
。
こ
の
な
か
で
一
二
番
・
八
郎
兵
衛

は
、
一
九
年
間
で
六
老
、
約
三
年
で
一
老
あ
が
る
低
ス
ピ
ー
ド
だ
が
、
五
老
に
ま
で

到
達
し
て
い
る
の
で
、
例
外
と
し
て
お
く
。
こ
の
八
郎
兵
衛
と
例
外
的
に
昇
格
の
早

い
平
七

を
除
く
と
、
入
座
し
て
い
る
者
残
り
全
員
（
八
人
）
が
こ
れ
に
該
当
す
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
長
男
成
代
米
納
入
者
の
昇
格
は
遅
い
。

　
ま
た
各
人
の
退
座
直
前
の
藺
次
は
、
八
郎
兵
衛
を
除
く
と
、
一
二
～
二
四
老
で
、

一
〇
老
代
の
薦
次
三
人
、
二
〇
老
代
の
藺
次
五
人
と
な
る
。
ま
た
例
外
的
に
昇
格
が

早
い
平
七
も
、
一
三
老
で
終
わ
っ
て
い
る
。
長
男
成
代
米
納
入
者
の
藺
次
は
低
く
、

八
郎
兵
衛
以
外
は
六
人
衆
に
遠
く
及
ば
な
い
。

　
膓
次
昇
格
の
遅
さ
と
最
終
薦
次
の
低
さ
と
い
う
点
か
ら
み
て
、
五
老
に
ま
で
達
し

て

い

る
八
郎
兵
衛
を
除
い
て
、
他
は
み
な
新
参
の
座
衆
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

長
男
成
の
代
米
（
四
斗
五
升
～
五
斗
、
七
斗
）
は
、
基
本
的
に
は
新
参
者
の
入
座
料

と
考
え
ら
れ
る
。

　
八
郎
兵
衛
の
場
合
は
、
以
前
に
何
ら
か
の
事
情
で
退
座
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ

の
退
座
期
間
が
長
か
っ
た
た
め
か
、
ま
た
は
退
座
に
特
別
な
事
情
が
あ
っ
た
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

か
、
八
郎
兵
衛
は
改
め
て
代
米
を
納
入
し
て
入
座
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
も
う
ひ
と
つ
問
題
な
の
は
、
表
8
・
一
六
番
七
助
と
同
二
〇
番
権
兵
衛
の
存
在
で

あ
る
。
こ
の
二
人
は
、
代
米
を
負
担
し
て
い
る
が
、
入
座
し
た
形
跡
が
な
い
。
こ
の

こ
と
は
、
前
述
し
た
「
末
衆
」
に
対
す
る
扱
い
を
想
起
す
れ
ば
、
理
解
で
き
る
。
代

米
納
入
者
は
、
「
末
衆
」
と
同
じ
く
補
充
要
員
の
よ
う
な
扱
い
を
う
け
た
の
で
は
な

か

ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
代
米
を
納
入
し
て
も
、
欠
員
が
生
じ
な
か
っ
た
た
め
、
と

う
と
う
入
座
で
き
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
代
米
納
入
制
は
、
入
座
を

望

む
非
座
衆
に
と
っ
て
は
、
（
二
重
の
意
味
で
）
高
い
ハ
ー
ド
ル
だ
っ
た
と
い
え
よ

う
。　

と
こ
ろ
で
、
同
じ
よ
う
に
新
参
者
に
課
せ
ら
れ
た
も
の
に
「
ア
ラ
ト
ウ
」
が
あ
っ

た
。
ア
ラ
ト
ウ
は
、
一
七
世
紀
に
そ
の
数
を
減
ら
し
、
一
六
九
五
（
元
禄
八
）
年
の

藤
五
郎
（
藤
右
衛
門
尉
の
項
）
を
最
後
に
消
滅
し
た
。
一
方
、
長
男
成
代
米
納
入
制

は
、
一
六
二
七
（
寛
永
四
）
年
に
開
始
し
、
一
七
二
四
（
享
保
九
）
年
ま
で
み
ら
れ

た
。
い
ず
れ
も
新
参
者
の
負
担
で
あ
る
が
、
前
者
は
ま
が
り
な
り
に
も
「
ア
ラ
ト
ウ
」

と
い
う
頭
役
で
あ
り
、
神
事
鋪
設
の
栄
誉
を
担
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

長
男
成
代
米
納
入
は
単
な
る
経
済
的
な
負
担
に
過
ぎ
な
い
。
両
者
が
一
七
世
紀
中
期

の
七
〇

年
間
弱
併
存
し
得
た
の
は
、
こ
の
相
違
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
前
者
が
な
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表8　長男成代米納入者一覧

年代 名前 大見出し名 納入米 長 入　座 退　座 期間 率

1 1627 少二郎 新三郎〈抹消〉 四斗五升 不明

2 1633 新蔵 藤右衛門尉 四斗五升 不明

3 1638 庄吉 孫五郎 四斗五升 不明

4 1638 金蔵 北コウヤ 四斗五升 不明

5 1662 八左衛門 弥九郎小熊 五斗 不明

6 1662 藤勝 弥十郎 五斗 不明

7 1662 又助 源七郎 五斗 不明

8 1666 九郎兵へ 九郎兵衛 七斗 不明

9 1674 十助 藤右衛門尉 五斗 不明

10 1674 加兵衛 茂左衛門次男加兵衛 五斗 不明

11 1680 新蔵 藤五郎 五斗 不明

12 1683 八郎兵衛 伊兵衛 五斗 10 1692年10老 1710年5老 19＋ 3．2

13 1684 市松 弥十郎 五斗 不明

14 1691 善太郎 九郎兵衛 五斗 24 翌年24老 1698年22老 7 2．3

15 1692 又太郎 九郎兵衛 五斗 25 同年25老 1701年21老 11 2．2

16 1693 七助 宗右衛門子孫忠右衛門 五斗 未入座 0

17 1695 藤五郎 藤右衛門尉 五斗 27 翌年25老 1706年24老 11 5．5

18 1710 三四郎 甚兵衛 五斗 13 翌年22老 1715年21老 5 2．5

19 1711 長吉 北コウヤ 五斗 41 1714年23老 1715年23老 2 2．0

20 1712 権兵衛 宗二郎 五斗 未入座 0

21 1720 伊兵衛 伊兵衛 五斗 20 1721年15老 1729年12老 9 2．3

22 1721 佐太郎 甚右衛門 五斗 46 1721年20老 1741年13老 21 2．6

23 1723 平七 平兵衛 五斗 50 1723年19老 1733年13老 10 1．4

24 1724 長太郎 甚兵衛 五斗 51 1724年21老 1738年18老 15 3．8

注（1）「大見出し名」欄には、該当者の出典史料中における大見出しの名前を示した。

　（2）「長」欄には、該当者の表4「長男衆一覧」における整理番号を示した。

　（3）「入座」欄には、表4における入座年と入座時の薦次を示した。

　（4）「入座」欄の「不明」は、表4に該当年の記載がないことを示す。

　（5）「退座」欄には表4における退座年と退座時の薦次を示した。

　（61「期間」欄には入座から退座までの年数を示した。ただし八郎兵衛の欄に「19＋」と記したのは、同人の入座期間が

　　19年よりも長い可能性があることを意味する。

　⑦　「率」欄には、一老昇格するための平均年数を示した。この数字が大きいほど昇格が遅いことを意味する。

【出典】服部神楽講文書12号：永禄12年正月服新福寺一結衆座帳
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く
な
り
、
後
者
の
み
と
な
っ
た
こ
と
は
、
新
参
者
の
入
座
に
際
し
て
与
え
ら
れ
た
栄

誉
が
な
く
な
り
、
た
だ
経
済
的
負
担
の
み
が
残
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
も
、

長
男
衆
の
非
座
衆
新
参
者
に
対
す
る
冷
た
い
視
線
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
一
七
二
四
年
、
長
太
郎
（
甚
兵
衛
の
項
）
を
最
後
に
、
長
男
成
代
米
納
入

制
も
お
こ
な
わ
れ
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
で
、
新
参
者
の
新
規
入
座
の
道
が
ほ
と
ん
ど

閉
ざ
さ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
非
座
衆
・
村
方
に
対
す
る
長
男
衆
の
態
度
は
、
閉

鎖
的
な
方
向
に
回
帰
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
長
男
衆
の
こ
う
し
た
対
応
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
村
方
・
非
座
衆
と
の
間

に
不
穏
な
空
気
が
随
伴
す
る
。

　
　
　
（
4
3
）

【史
料
R
】

　
　
　
　
　
覚
書

　
　
一
元
禄
七
戌
年
七
月
十
七
日
大
風
二
而
大
木
吹
た
を
れ
、
氏
神
御
社
つ
ふ
れ
申

　
　
　
候
、
就
其
、
御
社
造
立
仕
候
二
付
、
銀
壱
貫
目
余
之
入
用
二
御
座
候
、
中
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
奉
）

　
　
　

ノ
鹸
銀
曾
而
無
御
座
候
故
、
光
徳
寺
御
達
加
銀
ノ
内
、
銀
五
百
目
借
用
い
た

　
　
　

し
相
残
ル
分
、
中
間
ノ
借
銀
二
有
之
候
、
連
々
作
相
ヲ
以
相
済
可
申
と
存
候

　
　
　

へ
共
、
近
年
不
作
二
て
中
々
返
弁
難
成
、
就
其
、
上
六
人
相
談
い
た
し
元
禄

　
　
　
十
三
辰
年
牛
田
弐
ケ
所
ノ
田
地
銀
六
百
七
拾
目
二
責
沸
申
候
、
然
共
、
銀
四

　
　
　
百

目
余
有
之
候
、
此
残
銀
ハ
随
分
相
残
ル
作
相
を
以
、
相
済
可
申
候
事

　
　
　
右
之

通
、
上
六
人
相
談
二
て
牛
田
弐
ケ
所
ノ
田
地
責
沸
借
銀
内
沸
い
た
し
候

　
　
　

故
、
為
後
代
中
間
書
如
件

　
　
　
　
　

元
禄

十
三
年
　
　
　
　
　
　
一
老

　
　
　
　
　
　
　
　
　
辰

十
二
月
廿
一
日
　
　
　
玄
秀
㊥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
老

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
右
衛
門
㊥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
甚
右
衛
門
㊥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
善
兵
衛
⑳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
茂
左
衛
門
㊥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
郎
兵
衛
㊥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
次
兵
衛
㊥

　

こ
れ
は
、
牛
頭
天
王
社
修
復
の
た
め
に
借
り
て
い
た
銀
を
返
済
す
る
目
的
で
、
長

男
衆
が
管
理
し
て
い
る
田
地
を
売
り
払
う
こ
と
を
決
定
し
た
、
一
七
〇
〇
（
元
禄
一

三
）
年
の
定
書
で
あ
る
。

　

こ
の
文
書
は
、
「
上
六
人
相
談
」
に
よ
り
決
定
し
た
長
男
衆
の
意
思
を
示
し
た
も

の

で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
に
、
庄
屋
が
連
印
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
庄
屋
佐

次
兵
衛
は
、
確
か
に
長
男
衆
の
一
員
で
あ
る
（
こ
の
年
、
八
老
。
表
4
の
一
二
番
）
。

し
か
し
、
こ
の
連
印
は
長
男
衆
と
し
て
の
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
一
老
玄

秀
か

ら
六
老
八
郎
兵
衛
ま
で
で
六
人
衆
の
連
印
は
済
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
佐
次

兵
衛
は
、
庄
屋
と
し
て
印
を
捺
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
一
七
〇
四
（
元
禄
一
七
）
年
の
前
掲
史
料
0
で
も
同
様
で
あ
る
。

史
料
0
も
長
男
衆
の
田
地
売
買
に
関
す
る
定
書
で
あ
り
、
同
じ
く
庄
屋
佐
次
兵
衛
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

連
印
が
あ
る
。
長
男
衆
と
し
て
は
一
老
玄
秀
か
ら
五
老
茂
左
衛
門
の
連
印
が
あ
る
。

こ
の
年
の
佐
次
兵
衛
の
薦
次
は
七
老
で
あ
る
。
六
老
の
八
郎
兵
衛
の
連
印
が
な
い
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

こ
れ
は
田
地
を
買
い
取
っ
た
の
が
八
郎
兵
衛
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
六
人
衆
の
う

ち
に
支
障
が
あ
る
場
合
は
残
り
の
六
人
衆
の
署
判
だ
け
で
す
ま
し
て
い
る
例
（
前
掲

の

史
料
C
な
ど
）
が
あ
る
の
で
、
佐
次
兵
衛
の
連
印
は
庄
屋
の
立
場
に
よ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

問
題
は
、
史
料
O
・
R
い
ず
れ
も
「
長
男
中
間
」
の
掟
書
・
覚
書
で
あ
る
と
い
う

点
で
あ
る
。
こ
れ
に
庄
屋
の
連
印
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
を
意
味
す
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
田
地
は
、
い
ず
れ
も
長
男
衆
が
管
轄
し
て
い

る
新
福
寺
田
地
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
来
こ
れ
に
村
方
の
庄
屋
が
介
入
す
る
こ

と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、
こ
れ
は
長
男
衆
中
間
の
「
掟
書
」
な
の
で
あ

る
。
文
書
の
あ
り
か
た
か
ら
し
て
も
、
本
来
、
庄
屋
の
署
判
は
必
要
の
な
い
性
質
の

も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
こ
の
時
期
に
な
っ
て
、
村
方
の
庄
屋

が
長
男
衆
の
田
地
管
理
に
何
ら
か
の
関
与
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
み
る
し
か
な
い

で

あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
次
の
史
料
が
問
題
と
な
る
。

142



薗部寿樹［中近世村落における宮座の変質と再編］

　
　
（
4
6
）

【史
料
S
】

　
　
一
札
之
事

一
薬
師
堂
屋
敷
　
牛
頭
天
王
之
宮
地
座
衆
支
配
之
所
、
拙
僧
数
年
借
住
仕
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
観
、
以
下
同
じ
）

右
境
内
二
壱
間
半
四
方
之
勧
音
堂
建
立
仕
候
得
共
、
自
力
二
難
成
、
瓦
葺
上

ケ
候
事
、
年
月
送
り
候
、
然
虚
、
此
度
長
男
中
助
力
を
以
、
瓦
葺
上
ケ
毎
年

之
願
望
成
就
、
大
悦
二
存
候
、
明
神
様
薬
師
様
江
為
法
楽
建
立
仕
候
得
者
、

　
　
　

薬
師
堂
同
前
長
男
衆
可
為
支
配
候
、
万
一
村
方
と
不
和
二
而
我
等
弟
子
等
當

　
　
　
庵
立
退
候
共
、
勧
音
堂
拙
僧
建
立
致
候
得
者
、
こ
ぼ
ち
可
取
な
と
・
申
儀
、

　
　
　
少
茂
有
之
間
敷
候
、
為
後
讃
、
一
札
伍
而
如
件

　
　
　
　
　
元

文
三
年
伐
正
月
　
　
　
恵
称
圃

　
　
　
　
　
　
　

宮
座
長
男
中
参

　
一
七
三
八
（
元
文
三
）
年
、
長
男
衆
支
配
の
土
地
に
建
て
た
観
音
堂
を
め
ぐ
っ
て

住
僧
恵
称
ら
と
村
方
と
が
対
立
し
、
退
去
し
て
も
観
音
堂
を
破
壊
す
る
な
ど
と
は
決

し
て
言
わ
な
い
と
誓
っ
て
、
恵
称
が
長
男
中
に
だ
し
た
一
札
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

「牛
頭
天
王
之
宮
地
座
衆
支
配
之
所
」
に
あ
る
、
同
じ
く
「
長
男
衆
可
為
支
配
」
観

音

堂
な
の
で
あ
る
。
「
村
方
と
不
和
」
に
な
っ
て
退
去
す
る
住
僧
が
「
観
音
堂
を
破

壊
す
る
」
と
発
言
す
る
こ
と
が
、
ど
う
し
て
問
題
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
こ
と
を
整
合
的
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
次
の
二
つ
の
点
を
確
認
す
る
必
要

が
あ
ろ
う
。
ひ
と
つ
は
、
「
長
男
衆
支
配
」
の
土
地
で
あ
っ
て
も
、
も
は
や
長
男
衆

が
独
自
に
差
配
で
き
ず
、
村
方
の
関
与
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
な
長
男
衆
の
田
地
に
庄
屋
が
関
与
し
て
い
た
こ
と
と
合
致

す
る
。

　
も
う
ひ
と
つ
は
、
長
男
衆
と
村
方
と
が
対
立
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
村
方

と
対
立
し
て
退
去
す
る
住
僧
の
発
言
を
長
男
衆
が
規
制
す
る
の
は
、
こ
の
発
言
が
長

男
衆
に
不
利
に
働
く
、
逆
に
い
え
ば
村
方
に
有
利
に
働
く
こ
と
を
危
惧
し
て
い
る
た

め

で

あ
ろ
う
。
具
体
的
に
は
、
退
去
す
る
住
僧
の
「
観
音
堂
を
破
壊
す
る
」
と
い
う

捨
て

ぜ
り
ふ
が
言
質
と
な
っ
て
村
方
に
利
用
さ
れ
、
長
男
衆
支
配
の
観
音
堂
が
つ
ぶ

さ
れ
か
ね
な
い
状
況
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
次
の
史
料

に
あ
る
記
載
は
、
見
逃
せ
な
い
。

　
　
　
（
4
7
）

【史
料
T
】

　
　
　
（
表
紙
）

　
　

「　
明
和
九
年

　
　
　
算
用
帳

　
　
　
　
辰
霜
月
五
日
」

　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
　
（
付
箋
）

　
　
「
　
（
中
略
）

　
　
　
一
銀
弐
百
目
　
巳
十
一
月
五
日
さ
ん
用
江
書
出
ス

　
　
　
右
ハ
出
入
二
付
入
用
、
宮
屋
へ
備
申
候
二
奉
納
物
、
三
ケ
田
請
弁
備
候
」

　
　
　
　
（
中
略
）

へ
弥
兵
衛
（
中
略
）

　
　
七
拾
四
匁
■
■
九
り
出
入
二
付
入
用
仕
か
へ

　

弐
口
合
百
四
拾
八
匁
壱
分
六
り

　
　

内
四
拾
九
匁
四
分
廿
三
日
渡
ス
　
（
下
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
　
　
　
　
　
　
　
※
　
　
　
　
　
　
　
※

　
　
　
（
4
8
）

【史
料
u
】

　
　
　
（
表
紙
）

　

　
「
安
永
五
年

　
　

算
用
帳

　
　
　

申
十
二
月
五
日
」

　
　
　
　
（
中
略
）

　

〆
弐
百
八
匁
弐
分
九
厘

　
　
　

内
弐
百
匁
口

右
ハ
宮
出
入
二
付
字
い
を
と
田
地
甚
右
衛
門
殿
へ
年
切
二
責
沸
置
申
候
処
、
酉

　

ノ
三
月
二
銀
子
渡
受
戻
シ
申
候

　
残
八
匁
弐
分
九
厘
過
か
し

史
料
T
・
U
は
そ
れ
ぞ
れ
一
七
七
一
一
（明
和
九
）
年
・
一
七
七
六
（
安
永
五
）
年
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の

長

男
衆
の
算
用
帳
で
あ
る
。
史
料
T
に
は
「
出
入
二
付
入
用
」
と
い
う
記
載
が
二

箇
所
あ
る
。
長
男
衆
の
「
出
入
」
す
な
わ
ち
紛
争
・
訴
訟
に
必
要
な
費
用
が
計
上
さ

れ
て

い

る
。
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
は
、
銀
二
〇
〇
目
を
「
出
入
」
の
費
用
な
ど
に
充

て

て

い

る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
銀
七
四
匁
余
を
「
出
入
」
の
費
用
と
し
て
弥
兵
衛
が

長
男
衆
に
立
て
替
え
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
史
料
U
で
は
、
「
宮
出
入
」
の
た
め
甚
右
衛
門
へ
「
年
切
二
責
沸
」
す
な
わ
ち
年

紀
売
し
た
長
男
衆
の
「
字
い
を
と
田
地
」
を
銀
二
〇
〇
匁
余
で
請
け
戻
し
て
い
る
。

こ
れ
が
本
銀
返
し
で
あ
れ
ば
、
こ
の
宮
出
入
の
入
用
額
も
銀
二
〇
〇
匁
余
で
あ
っ
た

ろ
う
。

　

こ
の
「
出
入
」
・
「
宮
出
入
」
の
相
手
が
何
者
か
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
し
、
こ
れ

に
該
当
す
る
訴
訟
関
係
の
文
書
も
服
部
神
楽
講
文
書
に
は
伝
来
し
て
い
な
い
。
し
た

が
っ

て
、
こ
の
出
入
を
直
接
に
知
る
手
が
か
り
は
服
部
神
楽
講
文
書
に
は
な
い
。
し

か

し
、
推
測
は
可
能
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
前
に
み
た
長
男
衆
田
地
に
対
す
る
庄
屋
の
関
与
と
い
う
状
況
や
史
料
S
に

み

ら
れ
る
よ
う
な
村
方
と
の
出
入
勃
発
に
備
え
て
い
る
長
男
衆
の
姿
勢
か
ら
み
て
、

こ
の
（
宮
）
出
入
の
相
手
は
村
方
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

　

ま
た
、
こ
の
（
宮
）
出
入
の
結
末
は
、
長
男
衆
の
敗
退
に
終
わ
っ
た
可
能
性
が
高

い
。
こ
れ
は
、
こ
の
出
入
関
係
の
文
書
が
服
部
神
楽
講
文
書
の
な
か
に
残
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
か
ら
推
測
さ
れ
る
。

　
以
上
の

二

つ
の

可
能
性
に
つ
い
て
、
有
力
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
次
の
史

料

V
・
W
で
あ
る
。

　
　
　
（
4
9
）

【史
料
V
】

　
　
　
（
包
紙
）

　
　

「
上
　
　
　
　
　
　
　
　
和
刀
朋
平
群
郡
服
部
村
百
姓

　
　
　
　
返
答
書
奉
差
上
候
　
　
立
田
座
十
弐
軒
之
　
惣
代
」

　
　
　
　

返
答
書
奉
差
上
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

服
部
村
百
姓
立
田
座
十
弐
軒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
惣
代

一
先
達
而
村
方
百
姓
6
御
願
申
上
候
田
地
之
儀
ハ
、
先
比
十
弐
軒
6
御
願
申
上

候
通
り
申
訳
二
而
御
座
候
、
然
ル
処
、
當
五
月
二
別
紙
之
通
追
願
仕
候
二
付
、

右
願
之
返
答
仕
候
様
、
被
仰
付
候
二
付
、
奉
言
上
候

一
田
地
之
分
、
半
畝
も
不
残
村
方
へ
差
出
候
得
者
、
立
田
座
一
向
に
相
立
不
申

候
、
其
上
立
田
座
不
相
立
候
共
、
田
地
不
残
差
出
候
様
申
候
得
者
、
願
方
と

　
十
弐
軒
惣
代
之
私
共
と
封
決
被
仰
付
可
被
下
候

一
且
又
言
語
毎
度
相
逡
と
申
上
候
得
共
、
何
も
私
共
二
言
葉
之
遠
仕
候
事
、
終

　
二
無
御
座
候

右
之
通
り
之
訳
合
二
而
御
座
候
故
、
田
地
之
分
村
方
へ
差
出
可
申
筋
ハ
無
御
座

候
、
右
田
地
之
儀
ハ
御
殿
之
営
次
第
如
何
ケ
様
こ
も
相
納
り
候
様
、
尚
立
田
座

相
立
候
様
、
可
然
様
被
仰
付
可
被
下
候
ハ
・
、
難
有
可
奉
存
候
、
以
上

　
　
寛
政
元
年
　
　
　
　
　
　
服
部
村
百
姓
之
内

　
　
　
　
酉
六
月
　
　
　
　
　
立
田
座
十
弐
軒
之
惣
代

　
　
御
殿

　
　
　
御
役
人
中
様

　
一
七
八
九
（
寛
政
元
）
年
、
「
立
田
座
十
弐
軒
」
は
、
「
村
方
百
姓
」
に
よ
っ
て
「
田

地
之
分
、
半
畝
も
不
残
村
方
へ
差
出
候
」
よ
う
に
迫
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ

で

は
「
立
田
座
一
向
に
相
立
不
申
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
せ
め
て
「
願
方
と

十
弐
軒
惣
代
之
私
共
と
封
決
」
す
る
の
を
認
め
て
ほ
し
い
と
領
主
に
嘆
願
し
て
い
る

の

で

あ
る
。
こ
の
「
立
田
座
十
弐
軒
」
が
一
二
人
長
男
衆
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
長
男
衆
の
す
べ
て
の
田
地
が
村
方
に
奪
わ
れ
る
と
宮
座
が
立
ち
行
か

な
い
と
歎
い
て
い
る
。
注
意
す
べ
き
は
村
方
の
言
い
分
の
当
否
に
つ
い
て
は
具
体
的

に
は
何
も
言
わ
ず
、
た
だ
村
方
と
正
規
の
相
論
（
「
封
決
」
）
を
や
ら
せ
て
ほ
し
い
と

だ
け
言
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
長
男
衆
の
田
地
の
う
ち
若
干
は
せ
め
て
手

許
に
残
し
て
お
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
相
当
数
の
田
地
を
村
方
に
渡
す
こ
と
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に
つ
い
て
は
既
に
覚
悟
し
て
い
る
態
度
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
村
方
と
の
係
争
は
こ
れ
以
前
か
ら
続
い
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
情
勢
は
も
は
や
村
方
の
有
利
を
長
男
衆
が
否
定
で
き
な
い
程
度
に
ま
で
な
っ
て

き
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
村
方
と
相
論
を
や
ら
せ
て
ほ
し
い
と
い
う

長
男
衆
の
言
い
分
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
は
正
規
の
訴
訟
に
出
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
た
ぶ
ん
内
済
の
よ
う
な
形
で
村
方
有
利
の
方
向
に
進
ん
で
い
た
も

の

と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
長
男
衆
は
、
正
規
の
訴
訟
に
も
ち
こ
み
、
領
主
の
温
情
な

ど
に
す
が
っ
て
少
し
は
長
男
衆
に
有
利
な
方
向
に
戻
そ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
史
料
V
の
十
数
年
前
の
史
料
T
・
U
に
み
ら
れ
る
「
出

入
」
は
、
長
男
衆
と
村
方
と
の
争
い
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
出

入
」
の
入
用
は
、
内
済
か
ま
た
は
そ
れ
以
前
の
段
階
で
か
か
る
経
費
か
、
正
規
の
相

論

に
持
ち
込
む
た
め
の
準
備
工
作
費
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
「
出
入
」
や
「
封
決
」
の
結
果
は
、
ど
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
史
料
V
の
記
載
だ
け
で
も
明
ら
か
な
感
じ
が
す
る
が
、
史
料
W
を
み
て
み
よ
う
。

　
　
　
（
5
0
）

【史
料
W
】

　
　
　
　

（前
略
）

　
　
　
神
田
高
畝
歩
覚

　
　
字
ざ
い
じ
奥
富
村
領

　
　
一
中
田
壱
反
四
畝
歩
　
　
高
弐
石
壱
斗

　
　
字
沖
ノ
高
田
右
同
断

　
　
一
下
々
田
八
畝
四
歩
　
　
高
八
斗
壱
升
三
合
五
勺

　
　
字
同
所
同
断

　
　
一
下
畑
九
畝
弐
拾
七
歩
　
高
九
斗
七
升

　
　
字
北
と
の
田
法
隆
寺
村
領

　
　
一
下
々
畑
五
畝
歩
　
　
　
高
四
斗
七
升
五
合

　
　
字
右
同
所
同
断

　
　
一
下
々
田
五
畝
九
歩
　
　
高
五
斗
五
升
七
合

　
　
字
牛
田
当
村
御
寺
領

　
　
一
上
田
六
畝
弐
拾
七
歩
　
高
壱
石
八
斗
九
合

字
い
を
ど
同
断

一
上

田
　
　
　
　
　
　
高
九
斗
四
升
五
合

　
　
（
中
略
）

　
御
料

　
　
　
　
村
方
一
同
和
談
為
取
替
証
文
之
蔓

　
御
寺
領

一
当
村
氏
神
井
御
供
所
新
福
寺
右
寺
社
付
修
覆
田
地
支
配
取
斗
ひ
方
之
義
二
付
、

　
御
料

　
　
　
　
百
姓
中
彼
是
申
出
故
障
出
来
候
所
、
双
方
御
地
頭
様
6
被
為
御
心
添
、

　
御
寺
領

　
　
　
御
料

　
　
　
　
　
　
と
相
分
り
候
得
共
、
元
来
一
村
之
村
方
二
候
得
ハ
、
穏
二
対
談

何
分

　
　
　
御
寺
領

　
済
仕
候
様
、
重
々
御
苦
労
被
為
成
下
、
難
有
可
奉
存
候
、
依
之
双
方
一
同
得

　
心
之

上
、
和
談
相
調
候
訳
、
左
二
書
記
し
為
取
替
置
申
候

一
氏
神
井
御
供
所
新
福
寺
右
寺
社
天
明
年
中
δ
神
事
祭
礼
之
営
、
其
外
年
中
萬

端
之
義
御
料

　
　
　
　
　
　

村
役
人
方
二
而
取
斗
ひ
世
話
致
候
得
共
、
此
度
一
同
申
談
シ

　
　
　

御
寺
領

之

上
、
向
後
之
所
右
寺
社
井
右
寺
社
付
之
修
覆
田
地
其
外
年
中
諸
事
之
義
、

双
方
村
役
人
両
人
ツ
・
井
五
人
組
拾
壱
組
之
内
δ
壱
人
宛
罷
出
、
都
合
十
五

人
立
会
右
支
配
可
仕
候
夏

　

但
シ
五
人
組
之
内
、
組
子
少
々
増
減
有
之
候
共
、
右
壱
組
之
内
6
壱
人
宛

　

罷
出
可
申
候

一
九

月
神
事
其
外
年
中
神
供
調
進
之
品
、
毎
年
惣
氏
子
之
内
代
る
く
両
人

ツ
・
当
家
玉
く
じ
二
而
相
定
置
、
其
人
躰
6
取
営
可
申
事

　

但
シ
当
年
之
当
家
前
々
二
相
定
置
、
若
当
年
之
当
家
故
障
出
来
候
ハ
・
、

　

翌
年
之
当
家
之
者
ふ
り
替
り
二
而
差
つ
か
へ
無
之
様
二
相
勤
可
申
候
事

　

（中
略
）

寛
政

十
二
年
　
　
　
　
平
群
郡
服
部
村

　

申
閏
四
月
　
　
　
　
　
御
寺
領
方
庄
屋
　
杢
左
衛
門
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
寄
　
小
兵
衛
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
断
　
利
兵
衛
　
印
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百
姓
惣
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭
　
清
九
郎
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
断
　
元
次
郎
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
断
　
吉
兵
衛
　
印

　
　
　
同
村
御
料
方

　
　
　
　
　
村
役
人
中

　
史
料
W
は
、
一
八
〇
〇
（
寛
政
一
二
）
年
に
氏
神
田
地
な
ど
を
め
ぐ
る
天
領
方
村

役
人

と
寺
領
（
園
城
寺
円
満
院
領
）
村
役
人
と
の
争
論
を
和
談
で
収
め
た
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
村
方
と
長
男
衆
の
相
論
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

　
天

領
・
寺
領
双
方
の
村
役
人
和
談
の
結
果
は
、
氏
神
田
地
へ
の
支
配
に
つ
い
て

「
双
方
村
役
人
両
人
ツ
・
井
五
人
組
拾
壱
組
之
内
6
壱
人
宛
罷
出
、
都
合
十
五
人
立

会
右
支
配
可
仕
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
氏
神
田
地
は
天
領
・
寺
領

村
役
人
四
人
と
各
五
人
組
代
表
一
一
人
の
一
五
人
合
議
の
支
配
下
に
お
か
れ
て
い
る

と
い
う
。
こ
こ
に
、
長
男
衆
の
姿
は
全
く
な
い
。
和
談
書
の
冒
頭
に
、
こ
れ
ま
で
新

福
寺
算
用
帳
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
た
田
地
の
リ
ス
ト
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
も
、
象

徴
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
村
方
と
長
男
衆
の
相
論
は
完
全
に
村
方
の
勝
利
に
終
わ

り
、
今
度
は
そ
の
果
実
を
天
領
・
寺
領
双
方
の
村
方
が
争
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
前
述
の
「
出
入
」
・
「
封
決
」
の
結
果
は
や
は
り
長
男
衆
の
敗
退
な
の

で
あ
る
。

　
村
方
と
の
出
入
に
敗
れ
た
長
男
衆
の
文
書
の
な
か
に
は
、
史
料
V
を
除
い
て
、
こ

の
争
い
を
示
す
も
の
が
残
さ
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
新
福
寺
氏
神
田
地
は
、
史
料

V
が
嘆
息
し
て
い
る
よ
う
に
、
長
男
衆
の
生
命
線
な
の
で
あ
る
。
ふ
り
か
え
れ
ば
、

一
七
〇
〇
・
一
七
〇
四
年
に
長
男
衆
の
田
地
に
庄
屋
が
関
与
し
て
い
た
（
史
料
0
・

R
）
。
そ
れ
か
ら
ほ
ぼ
一
世
紀
。
こ
の
間
、
長
男
衆
の
田
地
を
め
ぐ
っ
て
、
長
男
衆

と
村
方
と
の
激
し
い
綱
引
き
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
史
料
W
に
は
、
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
記
述
が
あ
る
。
そ
の
記
載
を
も

う
一
度
抜
き
出
す
。

　
　
一
氏
神
井
御
供
所
新
福
寺
右
寺
社
天
明
年
中
6
神
事
祭
礼
之
営
、
其
外
年
中
万

　
　
　端
之
義
御
料

　
　
　
　
　
　
　
　

村
役
人
方
二
而
取
斗
ひ
世
話
致
候

　
　
　
　
　

御
寺
領

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
天
明
年
中
（
一
七
八
一
～
八
九
年
）
か
ら
氏
神
牛
頭
天
王
社
及

び
新
福
寺
の
神
事
祭
礼
そ
の
他
す
べ
て
を
村
役
人
が
取
り
計
ら
っ
て
い
る
と
い
う
の

で
あ
る
。
天
明
年
中
と
い
え
ば
、
一
七
七
二
（
明
和
九
）
年
・
一
七
七
六
（
安
永
五
）

年
の
「
（
宮
）
出
入
」
（
史
料
T
・
U
）
の
一
〇
年
余
の
ち
で
あ
る
。
ま
た
一
七
八
九

（寛
政
元
）
年
「
立
田
座
十
弐
軒
」
の
嘆
願
は
天
明
年
中
の
直
後
に
あ
た
る
。

　
一
八
世
紀
後
期
、
一
連
の
争
論
に
よ
っ
て
、
長
男
衆
田
地
の
み
な
ら
ず
、
氏
神
牛

頭
天
王
社
及
び
新
福
寺
全
般
の
主
導
権
も
、
村
方
が
掌
握
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。

　
（
2
）
神
楽
講
へ
の
転
換
（
一
九
世
紀
前
期
）

　
と
こ
ろ
で
、
服
部
村
宮
座
の
算
用
帳
は
、
一
七
二
四
（
享
保
九
）
年
以
来
、
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

て

「新
福
寺
算
用
帳
」
と
題
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
一
七
五
一
（
寛
延
四
）
年
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

ら
た
だ
「
算
用
帳
」
と
題
さ
れ
た
文
書
が
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
し
て
一
七
八
一
（
天
明

元
）
年
を
最
後
に
、
宮
座
の
算
用
帳
の
表
題
か
ら
「
新
福
寺
」
の
名
が
ま
っ
た
く
消

え
る
。
一
八
世
紀
後
期
に
「
新
福
寺
算
用
帳
」
か
ら
単
な
る
「
算
用
帳
」
に
か
わ
っ

た
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
牛
頭
天
王
社
と
の
関
係
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
前
述
の
通
り
、
中
世
・
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

五
世
紀
初
頭
で

は
、
「
服
新
福
寺
」
の
「
社
宮
牛
頭
天
王
」
と
さ
れ
て
い
た
。
牛
頭

天
王
社

は
、
も
と
も
と
新
福
寺
に
附
属
す
る
施
設
だ
っ
た
。
一
七
二
四
（
享
保
九
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

年
の
文
書
に
も
、
「
新
福
寺
氏
神
牛
頭
天
王
し
や
」
と
あ
る
。
近
世
に
は
い
っ
て
も
、

新
福
寺
が
主
で
牛
頭
天
王
社
が
従
と
い
う
関
係
は
か
わ
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
一
八
世
紀
中
期
に
変
化
が
み
え
は
じ
め
る
。
前
掲
の
史
料
S
を
も
う

一
度
み
て
み
よ
う
。
こ
れ
に
は
、
「
薬
師
堂
屋
敷
　
牛
頭
天
王
之
宮
地
座
衆
支
配
之

所
」
や
「
明
神
様
薬
師
様
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
。
「
薬
師
堂
屋
敷
」
と
は
、
薬
師

如
来
（
「
薬
師
様
」
）
を
本
尊
と
す
る
新
福
寺
ま
た
は
そ
の
本
堂
を
さ
し
て
い
る
。
一
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方
、
「
明
神
様
」
は
文
脈
か
ら
「
牛
頭
天
王
之
宮
」
の
主
神
を
さ
し
て
い
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。

　

ま
ず
「
薬
師
堂
屋
敷
」
と
「
牛
頭
天
王
之
宮
地
」
と
が
併
記
さ
れ
、
い
ず
れ
も
「
座

衆
支
配
之
所
」
と
さ
れ
て
い
る
。
新
福
寺
と
牛
頭
天
王
社
の
境
内
を
別
個
に
並
列
し

て

記

し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
さ
ら
に
こ
の
後
で
「
明
神
様
薬
師
様
」
と
新

福
寺
の
本
尊
よ
り
牛
頭
天
王
社
の
主
神
を
先
に
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
新

福
寺
観
音
堂
の
住
僧
の
言
葉
で
あ
る
点
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
記
載
の
あ
り
か
た
は

従
来
の
新
福
寺
と
牛
頭
天
王
社
と
の
関
係
が
逆
転
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

こ
れ
と
同
時
に
、
も
う
ひ
と
つ
注
目
す
べ
き
変
化
が
お
こ
っ
て
い
た
。
い
ま
い
ち

ど
史
料
S
に
も
ど
る
。
前
に
ふ
れ
た
史
料
S
の
本
文
中
の
「
長
男
中
」
や
宛
名
「
宮

座
長

男
中
参
」
が
、
実
は
服
部
村
宮
座
が
「
長
男
（
衆
）
」
を
称
し
た
最
後
の
例
な

の

で

あ
る
。
史
料
S
の
一
七
三
八
（
元
文
三
）
年
を
最
後
に
服
部
村
宮
座
は
長
男
衆

と
い
う
呼
称
を
捨
て
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
長
男
衆
の
呼
称
に
か
わ
っ
て
登
場
し
た
の
が
、
「
宮
座
」
の
呼
称
で
あ
る
。

史
料
上
、
一
八
世
紀
以
前
で
は
、
服
部
（
村
）
の
座
や
結
衆
・
長
男
衆
を
「
宮
座
」

と
は
呼
ん
で
い
な
か
っ
た
。
服
部
村
の
座
・
長
男
衆
を
宮
座
と
称
し
た
は
じ
め
て
の

例

が
、
や
は
り
史
料
S
な
の
で
あ
る
。
史
料
S
の
宛
名
「
宮
座
長
男
中
参
」
が
、
そ

れ
で

あ
る
。
そ
の
後
、
一
七
七
二
（
明
和
九
）
年
（
史
料
P
）
や
一
七
七
五
（
安
永

四
）
年
（
史
料
N
）
の
文
書
な
ど
に
も
引
き
続
き
宮
座
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
一
八
世
紀
後
期
、
新
福
寺
の
長
男
衆
か
ら
牛
頭
天
王
社
の
宮
座
へ
と
か
わ
っ
て

い
っ

た
。
そ
し
て
こ
の
「
宮
座
」
の
呼
称
が
固
定
す
る
か
に
み
え
た
が
、
こ
の
後
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

ぐ
、
一
八
一
六
（
文
化
一
三
）
年
に
「
座
衆
講
」
と
い
う
呼
称
が
用
い
ら
れ
る
。
さ

ら
に
そ
の
直
後
の
一
八
二
〇
（
文
政
三
）
年
、
「
神
楽
講
」
の
呼
称
が
は
じ
め
て
使

　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
呼
称
は
、
こ
れ
以
後
一
貫
し
て
用
い
ら
れ
、
現
在
の
神
楽

講

（
一
二
軒
）
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　
一
八
世
紀
後
期
に
は
じ
ま
っ
た
新
福
寺
の
長
男
衆
か
ら
牛
頭
天
王
社
の
宮
座
へ
の

変
化

は
、
「
九
世
紀
前
期
に
神
楽
講
と
な
る
こ
と
に
帰
結
し
た
。
一
八
世
紀
後
期
か

ら
一
九
世
紀
前
期
に
か
け
て
の
長
男
衆
再
編
の
結
果
が
、
神
楽
講
の
成
立
な
の
で
あ

る
。

　

そ
れ
で
は
、
神
楽
講
へ
の
転
換
の
背
景
や
そ
の
意
味
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

れ

を
解
く
鍵
は
、
服
部
村
宮
座
と
村
方
と
の
対
立
関
係
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ

で
、
史
料
X
を
み
た
い
。

　
　
　
（
5
7
）

【史
料
X
】

　
　

納
亥
御
年
貢
銀
受
取
之
事

　
　
画
（
印
文
）
「
法
隆
寺
村
」

　
　
天
保
十
年
　
庄
屋
武
右
衛
門
㊥

　
　
　

服
部
村
拾
四
人
組
講
田

　
　

高
壱
石
弐
斗
六
舛
六
合
　
百
方

　
　
　

此
銀
五
拾
弐
匁
弐
分
九
厘

　
　
七

分
弐
り
ん
　
初
上
納
過
り
上

　
　
（
割
印
）
壱
朱
壱
両

　
　
　
　
　
　
　
　

十
月
四
日
上

　
　
　
代
六
拾

目
六
分
　
小
兵
衛
6

　
　
拾
八
匁
壱
分

　
　
　
去
戌
年
石
代
銀
御
下
銀
燵
上

　
　
差
引
廿
七
匁
六
分
三
り
過

　
　
　
九

人
組
講
田
へ
振
上

　
　
画

（印
文
）
「
右
皆
済
」

　
史
料
X
は
、
服
部
村
神
楽
講
中
御
年
貢
銀
受
取
通
帳
の
う
ち
、
一
八
三
九
（
天
保

一
〇
）
年
分
の
受
取
状
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
「
服
部
村
拾
四
人
組

講
」
と
「
九
人
組
講
」
の
存
在
で
あ
る
。
一
八
二
〇
（
文
政
三
）
年
か
ら
拾
四
人
組

講
が
史
料
X
に
み
え
だ
し
、
こ
の
一
八
三
九
（
天
保
一
〇
）
年
に
は
じ
め
て
九
人
組

講
が
姿
を
み
せ
る
。
こ
の
二
つ
の
講
は
、
一
八
七
〇
（
明
治
三
）
年
ま
で
史
料
に
み

　
（
5
8
）

え
る
。
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表
4
③
を
み
て
み
よ
う
。
こ
の
表
の
最
下
行
に
は
、
文
政
三
年
四
月
三
日
十
二
軒

株
連
印
定
書
（
一
六
二
号
文
書
）
の
連
印
者
一
四
人
を
示
し
て
あ
る
。
「
拾
弐
軒
株

連
印
」
と
称
し
て
い
る
が
、
実
際
に
は
一
四
人
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
同
表
一

八
一
八
（
文
政
元
）
年
の
欄
に
示
し
た
「
惣
座
中
」
が
一
四
人
い
る
の
と
同
じ
で
あ

る
。
座
株
は
一
二
株
だ
が
、
株
を
分
割
す
る
な
ど
し
て
一
四
人
の
長
男
衆
が
座
中
に

い

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
「
服
部
村
拾
四
人
組
講
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
＞

は
、
こ
の
時
期
の
長
男
衆
を
指
す
「
拾
弐
軒
株
」
や
「
拾
弐
軒
株
講
田
衆
中
」
の
こ

と
で
あ
る
。

　
「
拾
四
人
組
講
」
が
本
来
の
長
男
衆
の
座
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
九
人
組
講
」
は
新

し
い
座
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
想
起
し
た
い
の
は
、
長
男
衆
が
一
八
世
紀

後
期
に
二
四
人
か
ら
一
二
人
へ
と
そ
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
を
限
定
し
た
点
で
あ
る
。

こ
の
点
に
、
長
男
衆
と
村
方
と
が
対
立
し
、
そ
の
帰
結
と
し
て
氏
神
牛
頭
天
王
社
・

新
福
寺
に
関
す
る
主
導
権
を
村
方
が
掌
握
し
た
こ
と
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
、
こ
の

「九
人

組
講
」
は
、
長
男
衆
か
ら
排
除
さ
れ
た
村
方
の
非
座
衆
が
結
成
し
た
新
し
い

座
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
服
部
素
菱
鳴
神
社
の
ケ
イ
チ
ン
講
は
、
九
人
組
講
の
後
身
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ケ

イ
チ
ン
講
が
所
蔵
す
る
最
も
古
い
文
書
が
、
寛
政
一
二
年
四
月
明
神
新
福
寺
年
中
営

方
定
書
帳
で
あ
る
（
前
掲
注
6
）
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
と
同
じ
文
書
が
庄
屋
で
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

福
貴
田
家
に
も
伝
来
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

史
料
W
の
別
の
箇
所
に
は
、

　
　
一
右
寺
社
什
物
帳
面
箱
推
置
、
毎
年
当
家
廻
り
預
ケ
可
申
候
、
尤
箱
之
鍵
氏
神

　
　
　
御
殿
之
鍵
井
新
福
寺
宗
旨
印
形
者
、
双
方
村
役
人
方
へ
壱
ケ
年
替
り
二
預
り

　
　
　

置
可
申
候
蔓

と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ケ
イ
チ
ン
講
の
文
書
箱
の
蓋
裏
に
は
、
次
の
よ
う
な
記

載
が
あ
る
。

　
　

右
寛
政
十
二
年
申
十
二
月
6
作
り
箱
二
入
置
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

當
村
氏
子
中

　
史
料
W
が
寛
政
一
二
年
の
文
書
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
ケ
イ
チ
ン
講
の
文

書
箱
が
史
料
W
に
あ
る
村
方
の
「
寺
社
什
物
帳
面
箱
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ

の

こ
と
か
ら
ケ
イ
チ
ン
講
が
村
方
の
力
を
背
景
と
し
た
新
座
の
後
身
で
あ
る
こ
と
は

ま
ず
間
違
い
な
い
と
い
え
よ
う
。

　
以
上

の

点
か
ら
み
て
、
新
座
の
結
成
と
村
方
と
は
密
接
な
関
連
が
あ
っ
た
こ
と
が

う
か
が
え
よ
う
。
長
男
衆
と
村
方
の
対
立
の
結
果
、
二
座
体
制
が
成
立
し
た
の
で
あ

る
。

　
と
こ
ろ
で
史
料
上
に
「
九
人
組
講
」
が
み
え
は
じ
め
た
の
は
、
一
八
三
九
（
天
保

一
〇
）
年
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
九
人
組
講
」
と
一
対
の
形
で
用
い
ら
れ
て
い
る
本

座
の
呼
称

「
拾
四
人
組
講
」
は
一
八
二
〇
（
文
政
三
）
年
か
ら
史
料
上
み
ら
れ
る
。

こ
こ
か
ら
「
拾
四
人
組
講
」
に
対
抗
す
る
「
九
人
組
講
」
は
少
な
く
と
も
一
八
二
〇

年
に
は
成
立
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
一
八
二
〇
年
が
「
神
楽
講
」
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
は
じ
め

た
最
初
の
年
に
相
当
す
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
偶
然
で
は
な
か
ろ
う
。
二
座
体
制

の

形
成
に
と
も
な
っ
て
、
神
楽
講
の
名
称
が
使
わ
れ
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
ど
う
し
て
「
神
楽
講
」
な
の
だ
ろ
う
か
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
神
楽

講
に
か
わ
る
直
前
の
一
八
世
紀
後
期
に
、
新
福
寺
の
長
男
衆
か
ら
牛
頭
天
王
社
の
宮

座
へ
か
わ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
服
部
神
楽
講
文
書
に
は
、
こ
れ
以
前
か
ら
「
宮
座
」
と

い
う
言
葉
が
み
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
一
六
六
一
（
寛
文
元
）
年
を
は
じ
め
と
し
て
、
毎
年
の
よ
う
に
長
男
衆
の
算
用
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

に
は
「
宵
宮
座
」
や
「
夜
宮
座
」
に
つ
い
て
の
記
事
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
「
宵
宮
座
」

と
は
、
何
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
算
用
状
の
ひ
と
つ
を
み
て
み
よ
う
。

　
　
　
（
6
2
〕

【史
料
Y
】

　
　

九

月
十
二
日

　

　
一
弐
匁
　
　
　
　
　
　
三
里
へ
仕
か
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酒
手

　
　
一
四
斗
　
　
　
　
　
　
　
祭
い
と
な
ミ
ノ
下
行
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一
壱
斗
三
舛
五
合
　
　
　
宵
宮
座
餅
米

　

　
一
八
舛
　
　
　
　
　
　
酒
手

　
　
一
七
舛
　
　
　
　
　
　
　
三
里
ノ
餅
米

　

　
一
弐
斗
　
　
　
　
　
　
給

こ
れ
は
一
六
八
三
（
天
和
三
）
年
の
算
用
状
の
一
部
だ
が
、
宵
宮
座
は
九
月
一
二
日

の
行
事
と
さ
れ
て
い
る
。
別
の
算
用
状
に
も
、

　
　
一
弐
匁
五
分
　
九
月
宵
座
ふ
セ
　
橘
院
へ

　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

と
記
さ
れ
て
い
る
。
前
掲
の
史
料
K
に
も
、

　
　
九

月
十
一
日
も
ち
つ
き
、
宵
宮
座
ノ
も
ち
御
供
わ
け

と
あ
っ
た
。
こ
の
九
月
一
一
日
ま
た
は
一
二
日
の
行
事
と
は
、
通
例
九
月
一
三
日
の

「
マ
ツ

リ
」
す
な
わ
ち
三
里
に
よ
る
龍
田
神
社
の
祭
祀
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
後
も
一
七
六
一
（
宝
暦
一
一
）
年
に
は
「
龍
田
明
神
万
人
講
御
講
宮
座
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

呼
ば
れ
て

い

る
し
、
慶
応
年
間
に
も
「
龍
田
宮
座
」
の
呼
称
が
み
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
服
部
村
に
お
い
て
「
宮
座
」
と
は
、
本
来
、
三
里
に
よ
る
龍
田
神
社

祭
祀
及
び
そ
の
祭
祀
組
織
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
「
宮
座
」
と
は
、
龍
田
神
社

の

三
里
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
ま
た
一
七
八
九
（
寛
政
元
）
年
、
服
部
村
宮
座
は
「
立
田
座
十
弐
軒
」
と
も
称
し

　
　
（
6
5
）

て

い

た
。
「
立
田
座
」
と
は
、
文
字
通
り
龍
田
神
社
の
座
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ

れ

ら
の
点
か
ら
、
一
八
世
紀
後
期
に
長
男
衆
の
呼
称
を
捨
て
て
「
宮
座
」
の
呼
称
を

採
用
し
た
の
は
、
龍
田
神
社
の
祭
祀
を
強
く
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
「
神
楽
講
」
と
い
う
呼
称
の
意
味
を
考
え
た
い
。
服
部

神
楽
講
文
書
の
な
か
で
、
龍
田
神
社
に
お
け
る
三
里
の
祭
祀
と
し
て
「
神
楽
」
は
登

場
す
る
。
前
掲
の
史
料
A
（
一
四
一
八
年
）
に
は
、
龍
田
神
社
に
お
け
る
三
里
の
「
八

月
ノ
神
楽
ノ
集
會
」
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
同
じ
史
料
A
の
別
の
箇
所
に

は
、
「
二
季
彼
岸
御
神
楽
」
を
龍
田
「
大
明
神
」
に
奉
納
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

る
。
神
楽
は
、
中
世
、
龍
田
神
社
に
お
け
る
三
里
の
中
核
的
な
行
事
の
ひ
と
つ
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
三
里
神
楽
の
存
在
は
、
近
世
に
も
み
え
る
。
一
入
五
八
（
安
政
五
）
年
の
算

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

用
帳
に
は
、
「
か
ぐ
ら
料
」
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
算
用
帳
に
み
ら
れ
る
当

屋
の
仕
事
に
こ
の
「
か
ぐ
ら
料
」
の
受
取
が
あ
る
が
、
こ
の
当
屋
は
「
龍
田
當
屋
」

な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
神
楽
」
は
龍
田
神
社
・
三
里
と
服
部
村
と
を
つ
な
ぐ
、
象
徴
的
な

行
事
な
の
で
あ
る
。

　

以
上
の

こ
と
か
ら
「
神
楽
講
」
の
神
楽
と
は
、
服
部
村
宮
座
が
五
百
井
・
丹
後
両

村
と
と
も
に
三
里
と
し
て
龍
田
神
社
で
お
こ
な
う
行
事
の
名
称
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
龍
田
神
社
∴
二
里
と
関
係
の
強
い
神
楽
講
と
い
う
名
称
を
用
い

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
想
起
し
た
い
の
が
「
九
人
組
講
」
で
あ

る
。
前
述
し
た
よ
う
に
二
座
体
制
は
少
な
く
と
も
一
八
二
〇
（
文
政
三
）
年
に
は
成

立

し
て
い
た
。
そ
し
て
神
楽
講
の
名
称
が
登
場
し
た
の
も
、
同
年
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
二
座
体
制
と
は
、
本
座
・
新
座
の
融
和
的
な
関
係
で
は
な
い
。
本
座
は
、
村

方
・
新
参
者
を
排
除
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
村
方
は
反
撃
に
で
て
、
と
う
と
う
新
福

寺
・
牛
頭
天
王
社
に
対
す
る
主
導
権
を
握
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
村
方
の
力
を
バ
ッ
ク

に
新
参
者
は
新
し
い
座
を
開
い
た
の
で
あ
る
。
本
座
・
新
座
の
間
に
、
は
げ
し
い
反

目
関
係
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
容
易
に
推
測
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
な
二
座
の
反
目
の
な
か
で
、
本
座
が
「
神
楽
講
」
の
名
称
を
名
乗
っ
た

の

で

あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
農
地
改
革
以
前
は
一
二
軒
神
楽
講
が
立
田
参
り
を
お

こ
な
い
、
三
六
軒
ケ
イ
チ
ン
講
は
立
田
神
社
と
は
関
係
し
て
い
な
か
っ
た
。
本
座
が

神
楽
講
を
名
乗
っ
た
の
は
、
龍
田
社
二
二
里
八
講
の
権
威
を
も
っ
て
、
新
座
に
対
す

る
差
別
を
意
図
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
村
方
に
新
福
寺
・
牛
頭
天

王
社

に
対
す
る
主
導
権
を
握
ら
れ
た
本
座
は
、
わ
ず
か
に
残
さ
れ
た
龍
田
神
社
・
三

里

と
の
関
係
を
前
面
に
押
し
出
す
こ
と
に
よ
り
、
新
座
に
対
す
る
本
座
の
祭
祀
組
織

と
し
て
の
優
越
性
を
誇
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
う
で
あ
れ
ば
、
村
方
と
の
対
立
の
な
か
、
長
男
衆
の
名
を
捨
て
て
、
宮
座
や
立

田
座
を
名
乗
っ
た
こ
と
の
背
景
も
、
神
楽
講
転
換
の
前
史
と
し
て
理
解
で
き
る
。
村
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方
と
の
対
立
の
な
か
で
次
第
に
追
い
込
ま
れ
た
長
男
衆
は
、
龍
田
神
社
二
二
里
と
の

関
係
を
唯
一
の
拠
り
所
と
し
て
宮
座
や
立
田
座
を
名
乗
り
、
新
座
が
で
き
た
段
階
で

龍
田
神
社
の
祭
祀
そ
の
も
の
で
あ
る
「
神
楽
」
の
講
へ
と
転
換
し
た
の
で
あ
る
。
現

在
の
素
菱
鳴
神
社
に
お
い
て
、
龍
田
神
社
と
の
関
係
が
強
い
一
二
軒
神
楽
講
に
対
し

て
、
三
六
軒
が
新
福
寺
・
牛
頭
天
王
社
の
祭
祀
で
あ
る
「
ケ
イ
チ
ン
」
と
い
う
名
称

を
講
名
に
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
転
換
の
痕
を
如
実
に
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
一
八
世
紀
後
期
か
ら
一
九
世
紀
前
期
に
か
け
て
、
服
部
村
宮
座
は
新
福
寺
長
男
衆

か

ら
牛
頭
天
王
社
神
楽
講
へ
と
か
わ
っ
た
。
最
後
に
こ
の
変
化
の
意
味
に
つ
い
て
ふ

れ
て
お
き
た
い
。

　
村
方
と
の
対
立
の
な
か
で
主
導
権
を
奪
わ
れ
た
長
男
衆
は
、
龍
田
神
社
・
三
里
と

の

関
係
を
強
く
押
し
出
し
た
。
一
方
、
新
参
者
は
、
村
方
の
力
を
背
景
に
持
ち
な
が

ら
も
、
本
座
を
開
放
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
別
に
新
座
を
結
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
少
な
く
と
も
長
男
衆
・
本
座
に
と
っ
て
は
、
従
来
か
ら
の
家
格
差
別
を

明
確
に
細
分
化
し
た
に
す
ぎ
ず
、
あ
る
意
味
で
は
そ
の
差
別
を
よ
り
強
く
固
定
化
す

る
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
え
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
本
座
は
自
ら
の
権
威
を
龍
田
神
社
・

三
里
を
盾
に
守
り
抜
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
点
に
お
い
て
、
新
福
寺
長
男
衆
か
ら
牛
頭
天
王
社
神
楽
講
へ
の
変
化
は
、
宮

座
の
本
質
を
変
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
そ
の
本
質
を
あ
ら
わ
に
し
た
も

の

と
い
え
よ
う
。
牛
頭
天
王
社
神
楽
講
は
、
世
俗
的
な
力
は
な
く
な
っ
た
も
の
の
、

祭
祀
組
織
と
し
て
の
権
威
は
維
持
し
た
の
で
あ
る
。
長
男
衆
か
ら
神
楽
講
へ
の
転
換

は
、
い
わ
ば
宮
座
の
再
編
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
と
は
い
え
、
世
俗
的
な
力
を
も
た
な
い
身
分
維
持
組
織
に
ど
れ
ほ
ど
の
社
会
的
強

制
力
が
残
っ
て
い
る
か
。
家
格
制
を
維
持
す
る
権
威
機
構
と
し
て
引
き
続
き
生
き
残

る
べ
く
再
編
さ
れ
た
服
部
神
楽
講
に
は
、
も
う
近
代
の
新
し
い
風
が
吹
き
つ
け
て
い

た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
中
世
・
近
世
村
落
で
「
長
男
」
が
「
お
と
な
」
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
を
、
以
前

　
　
　
　
（
6
7
）

に
指
摘
し
た
。
中
近
世
移
行
期
に
宮
座
が
家
を
単
位
と
す
る
身
分
組
織
に
変
化
し
た

こ
と
を
背
景
と
し
て
、
服
部
（
村
）
の
「
お
と
な
」
は
「
長
人
」
か
ら
「
長
男
」
に

か

わ
っ
た
。
服
部
の
「
長
男
」
は
、
村
落
の
指
導
層
で
あ
る
「
お
と
な
」
と
家
を
代

表
す
る
「
長
子
・
嫡
子
」
と
二
つ
の
意
味
を
も
つ
言
葉
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、

中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
村
落
に
お
け
る
「
長
男
」
を
考
え
る
う
え
で
、
示
唆
的

で
あ
る
。

　

こ
の
「
長
男
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
近
世
の
服
部
村
宮
座
は
、
宮
座
内
外
の
家

格
差

を
維
持
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
た
。
近
世
村
落
に
お
け
る
宮
座
の
特
質
が
家

格
制
の
維
持
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
服
部
村
宮
座
で
も
確
認
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。

　
ま
た
肥
後
和
男
氏
が
提
唱
し
た
「
株
座
・
村
座
」
は
、
こ
の
家
格
制
に
基
づ
く
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

世
宮
座
に
対
す
る
指
標
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
か
つ
て
指
摘
し
た
。
そ
し
て
ま
た
、

「株
座
か

ら
村
座
へ
」
と
い
う
変
化
は
、
宮
座
の
開
放
や
消
滅
を
示
す
指
標
と
し
て
、

現
在
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
服
部
村
宮
座
の
事
例
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
宮
座
成
員
の
拡
充
が
宮
座

の

開
放
で
あ
る
と
ス
ト
レ
ー
ト
に
は
言
い
切
れ
な
い
の
で
あ
る
。
宮
座
内
差
別
が
あ

る
限
り
、
宮
座
成
員
が
増
え
て
も
、
ま
た
村
座
と
な
っ
て
も
、
宮
座
は
家
格
制
に
基

づ
く
身
分
差
別
の
体
制
と
し
て
の
本
質
を
変
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
株
座
か
ら
村
座

へ
と
い
う
変
化
は
、
確
か
に
座
外
の
村
落
民
の
動
向
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の

で

は
あ
る
。
し
か
し
、
外
形
的
に
村
座
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
宮
座
が
開
放
さ
れ
た

と
即
断
す
る
の
は
、
危
険
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

　
以
上
の

点
を
確
認
し
つ
つ
、
今
後
も
中
世
・
近
世
宮
座
の
個
別
的
な
事
例
を
通
し

て
、
村
落
に
お
け
る
宮
座
組
織
に
対
す
る
認
識
を
深
め
て
い
き
た
い
。
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註（↓
　
服
部
神
楽
講
文
書
発
見
の
経
緯
な
ど
に
つ
い
て
は
、
大
宮
守
人
「
応
永
廿
五
年
三
里
条
々

　
　
規
式
等
に
つ
い
て
ー
斑
鳩
町
服
部
神
楽
講
文
書
の
紹
介
と
し
て
ー
」
（
『
奈
良
県
立
民
俗
博
物

　
　
館
研
究
紀
要
』
　
一
五
号
、
一
九
九
七
年
）
に
詳
し
い
。
現
地
の
詳
細
な
状
況
な
ど
に
つ
い
て

　
　
は
、
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
本
集
に
掲
載
の
大
宮
守
人
・
大
宮
守
友
両
氏
の
論

　
　
考
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
中
世
及
び
近
世
初
期
の
服
部
神
楽
講
文
書
は
、
同
じ
く
『
国
立

　
　
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
本
集
に
掲
載
し
た
大
宮
守
友
・
薗
部
寿
樹
「
服
部
神
楽
講
文

　
　
書
」
に
翻
刻
し
た
。
ま
た
こ
れ
に
収
録
で
き
な
か
っ
た
文
書
に
つ
い
て
は
、
国
立
歴
史
民
俗

　
　
博
物
館
所
蔵
「
服
部
神
楽
講
文
書
（
稿
本
ご
（
大
宮
守
友
・
薗
部
作
成
）
に
翻
刻
さ
れ
て
い

　
　
る
。
本
論
文
で
同
文
書
を
引
用
す
る
際
に
は
、
翻
刻
稿
本
の
文
書
番
号
と
文
書
名
を
示
す
。

　
　
な
お
こ
の
稿
本
は
、
「
服
部
神
楽
講
文
書
文
書
番
号
新
旧
対
照
表
」
で
文
書
整
理
番
号
を
参
照

　
　
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
「
服
部
神
楽
講
文
書
」
写
真
帳
と
照
合
す

　
　
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
2
）
　
以
下
に
述
べ
る
服
部
の
支
配
関
係
は
、
斑
鳩
町
史
編
纂
委
員
会
編
『
斑
鳩
町
史
』
本
編
（
斑

　
　
鳩
町
、
一
九
七
九
年
、
一
二
八
～
二
三
、
三
二
一
～
二
八
頁
）
、
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
二

　
　
九
　
奈
良
県
』
（
角
川
書
店
、
一
九
九
〇
年
、
八
九
四
頁
）
、
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
三
〇
　
奈

　

良
県
の
地
名
』
（
平
凡
社
、
一
九
八
一
年
、
七
三
～
四
頁
）
な
ど
に
基
づ
く
。

（
3
）
　
一
号
・
応
安
二
年
八
月
新
福
寺
縁
起
な
ど
。

（
4
）
寛
文
四
年
一
一
月
六
日
服
部
村
長
養
子
定
書
、
一
二
号
・
永
禄
一
二
年
正
月
服
新
福
寺
一

　

結
衆
座
帳
所
収
。

（
5
）
　
三
里
八
講
及
び
五
百
井
（
村
）
の
研
究
は
、
五
百
井
の
大
方
家
文
書
を
素
材
と
し
て
積
み

　

重
ね
ら
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
、
そ
の
文
献
を
紹
介
し
て
お
く
。

　

①

朝
倉
弘
「
戦
国
期
惣
結
合
の
動
向
に
つ
い
て
」
、
『
日
本
歴
史
』
二
〇
六
号
、
一
九
六
五

　
　
年

　

②

朝
倉
弘
「
戦
国
期
惣
結
合
の
動
向
に
つ
い
て
ー
大
和
国
五
百
井
庄
を
中
心
と
す
る
ー
」
、

　
　
　
『
奈
良
工
業
高
等
専
門
学
校
　
研
究
紀
要
』
一
号
、
一
九
六
五
年
（
①
論
文
を
補
訂
し
た

　
　

も
の
）

　

③

前
掲
註
（
2
）
『
斑
鳩
町
史
』
本
編

　

④

菅
原
憲
二
「
近
世
前
期
の
村
算
用
と
庄
屋
（
上
・
下
）
」
、
『
日
本
史
研
究
』
一
九
六
二

　
　

九
七

号
、
一
九
七
八
・
七
九
年

　

⑤

斑
鳩
町
史
編
纂
委
員
会
編
『
斑
鳩
町
史
』
続
史
料
編
、
斑
鳩
町
、
一
九
七
九
年

　

⑥

舘
鼻
誠
「
村
の
動
揺
」
、
『
荘
園
と
村
を
歩
く
』
、
校
倉
書
房
、
↓
九
九
七
年
、
所
収

　

⑦

水
本
邦
彦
「
土
免
仕
法
と
元
和
・
寛
永
期
の
『
村
』
」
、
同
『
近
世
の
村
社
会
と
国
家
』

　
　

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
七
年
、
所
収

　
　
⑧

西
村
幸
信
「
中
近
世
移
行
期
の
在
地
祭
祀
と
地
域
社
会
ー
大
和
国
平
群
郡
の
事
例
か
ら

　
　
　
ー
」
、
『
歴
史
科
学
』
　
一
五
二
、
一
九
九
八
年

　
　
　
な
お
大
方
家
文
書
に
つ
い
て
は
、
舘
鼻
誠
「
大
和
国
大
方
家
文
書
　
稿
本
」
（
藤
木
久
志
研

　
　
究
代
表
『
平
成
三
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
報
告
書
　
中
世
庄
屋
史
料
の
研
究
』
一
九
九
二

　
　
年
所
収
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
6
）
　
素
菱
鳴
神
社
宮
座
の
現
況
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
（
1
）
大
宮
論
文
に
詳
し
い
。
ケ
イ
チ
ン

　
　
座

は
、
寛
政
一
二
年
四
月
明
神
新
福
寺
年
中
営
方
定
書
帳
を
最
古
と
す
る
、
比
較
的
新
し
い

　
　
文
書

を
数
点
だ
け
所
持
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
大
宮
守
人
氏
の
ご
教
示
と
同
氏

　
　
撮
影
の
文
書
写
真
に
よ
る
。

（
7
）
　
四
号
・
文
安
六
年
三
月
＝
日
新
福
寺
再
建
供
養
祈
願
文
。
新
福
寺
と
の
関
係
か
ら
み
る

　
　

と
、
服
部
の
座
を
「
寺
座
」
ま
た
は
「
堂
座
」
と
称
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
後
述
す
る

　
　

よ
う
に
、
結
衆
の
内
実
は
新
福
寺
社
宮
（
氏
神
）
牛
頭
天
王
社
の
宮
座
な
の
で
あ
る
。
そ
こ

　
　
で
本
論
文
で

は
、
「
服
部
（
村
）
宮
座
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
一
八
七
〇
（
明
治
三
）
年
九
月
服
部
村
寺
社
書
上
（
福
貴
田
家
文
書
）
に
は
、
三
向
衆
西

　
　
派
　
光
徳
寺
、
一
向
衆
仏
派
　
光
徳
寺
、
浄
土
宗
無
住
　
新
福
寺
、
浄
土
宗
無
住
　
来
迎
院
」

　
　

と
い
う
よ
う
に
新
福
寺
が
み
え
る
。
大
宮
守
人
氏
に
よ
る
と
、
廃
寺
と
な
っ
た
新
福
寺
の
寺

　
　
財
は
現
在
、
西
光
徳
寺
が
保
管
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

（
8
）
　
前
掲
註
（
4
）
一
二
号
文
書
。

（
9
）
　
三
号
・
応
永
二
五
年
八
月
六
日
三
里
条
々
規
式
。
こ
の
文
書
に
は
、
「
三
里
ヨ
リ
出
合
せ

　
　

テ
」
龍
田
神
社
へ
奉
納
し
た
「
九
月
十
三
日
御
祭
神
御
供
」
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
る
。

（
1
0
）
　
四
五
号
・
延
宝
七
年
九
月
一
六
日
丹
後
・
五
百
井
・
服
部
長
男
中
定
書
。

（
H
）
　
前
掲
註
（
9
）
三
号
文
書
。

（
1
2
）
　
前
掲
註
（
3
ご
号
文
書
。

（
1
3
）
　
四
〇
号
・
延
宝
二
年
一
〇
月
八
日
寅
ノ
年
算
用
日
記
を
は
じ
め
と
し
て
、
算
用
帳
な
ど
に

　
　
は
「
ね
は
ん
」
や
「
ね
は
ん
か
う
」
と
い
う
記
載
が
頻
出
す
る
。

（
1
4
）
　
前
掲
註
（
4
）
一
二
号
文
書
。

（
1
5
）
　
二
号
・
応
永
一
四
年
七
月
二
九
日
服
新
福
寺
堂
懸
板
写
。

（
1
6
）
　
享
保
九
年
三
月
二
九
日
中
間
書
、
六
四
号
・
元
禄
五
年
＝
月
新
福
寺
長
男
中
間
掟
書
帳

　
　
所
収
。

（
1
7
）
　
九
号
・
永
正
九
年
六
月
二
五
日
五
百
井
・
服
・
丹
後
三
ケ
寺
僧
衆
書
状
。

（
1
8
）
　
明
応
三
年
（
カ
）
三
里
定
書
、
八
号
・
永
正
六
年
三
月
二
六
日
三
里
役
条
々
定
所
収
。
な

　
　
お
、
引
用
史
料
中
の
「
三
サ
ケ
ク
シ
」
は
「
御
酒
公
事
」
か
も
し
れ
な
い
。

（
1
9
）
　
前
掲
註
（
1
8
）
八
号
文
書
所
収
。

（
2
0
）
　
菅
浦
文
書
中
の
「
そ
う
の
し
ゆ
ん
し
」
と
い
う
文
言
に
は
「
惣
の
出
仕
」
と
い
う
解
釈
が

　

あ
て
ら
れ
て
い
る
（
貞
和
二
年
九
月
菅
浦
庄
惣
村
置
文
、
菅
浦
文
書
一
八
〇
号
、
『
菅
浦
文
書
』
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上
所
収
）
。
ま
た
『
看
聞
日
記
』
で
は
頭
役
で
勤
仕
す
る
茶
寄
合
な
ど
を
「
順
事
」
な
ど
と
呼

　
　
ん
で
お
り
、
「
順
事
・
順
次
」
が
頭
役
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
（
『
看
聞
日
記
』
応
永
二

　
　
三
年
二
月
二
六
日
条
な
ど
）
。

（
2
1
）
　
「
天
正
二
年
キ
ノ
ェ
イ
ヌ
ケ
チ
ン
　
キ
ン
シ
　
ヲ
ト
ナ
ニ
ナ
ル
　
ロ
四
郎
　
甚
二
郎
」
（
前
掲

　
　
註
（
4
）
一
二
号
文
書
・
藤
二
郎
の
項
）
。
た
だ
し
後
述
す
る
よ
う
に
、
一
七
世
紀
前
期
に
結
衆

　
　
か
ら
長
男
衆
へ
か
わ
っ
て
か
ら
後
の
オ
ト
ナ
成
は
、
入
座
儀
礼
に
変
質
し
た
。

（
2
2
）
　
前
掲
註
（
4
）
一
二
号
文
書
。

（
2
3
）
　
一
八
号
・
寛
永
二
年
二
月
二
五
日
長
男
衆
と
の
出
入
二
付
］
札
。

（
2
4
）
前
掲
註
（
4
）
一
二
号
文
書
に
は
「
ヲ
ト
ナ
ニ
ナ
ル
」
と
い
う
記
載
が
頻
出
す
る
が
、
そ
の

　
　
な
か
で
貞
享
元
年
市
松
〈
弥
十
郎
の
項
〉
に
「
長
男
ニ
ナ
ル
」
と
い
う
記
載
が
み
ら
れ
る
。

　
　
長
男
を
「
ヲ
ト
ナ
」
と
訓
ん
で
い
た
こ
と
が
、
こ
こ
か
ら
わ
か
る
。

（
2
5
）
　
「
六
人
衆
」
（
呼
称
）
の
初
見
は
、
三
三
号
・
寛
文
七
年
二
六
六
七
）
二
月
八
日
長
男

　
　
切
銭

中
之
帳
で
あ
る
。
こ
の
文
書
に
「
右
之
切
銀
六
人
ノ
惣
談
ニ
テ
相
済
申
候
」
と
あ
る
よ

　
　
う
に
、
六
人
衆
が
合
議
し
て
長
男
衆
の
算
用
を
裁
断
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
　
　
な
お
、
「
宮
年
寄
（
中
）
」
が
八
八
号
文
書
（
正
徳
四
年
二
月
八
日
算
用
帳
）
に
み
え
る
。

　
　
通
常

は
六
人
衆
が
署
判
す
る
箇
所
に
、
宮
年
寄
と
し
て
の
五
人
の
署
判
や
単
に
「
宮
年
寄
中
」

　
　
と
い
う
記
載
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
宮
年
寄
は
長
男
六
人
衆
の
こ
と
を
さ
し
て
い
る
と
思

　
　
わ
れ
る
。
な
お
、
四
六
号
文
書
（
延
宝
七
年
一
〇
月
八
日
未
ノ
年
算
用
日
記
）
に
み
え
る
「
年

　
　
寄
」
も
宮
年
寄
で
あ
ろ
う
。

（
2
6
）
　
一
六
九
二
（
元
禄
五
）
年
か
ら
一
七
三
三
（
享
保
一
八
）
年
ま
で
の
毎
年
の
長
男
衆
を
記

　
　
載
し
た
文
書
（
六
一
号
・
元
禄
五
年
九
月
二
日
御
供
次
第
付
り
結
衆
汰
帳
）
に
は
、
元
禄
五

　
　
年
（
申
年
）
条
の
末
尾
な
ど
に
「
右
之
内
差
合
有
之
分
、
名
書
之
上
二
丸
有
之
、
已
上
し
と

　
　
い
う
記
載
が
あ
る
。
こ
の
「
差
合
」
が
具
体
的
に
何
か
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ

　
　
　
　
身
躰
を
と
ろ
へ
、
は
ち
を
ひ
ら
き
申
候
欺
、
又
ハ
奉
公
ヲ
致
シ
、
主
人
を
頼
申
も
の
、

　
　
　
　
或
ハ
見
苦
敷
病
人
二
成
り
候
ハ
・
、
座
拝
江
遠
慮
可
被
申
事

　
　
と
い
う
よ
う
な
、
病
気
・
出
家
・
奉
公
な
ど
の
者
の
宮
座
出
仕
を
停
止
さ
せ
る
規
制
が
み
ら

　
　
れ

る
（
後
掲
の
史
料
K
）
。
「
差
合
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
そ
こ
で
六
一
号
文
書
に
戻
っ
て
み
る
と
、
毎
年
、
数
人
の
長
男
衆
に
○
印
が
付
さ
れ
て
い

　
　
る
。
「
差
合
」
の
た
め
、
毎
年
数
人
が
そ
の
年
の
宮
座
行
事
へ
の
出
席
を
遠
慮
し
た
の
で
あ
る
。

　
　

こ
の
こ
と
か
ら
、
長
男
衆
に
お
い
て
「
差
合
」
忌
避
の
慣
行
が
た
い
へ
ん
強
い
も
の
で
あ
る

　
　

こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
　
　
本
文
で
み
た
寛
永
三
年
の
文
書
で
六
人
衆
の
一
人
が
署
判
し
て
い
な
い
の
も
、
こ
の
よ
う

　
　
な
「
差
合
」
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

（
2
7
）
　
一
四
号
・
元
和
四
年
（
カ
）
七
月
二
九
日
上
田
六
右
衛
門
等
連
署
書
状
（
折
紙
）
、
一
六
号
・

　
　
元
和
四

年
八
月
二
八
日
片
桐
且
元
内
八
木
六
左
衛
門
尉
書
下
（
折
紙
）
。
前
者
は
後
者
の
年
代

　
　
に
よ
り
元
和
四
年
と
推
定
し
た
。
な
お
後
者
の
一
六
一
八
（
元
和
四
）
年
に
は
片
桐
且
元
は

　
　
既
に
死
去
し
て
い
る
（
片
桐
の
没
年
は
一
六
一
五
〈
慶
長
二
〇
〉
年
）
。
そ
の
点
で
包
紙
の
「
片

　
　
桐
市
正
様
御
内
御
奉
行
」
と
い
う
文
言
に
は
疑
念
が
残
る
。
こ
こ
で
は
、
文
書
の
差
出
人
で

　
　
あ
る
八
木
六
左
衛
門
尉
を
片
桐
藩
（
竜
田
藩
）
の
奉
行
人
の
意
と
解
し
て
お
き
た
い
。

（
2
8
）
　
三
一
号
・
寛
文
六
年
一
〇
月
八
日
長
男
中
午
ノ
算
用
日
記
。
こ
の
文
書
に
み
え
る
猪
右
衛

　
　
門
・
源
十
郎
・
九
郎
兵
へ
の
三
人
が
受
領
成
を
し
た
。
な
お
、
源
十
郎
の
受
領
成
の
代
米
・

　
　
代
銀
を
こ
の
算
用
状
で
は
「
受
領
代
」
と
称
し
て
い
る
。

（
2
9
）
　
村
落
内
身
分
と
は
、
村
落
集
団
に
よ
り
お
の
お
の
独
自
に
認
定
・
保
証
さ
れ
、
｝
義
的
に

　
　
は
そ
の
村
落
内
で
通
用
し
、
村
落
財
政
に
よ
り
支
え
ら
れ
た
身
分
体
系
で
あ
る
。
具
体
的
に

　
　
は
、
中
世
前
期
（
＝
世
紀
中
期
～
一
三
世
紀
中
期
）
の
古
老
・
住
人
身
分
、
中
世
後
期
二

　
　
三
世
紀
中
期
～
一
五
世
紀
）
の
乙
名
・
村
人
身
分
、
中
近
世
移
行
期
（
一
六
世
紀
～
一
七
世

　
　
紀
中
期
）
及
び
近
世
の
年
寄
衆
・
座
衆
身
分
と
い
う
、
村
落
を
主
導
す
る
身
分
の
者
と
そ
れ

　
　
か
ら
は
ず
れ
た
者
と
の
身
分
差
別
秩
序
の
こ
と
で
あ
る
。
村
落
内
身
分
に
つ
い
て
は
、
薗
部

　
　
寿
樹
『
日
本
中
世
村
落
内
身
分
の
研
究
』
（
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
二
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

　
　
　
年
寄
衆
・
座
衆
身
分
は
、
本
来
、
座
衆
身
分
の
な
か
で
高
い
薦
次
の
者
を
年
寄
衆
と
す
る

　
　
身
分
体
系
で
あ
る
。
し
か
し
年
寄
衆
・
座
衆
身
分
は
、
中
近
世
移
行
期
に
そ
の
内
実
が
薦
次

　
　
成
功
身
分
か
ら
家
格
制
へ
と
変
質
す
る
な
か
で
、
薦
次
階
梯
を
形
骸
化
さ
せ
て
い
く
。
服
部

　
　
村
の
場
合
で
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
長
男
衆
は
膓
次
を
形
骸
化
さ
せ
て
い
く
。
こ
れ
ら
の
点

　
　
か

ら
服
部
村
の
長
男
衆
は
、
中
近
世
移
行
期
及
び
近
世
の
年
寄
衆
・
座
衆
身
分
に
相
当
す
る

　
　
も
の
と
い
え
よ
う
。

（
3
0
）
　
史
料
G
は
、
寛
永
二
一
年
九
月
一
四
日
長
男
惣
中
定
書
（
前
掲
註
（
1
6
）
六
四
号
文
書
所
収
）
。

　
　
史
料
H
は
寛
永
二
一
年
九
月
一
四
日
長
男
惣
中
定
書
（
前
掲
註
（
4
）
一
二
号
文
書
所
収
）
、
史

　
　
料

1
は
正
保
二
年
九
月
一
二
日
長
男
衆
定
書
（
同
じ
く
一
二
号
文
書
所
収
）
で
あ
る
。

（
3
1
）
　
五
四
号
・
貞
享
二
年
一
〇
月
八
日
丑
ノ
年
算
用
日
記
。

（
3
2
）
　
五
八
号
・
元
禄
二
年
一
二
月
八
日
巳
年
算
用
帳
。

（
3
3
）
　
元
禄
五
年
＝
月
八
日
長
男
衆
定
書
、
前
掲
註
（
1
6
）
六
四
号
文
書
所
収
。

（
3
4
）
　
宮
座
が
家
格
規
制
を
強
化
し
て
い
く
こ
と
と
村
落
社
会
で
家
格
制
が
厳
格
に
維
持
さ
れ
て

　
　
い

た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
と
は
、
別
で
あ
る
。
家
格
制
維
持
の
た
め
の
規
制
が
強
化
さ
れ

　
　
て

い
っ

た
こ
と
は
、
村
落
内
に
お
け
る
家
格
制
が
動
揺
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
も
考
え
ら

　
　
れ
る
。

　
　
　
一
五
五
号
・
文
化
＝
二
年
正
月
二
六
日
龍
田
座
二
付
当
村
座
衆
講
。

　39

）

　　　　　　　　　　　　　

38　37　36　35
）　　　）　　　）　　　）

六
号
・
永
正
六
年
三
月
二
六
日
博
変
禁
制
案
文
。

明
応
三
年
三
里
定
書
、
八
号
・
永
正
六
年
三
月
二
六
日
三
里
役
条
々
定
所
収
。

一
四
三
号
・
安
永
四
年
九
月
一
八
日
宮
座
中
申
合
条
々
一
札
。

元
禄
一
七
年
三
月
一
二
日
長
男
中
間
覚
書
、
前
掲
註
（
1
6
）
六
四
号
文
書
所
収
。

152



薗部寿樹［中近世村落における宮座の変質と再編］

（
4
0
）
　
＝
二
八
号
・
明
和
九
年
＝
月
二
八
日
牛
頭
天
王
社
神
木
伐
り
落
し
詫
状
。

（
4
1
）
　
一
四
一
号
・
安
永
三
年
三
月
服
部
村
新
福
寺
付
近
絵
図
（
奥
書
）
。

（
4
2
）
　
長
男
成
代
米
七
斗
納
入
、
表
8
の
八
番
九
郎
兵
衛
（
九
郎
兵
へ
の
項
）
に
つ
い
て
、
寛
文

　
　
六

年
（
一
六
六
六
）
一
〇
月
八
日
長
男
中
午
ノ
算
用
日
記
（
ご
二
号
）
に
次
の
記
載
が
あ
る
。

　
　
　
　
九
郎
兵
へ

　
　
　
一
六
拾
六
匁
　
　
　
　
マ
ツ
リ
イ
ト
ナ
ミ
代

　
　
　
　
　
　
内

　
　
　
　
　
弐
拾
七
匁
五
分
　
　
五
斗
代

　
　
　
　
　
　

　
ア
ラ
ト
一
ツ
ノ
イ
ト
ナ
ミ
代

　
　
　
　
　
三
拾
八
匁
五
分
　
　
七
斗
代

　
　
　
　
　
　
　
マ
ツ
リ
キ
ン
チ
　
ヲ
ト
ナ
ニ
ナ
ル

　
　
　
　
　
　
　
イ
ト
ナ
ミ
代
　
一
ツ
分
ノ
造
用

　
　

こ
こ
か
ら
も
九
郎
兵
衛
が
代
米
七
斗
を
納
め
て
長
男
成
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　
つ
ぎ
に
永
禄
↓
二
年
（
一
五
六
九
）
正
月
服
新
福
寺
一
結
衆
座
帳
（
一
二
号
）
の
九
郎
兵

　
　
衛
の
該
当
部
分
を
示
す
。

　
　
　
九
郎
兵
衛

　
　
　
寛
文
六
年
午
三
月
十
日

　
　
　
一
マ
ツ
リ
　
キ
ン
チ
　
ソ
ウ
ヘ
ア
ツ
ク
ル
　
代
納
五
斗
出
ス
　
九
郎
兵
へ

　
　
　
同
理
リ

　
　
　一

マ

ツ
リ
　
キ
ン
チ
　
ヲ
ト
ナ
ニ
ナ
ル
　
代
納
七
斗
出
ス
　
訊
榔
浜
へ

　
　
　
但
シ

九

郎
兵
へ
家
主
タ
ル
ニ
ヨ
リ
俄
二
米
ニ
テ
ニ
ツ
出
シ
申
牧
、
一
ツ
分
ハ
ニ
斗
マ
シ
被

　
　
　
出
者
也

　
　
　
こ
の
末
尾
の
但
し
書
き
に
あ
る
よ
う
に
、
九
郎
兵
衛
が
家
主
に
な
っ
た
た
め
の
突
然
の
申

　
　
し
出
だ
っ
た
の
で
五
斗
に
二
斗
増
分
を
加
え
て
代
米
に
よ
る
長
男
成
を
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　
も
う
ひ
と
つ
注
意
し
た
い
の
は
、
前
者
三
一
号
に
九
郎
兵
衛
が
「
ア
ラ
ト
」
す
な
わ
ち
「
ア

　
　
ラ
ト
ウ
」
も
同
時
に
勤
仕
し
た
こ
と
が
み
え
る
点
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
後
者
一
二
号
に
は
「
マ

　
　
ツ
リ
　
キ
ン
チ
」
の
代
納
五
斗
と
だ
け
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
代
米
納
入
で

　
　
実
際
に
は
ア
ラ
ト
ウ
を
勤
仕
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
こ
う
い
う
記
載
に
な
っ
た
も
の
と

　
　
思
わ
れ
る
。

　
　
　
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
ア
ラ
ト
ウ
代
米
納
入
と
長
男
成
代
米
納
入
に
共
通
す
る
、
臨
時
的
か

　
　
つ
例
外
的
な
あ
り
か
た
が
う
か
が
え
よ
う
。

（
4
3
）
　
元
禄
二
二
年
一
二
月
二
一
日
長
男
衆
覚
書
、
前
掲
註
（
1
6
）
六
四
号
文
書
所
収
。

（
4
4
）
　
表
4
の
一
七
〇
四
年
の
項
に
は
、
茂
左
衛
門
は
一
七
老
で
あ
る
（
表
4
の
九
番
）
。
し
か
し

　
　
こ
の
前
年
の
項
で
は
五
老
で
あ
っ
た
（
一
七
老
・
茂
左
衛
門
は
、
五
老
・
茂
左
衛
門
の
子
で

　

あ
ろ
う
）
。
史
料
0
は
「
七
〇
四
（
元
禄
「
七
）
年
の
三
月
で
あ
り
、
藤
次
の
改
訂
（
昇
格
）

　
　

と
そ
の
記
録
は
九
月
な
の
で
あ
る
（
前
掲
註
（
2
6
）
六
一
号
文
書
、
一
〇
七
号
・
享
保
一
九
年

　
　
九
月
一
四
日
長
男
人
数
改
帳
）
。
そ
の
た
め
に
史
料
0
で
は
、
前
年
一
七
〇
三
年
と
同
じ
薦
次

　
　

の

五
老
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
4
5
）
史
料
0
の
本
文
に
は
「
八
兵
衛
」
と
あ
る
が
、
七
七
号
・
元
禄
＝
ハ
年
＝
月
八
日
算
用

　
　
帳
に
は
「
八
郎
兵
衛
」
へ
売
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
他
の
史
料
に
お
け
る
記
載
な
ど
か
ら

　
　
み

て
、
入
郎
兵
衛
の
表
記
の
方
が
正
し
い
。

（
4
6
）
　
＝
二
号
・
元
文
三
年
正
月
牛
頭
天
王
之
宮
地
二
観
音
堂
建
立
二
付
一
札
。

（
4
7
）
　
二
二
七
号
・
明
和
九
年
＝
月
五
日
算
用
帳
。

（
4
8
）
　
一
四
五
号
・
安
永
五
年
一
二
月
五
日
算
用
帳
。

（
4
9
）
　
一
五
四
号
・
寛
政
元
年
六
月
服
部
村
百
姓
立
田
座
十
二
軒
惣
代
返
答
書
。

（
5
0
）
　
文
化
元
年
＝
月
寺
社
・
池
床
出
入
一
件
写
書
、
服
部
・
福
貴
田
静
左
衛
門
家
文
書
、
前

　
　
掲

註
（
5
）
④
『
斑
鳩
町
史
』
続
史
料
編
二
八
］
～
二
九
五
頁
。
な
お
、
読
み
は
文
書
原
本
及

　
　
び
同
写
真
で
修
正
し
た
。

（
5
1
）
　
九
六
号
・
享
保
九
年
一
一
月
八
日
新
福
寺
算
用
帳
。

（
5
2
）
　
一
二
四
号
・
寛
延
四
年
＝
月
五
日
算
用
帳
。

（
5
3
）
　
前
掲
註
（
1
5
）
に
同
じ
。

（
5
4
）
　
前
掲
註
（
1
6
）
に
同
じ
。

（
5
5
）
　
前
掲
註
（
3
5
）
文
書
。

（
5
6
）
　
一
六
一
号
・
文
政
三
年
四
月
三
日
小
作
定
免
預
ケ
米
請
取
帳
。

（
5
7
）
　
天
保
一
〇
年
神
楽
講
中
御
年
貢
銀
受
取
状
、
一
五
八
号
・
文
政
三
年
三
月
服
部
村
神
楽
講

　
　
中
御
年
貢
銀
受
取
通
帳
所
収
。

（
5
8
）
　
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
正
月
神
楽
講
算
用
帳
（
一
六
五
号
）
の
慶
応
年
間
（
一
八
六
五

　
　
～
六
八
年
）
ご
ろ
の
項
に
「
東
西
之
當
屋
」
が
み
え
る
。
こ
れ
が
東
・
西
の
座
の
當
屋
で
あ

　
　
る
と
す
れ
ば
、
「
服
部
村
拾
四
人
組
講
」
と
「
九
人
組
講
」
と
の
関
連
が
問
題
に
な
る
。
た
だ

　
　
文
政
三
年
（
］
八
二
〇
）
三
月
服
部
村
神
楽
講
中
御
年
貢
銀
受
取
通
帳
（
一
五
八
号
）
に
「
西

　
　
方
」
、
「
西
里
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
の
で
、
こ
の
「
東
西
之
當
屋
」
の
東
西
は
服
部
村
の
東

　
　
西

（東
方
・
西
方
）
を
示
し
て
い
る
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
こ
に
注
記
し
て
後

　
　
考
を
待
ち
た
い
。

（
5
9
）
　
一
六
〇
号
・
文
政
三
年
四
月
三
日
十
二
軒
株
講
田
小
作
証
文
。

（
6
0
）
　
福
貴
田
家
に
は
、
前
掲
註
（
5
0
）
文
化
元
年
＝
月
寺
社
・
池
床
出
入
一
件
写
書
（
史
料
W
）

　
　
や
五
人
組
帳
前
書
、
村
絵
図
な
ど
が
伝
来
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
福
貴
田
家
文
書
は
、
庄

　

屋
文
書
な
の
で
あ
る
。

　
　

と
こ
ろ
で
史
料
W
の
別
な
箇
所
に
は
「
寛
文
七
未
年
δ
宝
暦
四
戌
年
迄
八
拾
八
ケ
年
之
間
、

　

御
料
方
庄
屋
御
寺
領
庄
屋
杢
左
衛
門
方
二
而
相
勤
罷
在
候
」
と
あ
る
よ
う
に
杢
左
衛
門
は
長

　

年
の
庄
屋
で
あ
り
、
ま
た
史
料
W
に
あ
る
よ
う
に
寛
政
＝
「
年
に
は
寺
領
方
庄
屋
で
あ
っ
た
。
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こ
の
庄
屋
杢
左
衛
門
は
表
4
③
に
よ
る
と
文
政
元
年
二
二
年
に
は
座
衆
の
二
老
及
び
一
老
の

　

地
位

に
あ
る
。
↓
方
、
史
料
W
で
天
領
方
庄
屋
で
あ
る
吉
三
郎
は
、
座
衆
で
は
な
い
。
史
料

　
　
W
に
み
え
る
寺
領
方
（
座
衆
の
庄
屋
杢
左
衛
門
ら
）
と
天
領
方
（
非
座
衆
の
庄
屋
吉
三
郎
ら
）

　

と
の
対
立
に
は
、
以
前
か
ら
の
長
男
衆
と
村
方
と
の
対
抗
関
係
が
絡
ん
で
い
た
の
か
も
し
れ

　
な
い
。

（
6
1
）
　
二
二
号
・
寛
文
元
年
＝
月
八
日
丑
ノ
年
算
用
日
記
な
ど
。

（
6
2
）
　
五
〇
号
・
天
和
三
年
一
〇
月
八
日
亥
ノ
年
算
用
日
記
。

（
6
3
）
　
五
六
号
・
貞
享
四
年
一
一
月
八
日
卯
ノ
年
算
用
帳
。
史
料
中
の
「
橘
院
」
と
は
、
信
貴
山

　

朝
護
孫
子
寺
の
子
院
で
あ
ろ
う
。

（
6
4
）
　
宝
暦
一
一
年
八
月
六
人
衆
覚
書
（
前
掲
註
（
1
6
）
六
四
号
文
書
所
収
）
、
一
六
八
号
・
安
政
五

　
　
年
正
月
神
楽
講
算
用
帳
。

（6
5
）
　
前
掲
註
（
4
8
）
に
同
じ
。

（
6
6
）
　
前
掲
註
（
6
3
）
一
六
八
号
文
書
。

（
6
7
）
　
前
掲
註
（
2
9
）
薗
部
著
書
。

（
6
8
）
　
前
掲
註
（
2
9
）
薗
部
著
書
。

（山
形
県
立
米
沢
女
子
短
期
大
学
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

　
　

（二
〇

〇

二
年
三
月
二
〇
日
受
理
、
二
〇
〇
三
年
六
月
二
六
日
審
査
終
了
）
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The　Trans負〕rmation　and　Reorganization　of　Miyaza　in　tlle　Villages　of

Medieval　and　Early　Modem　Japan

SONOBE　Toshiki

　　　This　paper　investigates　the　transformation　and　reorganization　of　the　miyaza（council　of　eld－

ers　who　represented　families　who　claimed　association　with　a　local　shrine　and　who　annually

elected　a　shrine　official　to　run　festivals）　and　the　background　to　these　changes　in　the　village　of

Hattori，　Heguri－gun　in　Yamato－no－kuni（present－day　Hattori　Oaza，　Ikaruga－machi，　Ikoma－gun，

Nara　Prefecture）during　the　Medieval　and　Early　Modern　periods．　The　materials　used　for　this

study　are　225　documents　that　have　been　handed　down　by　the　Hattori　Kagura　Association　of

Hattori　Susanoojirlja　shrine．

　　　Amiyaza　association（kesshu）began　to　appear　in　Hattori　village　in　the　14th　century　in　con－

nection　with　Shinpuku－ji　temple　and　a　shrine　dedicated　to　Gozutenno．　The　association　became　an

association　of　elder　sons　in　the　17th　century．　There　was　a　connict　between　the　miyaza　associa－

tion　and　non－miyaza　members　among　village　officials，　but　a　compromise　was　reached　by　estab－

lishing　arato，　who　were　new　miyaza　members，　and　wakiza，　who　were　subordinate　to　the　miyaza．

However，　discrimination　within　the　miyaza　meant　that　the　barriers　between　both　became

stronger，　with　the　result　that　the　miyaza　transformed　into　an　elder　sons’association，　which　was

organized　with　the　family　as　its　basic　unit．　This　signi丘es　the　formation　of　a　system　of　family

rankings　that　lies　at　the　core　of　the　miyaza．　It　was　accompanied　by　the　disappearance　of　the　mi－

yaza’s　function　of　overseeing　the　entire　village，　and　resulted　in　the　functions　of　the　miyaza　being

restricted　to　a　religious　function，　such　as　performing　religious　services　and　Buddhist　memorial

services，　and　a　regulator　of　social　position．

　　　In　the　second　half　of　the　18th　century，　the　structure　of　the　elder　sons　association　was　altered

so　that　its　membership　of　26　was　reduced　to　a　membership　of　12，　whereupon　the　conflict　with

village　of6cials　rekindled　and　deepened．　Then，　as　a　result　of　talks　at　the　shrine（宮出入）the　vil－

lage　officials　moved　in　to　take　control　of　the　tutelary　guardian　SHUFUKUDEN，　and　on　top　of

this　the　right　to　control　Gozutenno　shrine　dedicated　to　the　tutelary　deity　and　Shinpuku－ji　temple

was　also　taken　over　by　the　village　officials．　In　the　meantime，　the　Shinpuku－ji　temple　elder　sons’

association　became　the　Gozutenno　shrine　miyaza　during　the　second　half　of　the　18th　century，　and

then　in　the　first　half　of　the　19th　century　it　became　a　kagura　association．　At　this　time，　whereas

the　main　guild（miyaza）had　been　a　fourteen　member　association，　a　new　nine　member　associa－

tion　was　formed　against　the　backdrop　of　pressure　from　village　officials，　resulting　in　a　dual　sys一
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tem　fbr　the　miyaza．　The　main　guild　adopted　the　name　Kagura　Association　for　the　new　guild，

which　was　fully　cognizant　of　the　Kagura　religious　services　perfbrmed　by　the　eight　associations

from　three　hamlets　that　belonged　to　the　Tatsuta－jinja　shrine（Tatsuta　branch　shrine）．The　pur－

pose　behind　this　was　to　use　the　authority　of　Tatsuta－jinja　shrine　to　flaunt　their　supremacy　over

the　new　guild．　With　underlying　pressure　from　the　village　of丘cials，　the　new　guild　became　closely

associated　with　Susanoo－jinja　shrine，　which　was　the　successor　to　Gozutenno　shrine，　and　is　be－

lieved　to　have　developed　into　the　Keichin　Association　which　was　fully　cognizant　of　the　tradi－

tional　celebration　called　KETCHIN．　This　reorganization　which　was　a　consequence　of　the　trans－

fbrmation　of　the　miyaza　made　discrimination　within　the　miyaza　become　firmly　entrenched，　and

saw　the　right　to　control　miyaza　celebrations　shift　from　the　Kagura　Association　to　the　Keichin

Association，　within　which　village　of丘cials　wielded　power　behind　the　scenes．
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